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概要 

 

 本資料は、平成 20年 7月 23日、7月 24日及び 7月 25日に開催された「平

成 20年度第 1回、第 2回及び第 3回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分

科会」における「国土技術政策総合研究所プロジェクト研究」等についての評

価結果をとりまとめたものである。 
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Synopsis 

 

This report summarizes the results of the evaluation of “the Project 

Research of NILIM” and other concentrated researches at the meeting of 

the 1st , 2nd and 3rd Evaluation Sub Committee of NILIM in FY 2008 held 

on July 23,24 and July 25 , 2008. 
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はじめに 
 
国土技術政策総合研究所（国総研）は、国総研研究方針に掲げられている技術政策課題

に対応したプロジェクト研究として、これまでに４７の研究を立ち上げており、重点的に

推進している。 

今般、平成１９年度に終了したプロジェクト研究についての事後評価、５年以上の研究

期間を予定している継続中のプロジェクト研究についての中間評価、及び平成２１年度新

規プロジェクト研究及び予算要求上評価が必要とされる研究課題についての事前評価を実

施した。 

本報告書は、これらのプロジェクト研究等の評価について、外部評価を行うために開催

された平成２０年度第１回、第２回及び第３回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分

科会の評価結果と、それらに対する国総研の対応についてとりまとめたものである。 

本報告書は「第１章 評価の方法等」、「第２章 評価の結果」、「第３章 評価の結果に

対する対応方針」の３章からなっており、このうち、報告書の中心をなす「第２章 評価

の結果」は国土技術政策総合研究所研究評価委員会によって作成されたものである。また、

その他の章は、国土技術政策総合研究所がとりまとめたものである。 

 

 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

国土交通省国土技術政策総合研究所 
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第１章 評価の方法等 

 

 

１ 評価の目的 

 「科学技術基本計画」、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「行政機関が行う政策の評

価に関する法律」等に基づき、公正かつ透明性のある研究評価を行い、評価結果を研究活動、

研究体制の整備・運営等に的確に反映することにより、 

○ 社会経済状況、住宅・社会資本に係る国民的・社会的要請、国土技術政策の企画立案・

実施に必要な技術ニーズ、公共事業等の効果的実施に必要な現場技術ニーズ等を的確に踏

まえた研究課題の設定、適切な研究計画の作成及びその効率的かつ着実な実施 

○ 組織の使命に応じて研究能力が最大限に発揮されるような研究体制の整備・運営 

○ 研究成果の円滑かつ適切な行政及び社会への反映並びに国民への研究内容の開 

  示等に資することを目的とする。 

 

２ 評価の対象 

プロジェクト研究＊及び予算要求上評価が必要とされる研究課題を評価対象とした。今回の

研究評価委員会分科会の評価の対象となった研究課題は、事後評価として、平成 19 年度末で終

了したプロジェクト研究等８課題（総プロ１課題除く）、事前評価として、平成 21 年度開始予

定の研究課題 11 課題である。 

＊プロジェクト研究（研究方針（平成１８年７月）より） 

技術政策研究を核に研究開発目標を共有する研究を結束し、所として重点的に推進する研

究をプロジェクト研究とし、プロジェクト・リーダーを中心とする分野横断的な体制により、

技術政策課題の解決に向けてより効果的に成果を得るための戦略を立てて進める。 

 

（事後評価） 

1． 流域における物質循環の動態と水域環境への影響に関する研究 

2． ヒューマンエラー抑制の観点からみた安全な道路・沿道環境のあり方に関する研究 

3． 受益者の効用に着目した社会資本水準の評価に関する研究 

4． 四次元 GIS データを活用した都市空間における動線解析技術の開発 

5． 歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再生・活用技術の開発 

6． 人口減少社会に対応した郊外住宅地等の再生・再編手法の開発 

7． 住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 

8． AIS 情報を活用した海上交通による沿岸海域の効率的利用に関する研究 

 

（事前評価） 

 9．ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 

10．侵食等を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 

 11．汽水域環境の保全・再生に関する研究 

12．都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 

13．品質の信頼性を考慮したライフサイクルコストの評価手法に関する研究 

14．集約とネットワークの観点からみた地域連携の効果分析に関する研究 

15．省 CO2 効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 

16．小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 

1



17．高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 

 18．作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究 

 19．持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 

※事前評価の課題名は全て仮称 

 

３ 評価の視点 

平成１９年度に終了したプロジェクト研究については、必要性、効率性及び有効性の観点か

ら、以下の項目について、自己点検結果をもとに事後評価を行う。 

○目標の達成度（成果目標に対して、どの程度成果が得られているか。） 

○研究成果と成果の活用方針 

○研究の実施方法、体制の妥当性 

○上記を踏まえた、本研究の妥当性 

（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目標の妥当性等も含める） 

 

平成２１年度開始予定の新規課題については、必要性、効率性及び有効性の観点から、以下

の項目について、自己点検結果をもとに事前評価を行う。 

○必要性：研究の背景を踏まえた研究の必要性 

○効率性：研究の実施方法、体制の妥当性 

○有効性：研究成果の見込みと成果の活用方針 

※プロジェクト研究については、プロジェクト研究としてふさわしいか（技術政策課題の解決

に向けた目標設定、分野横断的な研究実施戦略）に留意する。 

 

 

４ 研究評価委員会分科会の開催 

専門的視点からの評価を行うため、各分野の専門家で構成された国土技術政策総合研究所研

究評価委員会分科会を開催することとし、第１回、第２回及び第３回分科会を、平成２０年７

月２３日、７月２４日及び７月２５日に開催した。各評価対象研究開発課題の評価担当部会及

び評価担当部会の会議に他部会から出席いただく委員は、国土技術政策総合研究所研究評価委

員会分科会設置規則に基づき、研究評価委員会委員長により指名された。また、評価担当部会

以外の委員等には事前に資料を送付し、意見をいただくこととした。なお、分科会の前に国土

技術政策研究所研究評価所内委員会を開催し、評価対象課題について、所として自己点検を行

っている。 

研究評価委員会分科会は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則に基づき、

以下の構成となっている。 

 

第一部会      主査 石田 東生  筑波大学大学院教授  

委員 寶  馨   京都大学教授 

委員 中村 太士  北海道大学大学院教授  

委員 永冶 泰司  (社)建設コンサルタンツ協会常任委員会副委員長 

(株)長大 取締役上席執行役員国際事業部長 
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委員 根本 敏則  一橋大学大学院教授 

委員 藤田 正治  京都大学教授  

委員 古米 弘明  東京大学大学院教授 

委員 渡邊 法美  高知工科大学教授 

  

第二部会      主査 村上 周三  (独)建築研究所理事長 

委員 浅見 泰司  東京大学教授 

委員 熊谷 良雄  筑波大学名誉教授 

委員 髙田 光雄  京都大学大学院教授  

委員 辻本  誠  東京理科大学教授 

委員 野口 貴文  東京大学大学院准教授 

委員 野城 智也  東京大学教授 

委員 芳村  学  首都大学東京教授 

 

第三部会     主査 三村 信男  茨城大学教授 

委員 井口 典夫  青山学院大学教授 

委員 日下部 治  東京工業大学大学院教授 

委員 窪田 陽一  埼玉大学大学院教授 

委員 小林 潔司  京都大学大学院教授 

委員 柴山 知也  横浜国立大学大学院教授 

委員 山内 弘隆  一橋大学大学院教授 

（平成 20 年 7 月現在、主査以外五十音順・敬称略） 

 

第１回分科会（平成２０年７月２３日）の評価担当部会は第一部会であり、第一部会から石

田主査と寶、永冶、根本、藤田、古米委員の各委員、第二部会から熊谷委員、第三部会から井

口委員に出席いただいた。 

第２回分科会（平成２０年７月２４日）の評価担当部会は第二部会であり、第二部会から村

上主査と浅見、熊谷、高田、辻本、野口、野城、芳村委員の各委員、第一部会から永冶委員、

第三部会から井口委員に出席いただいた。 

第３回分科会（平成２０年７月２５日）の評価担当部会は第三部会であり、第三部会から三

村主査と井口、日下部、小林、山内委員の各委員、第一部会から根本委員、第二部会から辻本

委員に出席いただいた。 

 

 

５ 評価の進め方 

本年度の分科会では、以下のように評価を進めることとした。 

（１）２ 評価の対象については、研究課題が主に対象とする分野に応じて、第１～３回分科

会に分けて評価を行う。 

（２）主査及び各委員から意見をいただくとともに、他の部会の委員等から事前に伺っている
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意見を紹介する。また、事後評価については評価シートに、事前評価についてはコメン

トシートにご記入いただく。（但し、口頭で発言された意見は記入不要） 

（３）会議当日の審議内容、事前意見及び評価シートの指標集計結果に基づき、主査が総括を

行う。 

＜分科会委員が評価対象課題に参画している場合等の対応について＞ 

評価対象課題のうち、当該部分の評価は行わないこととする。また、主査が評価対象課題

に参画している場合には、当該部分の評価を行う間、予め委員長が他の委員から指名する委

員が、主査の職務を代理することとする。 

 

 

６ 評価結果のとりまとめ 

評価結果は、審議内容、評価シート及びコメントシートに基づき、主査の責任においてとり

まとめられた。その後、研究評価委員会委員長の同意を経て、国土技術政策総合研究所研究評

価委員会の評価結果とされた。 

 

 

７ 評価結果の公表 

評価結果は、議事録とともに公表することとした。なお、議事録における発言者名について

は、「主査」、「委員」、「事務局」等として表記することとした。 
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第２章 評価の結果 

 

 

本評価結果は、平成２０年度第１回、第２回及び第３回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会

における審議に基づきとりまとめたものである。 

 

 

平成２０年１０月３０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

委員長 森杉 壽芳 
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１．「流域における物質循環の動態と水域環境への影響に関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、流域における河川水系の物質動態の変化が、水域生態系に与えてきた影響について検討する

と共に物質動態のモニタリング手法を提案するものであり、他機関とともに研究チームをつくり共同して

研究する体制は評価でき、本研究の実施方法、体制等は概ね適切であったと評価する。また、仮説の検証

や解決手法の提案が不十分な面もあるが、短期間で多領域の現象を時間軸上で整理している点は評価でき、

概ね目標を達成できたと評価する。 

これらのメカニズムの検証とその具体的な解決手法の提案については今後の課題であり、国土技術政策

総合研究所としての特徴を出しつつ研究を継続されることを期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★  

★★★★★ 

★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★ 

★★★★★ 

★ 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ 環境劣化フェーズの整理は分かりやすく示されている。プラットフォーム形成例を示したことも評価

される。 

・ 今後の「研究プラットフォーム」について、多様な主体が参画しており高く評価できる。技術的にも

地域経済全体にも関連が大きいため、電力関係等とも連携すると良い。 

・ プラットフォームの提示、モニタリング手法の提示にとどまらず、政策提言を行うべき。 

・ 合流式下水道や河川管理上の土砂の扱いといった、国交省の研究としての特徴を明確に出していくべ

き。 

・ どんな干潟でも造成すれば良いではなく、どのようなタイプの干潟を造成すべきかといった、国交省

の施策が評価できるモデルの開発をしていただきたい。 

・ モニタリングや施策提案につなげるためには、もう少しメカニズムにまで踏み込んだ検討が必要であ

る。 

・ 他流域への適用性の検討が必要である。 
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・ 河川からの流出土砂や上流の土砂管理の問題と非常に関連が深いため、そちらの方向の研究も進めて

欲しい。 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生     
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２．「ヒューマンエラー抑制の観点からみた安全な道路・沿道環境のあり方に関する研究」の評価結果（事

後評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、ヒューマンエラーと道路・沿道環境の関連について明らかにする手法を提案すると共にヒュ

ーマンエラーの発生を抑制する対策案の効果を検証する手法を提案するものである。事故データ、実走行、

ドライビングシミュレータによるデータ相互の関係の精査がやや不十分であったが、異なるアプローチが

うまく組み合わされている点は評価でき、本研究の実施方法、体制等は概ね適切であったと評価する。ま

た、検討事例数が限られており、昼夜、天候、高齢者といった条件別の検討が不十分であるが、ヒューマ

ンエラーの原因追及という目標に対してはしかるべき成果をあげており、概ね目標を達成できたと評価す

る。 

今回できなかった諸条件のもとでのさまざまな対策の効果について、ドライビングシミュレータ、実走

行の両方で評価をする等、実用化に向けた展開を期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★  

★★★★★ 

★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★ 

★★★★ 

★★ 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ 目標に対して、しかるべき成果をあげている。ただし、きれいに説明しようとするあまり、現象の幅

がずいぶん小さくなっている印象がある。 

・ 事例数は限られているが、概ね目標は達成できたものと考える。 

・ 実走行実験とドライビングシミュレータとの対象交差点を同じにすべき。 

・ 実験やドライビングシミュレータに依存しすぎた。３年の研究にしては、内容が乏しいのではないか。 

・ 対策効果については、シミュレーションしやすい路面のカラー化だけでなく、白線の形状や標識の大

きさの工夫、ITS の利用、自転車専用道等、より広い具体的対策の中から絞り込み、評価をするべき

ではないか。 

・ 対策効果の評価も今後調査して欲しい。 
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・ わかりやすく、具体的な施策提言につながる研究。学会等で発表すると共に、警察関係にも理解を求

め、共同研究、共同実施していただきたい。 

・ ドライビングシミュレータをツールとして使用する場合の留意点、実走行実験の手順・手法を分かり

やすく整理されることを望む。 

・ 結果の共有方法にも工夫されたい。単なるマニュアル化だけではなく、生データを取り入れたトレー

ニングプログラムに成果を活用、展開してはどうか。 

・ 居眠り運転防止のためにパーキングエリアをつくるとか、渋滞しそうな場所に休憩所をたくさん設置

するといった、大きな視点での道路整備のあり方もあるのではないか。 

・ 今後、路面のカラー化については、景観行政との整合も必要と考える。 

 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生     
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３．「受益者の効用に着目した社会資本水準の評価に関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、地域存立の基礎条件の整備や安全・安心等社会資本の効果、複合的な事業のもたらす便益、

効果の特性を踏まえ、客観的、定量的な評価手法を開発するものである。プロジェクト研究としての全体

のまとまりに欠け、個々の研究成果を関連づけることができていない面があるものの、本研究の実施方法、

体制等は概ね適切であったと評価する。また、基礎データや手法の妥当性の判断は厳密さにやや欠けるも

のの、短期間で結論を出すには難しいテーマであることも鑑みると個々の研究の達成度については評価で

き、概ね目標を達成できたと評価する。 

今後も重要な研究であり、経済性、効率性に傾きすぎない議論を展開されることを期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

 

★★★★ 

★★★ 

★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

 

★★★★ 

★★★ 

★ 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ ソーシャルキャピタルの考え方、使い方の考察が不十分。 

・ 都市部について議論されてきたソーシャルキャピタルという概念を、山村地域にそのまま適用するこ

とが妥当かどうかの議論が必要である。 

・ ソーシャルキャピタル指標を考える上で必要な統計数値や情報が何なのかを明確にされることを望む。 

・ 研究の内容はよく理解できたが、研究成果の信頼性が不明確であった。基礎データの信頼性、妥当性

を明示することが必要である。 

・ 重要な研究であり、切り捨てられようという地域への配慮が必要という主張は同意できるが、議論が

効率性に傾きすぎているきらいがある。 

・ 振興策の便益が高い場合とそうでもない場合の条件の違いは何か。 

・ シナリオ２（集落は自然消滅、公共で国土保全機能の維持）のB/C が高いという研究成果は有用。ど

のような条件で成立するのか、さらに検討いただきたい。 

・ 限界集落の消滅により、病院、福祉施設等と限界集落を結ぶ道路の維持管理等が必要なくなるため、
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コスト縮減の便益があると考えられる。それらの効果を含めて検討すべきではないか。 

・ 人口移動の条件によっても、高齢化しても家族内の伝承によりソーシャルキャピタルが維持される、

あるいは新住民が多いとソーシャルキャピタルが低下するといった違いがあると考えられる。 

・ 多くの国民を納得させるためには、都市に与える影響をもっと中心視点にする必要がある。 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生     
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４．「四次元GISデータを活用した都市空間における動線解析技術の開発」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、都市空間において人の集中によってもたらされる問題や効果を明らかにするため、四次元Ｇ

ＩＳをベースに、人の動きに関わる動線解析技術を開発するものである。産学官連携により整然と進めら

れている点が評価でき、本研究の実施方法、体制等は概ね適切であったと評価する。また、利活用の方向

性が未整理であるものの、一定の課題に対しては可視化のための計算機システムの開発は有意義であり、

概ね目標を達成できたと評価する。 

個人情報保護の観点から民間へのデータ提供の可否を整理した上で、パーソントリップ以外のデータと

の連携の企画や、利用の場面を想定した活用面での提案を行うことにより、共用データとしての整備が促

進されることが期待される。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★★  

★★★ 

★★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★★ 

★ 

★★★ 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ 動線（データ）の定義と定量化の標準化は国土技術政策総合研究所の仕事と考えられる。 

・ 広域的、長期的な視点で取り組むことにより、所定の目標の達成はなされたと判断する。 

・ データベース登録には手間と時間がかかるため、プラットフォームとしてデータの共用化を図る点は

大変良いが、利用の場面の想定等、活用面での提案がもっとあれば共用データとしての整備が進むの

ではないか。 

・ データの可視化には有用であると思うが、それだけで解決できる課題は極めてまれである。 

・ 四次元として時間軸が入ったことは有意義であるが、利・活用の方向性が不明 

・ 広場、公園、待合い場所、休憩場所、避難場所の計画・設計に役立つことから、狙いは良い。 

・ マーケティング分野など民間での活用事例をケースとして提示できるようにされたい。 

・ パーソントリップデータだけでなく、鉄道の自動改札機のデータ等、他のデータとの混合利用の企画、

検討が必要である。 
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・ プライバシー問題で、現在パーソントリップデータは公共あるいは研究利用しか認めていない。民間

への提供の可否は検討、調整が必要である。 

 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生     
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５．「歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再生・活用技術の開発」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、今後増加するであろう歴史的公共建築物の再生活用技術の開発という点で重要性の高いテー

マに取り組んだものである。価値評価手法の開発における受益者の範囲の設定や分析手法の選択といった

評価手法の精査の点でやや不十分な点がみられるものの、本研究の実施方法、体制等は概ね適切であった

と評価する。また、建築物の歴史的文化的価値の計測手法等、意思決定のためのツールを整備したという

点において概ね目標を達成できたと評価する。 

 なお、今後は、評価手法の精査により、汎用的な評価手法、保存技術の提案等の確立に向けた展開を期

待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★  

★★★★★★ 

★★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★ 

★★★★★★★★ 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ 重要性の高いテーマであり、建築物の保存に対する足がかりとなる研究開発であった。 

・ 歴史的価値の建物を評価する場合、受益者の範囲の設定方法を明確にすべきである。ケースによって

採用すべき受益者の範囲の指針を示すことができると良かった。 

・ 市民アンケート結果から最終結論（全面保存、他の選択）にどう導くのかは、難しい問題と思われる。 

・ まちづくり活動との関係について実施体制上、配慮されているとなお良かった。 

・ 方法論の制約にしばられすぎて、目標としているところの社会的価値が限定的である。 

・ ＣＶＭを採用する際には、何を計測できているのか明確にするべき。また、ＡＨＰ（階層分析法）の

使い方はもう少し工夫しても良かったのではないか。 

・ ＣＶＭの調査対象範囲の設定方法、保存案の提示方法、発注の一般化を期待する。 

・ 建築物を保存する際に支払い意志額が低い場合、住民説明をどうするのか。維持管理費など住民ニー

ズとのギャップを説明する手法が必要である。 

・ 総合評価方式における技術調達方法の検討は、大変意義ある研究である。 
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・ 市場原理が働かない特殊技能について、公的資金でデータベース化するのであれば公開して一般にア

クセスが容易な形にされたい。 

 

 

 

 

平成２０年１０月２１日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三     
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６．「人口減少社会に対応した郊外住宅地等の再生・再編手法の開発」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

 本研究は、人口減少社会の到来を踏まえ郊外住宅地の再生・再編について都市全体と個別方策のそれぞ

れの観点から手法の開発に取り組んだものである。現実の都市構造の多様性を踏まえた郊外住宅地の概念

の整理の点や、また、都市全体についての研究成果であるのコストの推計手法を個別方策の検討へつなげ

るといった点についてやや不十分な点がみられたが、本研究の実施方法、体制等は概ね適切であったと評

価する。また、郊外住宅地の衰退が都市全体の将来コストに与える影響についての推計手法に関して有用

な知見が得られており、概ね目標を達成できたと評価する。 

 なお、今後は、個別郊外住宅地の再生方策にかかる行政コストの推計手法の精査等を行い、様々な再生

手法とその有効性の提示等の政策提案に展開することを期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

  

★★★★★★★ 

★★★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

 

★★★★★★★ 

★★★ 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ 実際の都市構造はもう少し複雑であるため、〈郊外〉概念を都市構造の多様性と変化を考慮して検討し

た上で、研究を再整理していただきたい。 

・ 国家的、国土政策的な広い視点に欠けている。便益帰着構成表の見直しが必要である。 

・ 職住関係を考慮した研究の展開が期待される。 

・ 行政の支援による便益をもう少し分析すれば良かったように思われる。 

・ 将来コストの推計評価を行った研究テーマ１は非常に優れた成果である。この成果を活かし、今後の

社会資本の維持・保全をどうしていくかの戦略、都市構造をどうするのかの戦略等、国土技術政策総

合研究所の組織全体として広く展開されたい。 

・ 行政コストの全てに対して再生手法がどの様な効果をもたらすのかを個々に示して欲しい。 

・ 転出要因に対応した取り組みの実施が必要であることは理解できるが、行政コストの増加要因となる

対応を必要とする対策を行うことが求められることも想定され、対応の内容はもっと多様なケースを
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想定する必要がある。 

・ 再生シナリオの例について、長所、短所を明示しておくことが、住民の選択時に有効となるのではな

いか。 

・ <住宅地再生計画提案制度>の検討強化と促進方策の検討を望む。 

・ 木更津市のＣＩタウンのようにかつてのベットタウンがローカルなマーケットの中で成立する住宅地

に変化したように、地域の中で構造が変わってきていることが、逆に郊外の再生に繋がる可能性もあ

ることを整理していただきたい。 

 

 

 

平成２０年１０月２１日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三     
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７．「住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究」の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、民生部門のエネルギー消費の大きな分野を占める住宅について実効性の高い省エネルギー技

術を明らかにし、それらの最適な活用方法と個別技術を組み合わせた住宅･設備システムについて体系的に

知見を整理したものであり、研究の実施方法、体制等は概ね適切であったと評価する。 

 なお、断熱･設備改修技術の簡易化や省エネ診断等の具体的手法について、実用化に向けた観点からの精

査がやや不十分であるが、また、特に使用条件による機器の環境性能の変動を実証した研究は意義が高い

と評価でき、研究の目標は概ね達成できたと考える。 

今後は、省エネ診断の簡易な指標の提示、施工のばらつき等が生じる実建築へ対応した手法の精査等、

実用化に向けた更なる展開を期待する。 

 

 

【評価指標別評価結果】 

 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

★★  

★★★★★★★ 

★ 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

★★★ 

★★★★★ 

★★ 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・ 省エネのための改修のいろいろなメニューが提起されたことは重要な成果である。 

・ 省エネ診断の結果として、省エネ指標のような単一指標で省エネ度を表す工夫するとパブリックに対

して分かり易く、全体的な効果を上げる意味で国土技術政策総合研究所の研究としてより有効と考え

られる。 

・ クーラーを使用するかどうかといったライフスタイルごとに指標を出さなければ、ずれが生じると考

えられる。 

・ ライフスタイルではなく、ライフサイクルの変化への対応を期待する。 

・ 課題③の最適化へ時間的概念の導入を検討願いたい。 

・ 耐久消費材であることを考えると経年劣化に対する考慮も必要ではないか。 

・ 数時間で行う簡易診断と数十日かけて行う詳細な診断とのバラツキを明らかにすることが、制度展開

18



するには非常に有益な資料となる。 

・ 居住者の特性にあわせて機器の制御を変更していくような、建築全体でのカスタマイズ制御に今後展

開してはどうか。 

 

 

平成２０年１０月２１日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三     
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８．「ＡＩＳ情報を活用した海上交通による沿岸海域の効率的利用に関する研究」 

の評価結果（事後評価） 

 

【総合評価】 

ＡＩＳ情報の活用により、これまでに無い情報が収集され、活用が期待されることは評価でき、研究の

実施方法、体制等は概ね適切であったと評価する。また、沿岸海域の効率的利用化方策の提案については

若干の課題が残るものの、ＡＩＳ情報システムを構築して特許が取得されていること等により、概ね目標

を達成できたと評価する。 

なお、取得されたデータには、船舶の個別情報及び船舶の動向にかかる重要な情報が含まれているため、

情報管理方法等に配慮したうえで、今後の研究の発展に期待する。 

 

【評価指標別評価結果】 

研究の実施方法、 

体制等の妥当性 

１ 適切であった 

２ 概ね適切であった 

３ やや適切でなかった 

４ 適切でなかった 

 ★★★ 

★★★★ 

 

目標の達成度 

１ 目標を十分達成できた 

２ 概ね目標を達成できた 

３ あまり目標を達成できなかった 

４ 目標を達成できなかった 

 ★★★ 

★★★★ 

 

 

 

【指摘事項】 

なお、以下の指摘事項があったので参考にされたい。 

・行政ニーズが必ずしも明確ではないものの、用船・運航の観点から、非常に有効な可能性を持った成果

が出ている。継続して研究を進めていただきたい。 

・リアルタイムに取得されるデータをどう活用するか検討を進めていただきたい。 

・データの取扱いは危機管理対策上の問題もあるため、十分に注意すべきである。 

・情報プラットホーム等で公開できる箇所は、公開を目指して整備すべきである。 

・効率的な利用方策について、継続的に早期の対応が必要である。 

・システムの構築は評価される。また、港湾施設の国際競争力強化のための基礎データを提供している。 

・航路等の維持管理という視点も必須である。 

・行政システム（航路の運行管理、許可システムなど）への組込み、連携方法を考慮すべきである。） 

・陸上の道路交通でも、警察と道路部局の縄張りが安全確保の障害になることがあり、同様のことが

海上で起こらないように配慮されたい。 
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平成２０年１０月２０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男     
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９．「ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、近年の気候変動の影響による自然災害の増加に対し、人的被害軽減のための施策展開が早急

に必要であることから、国土技術政策総合研究所で実施すべき研究課題であると評価する。なお、研究に

あたっては、ソーシャルキャピタルの定義に留意し、分析の手順や選択の手法を明確にして進められたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 地域防災力に占めるソーシャルキャピタルの効用の比率をどうするのか。国土技術政策として、ソフ

トの対策が主体なのか、ハード対策の補完的な位置づけなのかといった位置づけを明確にした上で、

研究を進めた方がいいのではないか。 

・ 投資効率化の視点から、一律の公共投資でなく、地域性に応じた投資を行うための基礎的研究として

必要性が認められる。 

・ 高齢社会において防災力を高めるためには、ソーシャルキャピタルよりハード（インフラ）整備が重

要である。 

・ ソーシャルキャピタルの地域別特性がステレオタイプすぎる。中山間地では、自動車依存度が高くな

ってコミュニケーションがなく、都会よりも孤立していることがよくある。 

・ 災害時要援護者が多い地域、外国人が多い地域でどのように防災力を上げるかというのも重要な課題

である。もう少し社会の将来像を限定してはどうか。 

・ 「地域防災力」の計測方法は、水害、地震による火事等、災害の種類毎に異なると考えられる。得意

分野の水害や土砂災害に限った方が、明解な成果が出るのではないか。 

・ ケーススタディーで地域ごとのソーシャルキャピタルと地域防災力の相互関係を明らかにすることが

期待される。 

・ 効率性の面から、ほぼ妥当である。海外の事例も含めてはどうか。 

・ 地域区分を分ける指標によっては、地域ごとの防災力の対策手法の結果に差が出る。 

・ ガイドラインまでとりまとめることで、具体的行政施策に結びつくと想定できる。 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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10．「侵食等を考慮した治水安全度評価手法に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、河川管理の効率化・高度化の観点から重要であり、国土技術政策総合研究所で実施すべきで

あると評価する。なお、研究に当たっては、対象区間をどのように設定するかといった条件を明確にする

とともに、河川に関する既存データの活用も考慮して研究を進められたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 洪水対策は、安全・安心な国土形成上必要不可欠であり、今後も積極的に実施すべきところである。

洪水対策を効果的に実施する上で必要な研究である。 

・ 必要性はある。もっと前から研究するべき課題である。 

・ 現況の地形に対して安全度を評価するだけでなく、５年後、10年後の予測と、それを踏まえて対策の

優先順位を決めるような評価手法に展開できないか。 

・ タイトルに「侵食等」とあるが、侵食と堆積ではないか。 

・ 治水安全度を評価できる指標として地方自治体等に利用してもらうためには、具体的かつ平易に判断

できる指標とすることが重要。レーザープロファイラデータ（以下、「LPデータ」という。）がないと

適用できないのでは、全国に一般的に普及することが難しい。 

・ 1級河川のようにLPデータが既存として考えられるケースだけでなく、LPデータの取得コストも考慮

しながら、LPデータの代替となる立体構造情報の有無など、副次的に低コストで有効な手法を検討す

ることも有意義だと推察される。 

・ 土砂流出の研究との連携が必須であると思う。上流の土砂生産による河道への異常堆積等にも配慮し、

河川全体で評価することが必要ではないか。 

・ 治水安全度の評価の単位としては、１つの河川全体か、ある区間を区切って行うのか。大きな範囲に

すると情報を受ける住民にとって実感がなくなるが、小さくすると土砂の条件等を細かく設定する必

要が生じるので、バランスが必要である。 

・ 有効性の面では、気候変動についての議論もすれば、より有効になるのではないか。 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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11．「汽水域環境の保全・再生に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、生物多様性を踏まえた汽水域の保全・再生・管理手法を検討するものであり、国土技術政策

総合研究所で重点的に実施すべきものと評価する。なお、研究にあたっては、過去の成果を踏まえてどの

ように新たな解析評価手法を導入して成果を出していくのかというシナリオを明確にした上で、人為的改

変に対する環境影響分析のような政策や事業への展開を視野に入れて研究を進められたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 変化し続ける環境を定量的に把握し、その影響要素、影響強度を明らかにすることは重要なことであ

り、積極的に実施すべき課題である。 

・ 「流域における物質環境の動態と水域環境への影響に関する研究」とも関連する意義ある研究と評価

できる。 

・ 長期的に考えると海面上昇（温暖化）も重要。地球環境問題へのアダプテーションを考えると、手遅

れにならないよう、志は高く温暖化についても視野に入れておくべき。 

・ 人為的改変が与える影響として評価するようになっているが、汽水域の現状の物理的類型で、その類

型を起こすに至った人為的原因まで追及するのは難しい面がある。一方、人為性を強く意識する必要

性は小さい。 

・ 総合的に流域の望ましい姿として、治水、利水、環境のバランスをどう考えるのか。難しい問題だと

思うが、これについて明らかにすることが有効性につながると思われる。 

・ 重要な研究。環境系の研究機関等との連携が重要。 

 

 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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12．「都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究」 

の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、温室効果ガス（ＧＨＧ）排出削減効果に資する技術の評価及び都市計画と協調した国内排出

量取引の制度設計の検討に資するものであり、重要な課題であるため国土技術政策総合研究所で実施すべ

きものと評価する。なお、研究にあたっては、官邸の地球温暖化問題懇談会の政策手法分科会における議

論を参考にし、多様な公益事業の連携に配慮して、より効率的な技術、制度となるよう研究を推進された

い。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 下水汚泥、建設廃材など国土交通省がコントロールできるところに、まず着目すべきではないか。 

・ 都市計画でミクロに積み上げる施策が、マクロでの施策と矛盾がないようにする必要がある。 

・ 環境省、経産省（資源エネルギー庁）、電力・ガス会社とも連携して効率よく進めていただきたい。 

・ エネルギー消費を減らすコンパクトな街づくり（社会資本整備審議会市街地整備分科会）との連携、

展開は考えているのか。 

・ メニューは数多く集めていただきたい。行政、地域によって選択できるものが異なるため、適用条件

／コスト／効果等が整理されることを期待する。 

・ 各自治体の施策による長期的な日本全体のCO2 削減量の定量的な評価ができれば、より訴える力があ

る。 

・ 日本の大部分の都市では、トップランナー機器の導入やエリアマネジメントをどうするかは極めて重

要なポイントである。 

・ 連携事業のフィージビリティスタディーにおいて、免税などの政策も取り入れられないか。また、排

出削減できるような都市計画に対して、国から補助ができないか。 

・  

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生
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13．「品質の信頼性を考慮したライフサイクルコストの評価手法に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、ライフサイクルコスト（以下、「LCC」という。）の算定に当たり、品質には本質的にばらつ

きが含まれることを踏まえ、「品質の信頼性」の概念を導入した評価手法を開発するものである。社会資本

整備における維持管理増大の観点から重要な課題であり、国土技術政策総合研究所で実施すべきと評価す

る。なお、研究に当たっては、リスクマネジメント分野における関連する研究についても参考にし、既往

研究との差別化をはかること、品質の不確実性の要因を明らかにすること、修復･回復の容易さも評価の対

象とすること、具体的な施策につなげることなどに留意しつつ推進されたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 品質の信頼性を考慮したLCCという目新しいテーマに取り組むものとして評価できる。 

・ 最近の構造物はLCC ミニマムにすることを考慮して作られることが多いが、長寿命の道路構造物では

LCC が小さくなるであろうという推定にすぎない。新たな知見で見直すこと、確率的な幅を持って推

定することはLCCの考え方の根本であり、重要な研究であると考える。 

・ 維持管理時代を迎えて重要な研究。LCCだけでなく、CO2や環境負荷のコストも視野に入れて欲しい。 

・ 最近の施設（技術）では、長期間の蓄積データがないため、簡易に評価するような代替手法が必要で

ある。 

・ 現存の補修、補強を対象とするか、または、更新、新規建設を対象とするのかを明確にすべき。 

・ 品質の不確実性の要因を明らかにして、研究を行うべき。 

 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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14．「集約とネットワークの観点からみた地域連携の効果分析に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、生活機能の地域連携（機能分担）の効果分析手法の構築を目的とするものであり、行政の効

率化や効率的な社会資本整備の観点から緊急性の高い課題であるため、国土技術政策総合研究所で実施す

べきと評価する。本研究に当たっては、生活機能の確保という多岐にわたる概念を整理し、対象となる基

礎データを十分に吟味して分析すること、効果の評価に当たり、冗長性（フェイルセーフの確保）、機能分

担で失われる便益等も考慮することに留意し推進されたい。なお、効率性に偏った議論にならないように

留意されたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 今の情勢の中で、極めて重要性の高い、目的もしっかりした研究であり、推進すべき。 

・ 生活の多様性、ネットワークの多様性を考えると、分析対象をしぼって分析することを心がけるべき。 

・ 有効性のある研究のために、実態調査の分析もしっかり行って欲しい。 

・ 地域連携とは、地域間連携か地域内連携か。連携のための地域化か。地域連携、一部事務組合、合併

の相互関連の把握、分析が必要である。 

・ フランスでは事務組合や広域連携が活発であり、参考になるかもしれない。合併とどちらがより合理

的か、可能であれば検討して欲しい。 

・ 地域連携の効果分析手法をどのような手順で構築できるのか、また具体的な研究手法や解析手法を適

用してうまく分析方法を構築できるのかを明確にされたい。 

・ アンケート調査による住民意識の評価を行うのであれば、どのように定量的な評価につなげて総合的

に構築する分析手法に組み込まむのかという点を明確にされたい。 

・ 地方部では、公共交通の便が悪く採算も合っていないところが多く、具体の人の動きを伴う連携は行

政の支援が重要である。行政が連携を基本とする政策に転換できるマニュアル的なものが整備される

ことを期待する。 

・ 住民参加に関して、研究の成果を活かして効果分析をすることにより、合意形成がスムーズに図れる

といった方向性を成果として期待する。 

 

平成２０年１０月１６日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第一部会主査 石田 東生 
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15．「省CO2効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、ヒートアイランド対策について年間を通じた効果を把握し、省ＣＯ２効果に資する対策技術

の評価･提案を目標とするものであり、喫緊の課題であることから国土技術政策総合研究所において推進す

べきと評価する。なお、研究に当たっては、ヒートアイランド対策の内容や立地条件によっては暖房負荷

が増加し、省ＣＯ２と相反する可能性があることに留意しつつ、適切な対策技術の評価確立に向けて取組

みを進められたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ ヒートアイランド現象と地球温暖化現象へのそれぞれの対策の相反を扱う研究の必要性は高い。また、

年間の効果についても重要な課題である。 

・ 温室効果ガスの削減は緊急課題である。ヒートアイランド対策のCO2 削減効果を定量化することは、

ヒートアイランド対策の推進に効果的と考えられる。早期に結果が出ることを期待する。 

・ 個別効果だけでなく、都市スケールでどのような比率で対策をとるのが効果的かという検討していた

だきたい。 

・ 個別対策の総合化の指標、個別対策の適切な適用率の評価、個別対策の効果が出る時間を考慮し研究

を進められたい。 

・ 必要性の高い研究であり、〈ヒートアイランド対策〉と〈地球温暖化対策〉の関係の解明を期待する。

ただし、その中でどの部分を扱うのか、より具体的な研究の位置付けを明確にされたい。 

・ 対策評価ツールの提案だけでなく、現在考えられる様々なヒートアイランド対策技術の何が省CO2 対

策にも有効かを示していただきたい。 

・ ヒートアイランド対策の中に社会システム（慣習）の変化も考慮されたい。（高校野球の開催時期の変

更、サマータイムやフレックスタイムの義務化） 

 

 

平成２０年１０月２１日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三     
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16．「小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けて必要不可欠な課題であることから、国土技術政策

総合研究所において推進すべき課題と評価する。なお、研究に当たっては、雨水浸入時の外部環境条件を

考慮すること、豊富な事例データを取得して検討することを考慮すると共に、保証に対しての評価手法に

ついても検討して進められたい。 

 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 劣化が他の劣化を生むこともあるので、その点も考慮して欲しい。 

・ 研究実施体制において、〈建築業〉のみではなく、〈不動産業〉との関係を重視されたい。 

・ 雨水浸入が予想される時の外部環境条件（風圧等も含む）をパラメータとして評価する必要がある。 

・ 材料単体よりも、接合部の劣化の方が重要なので、複合された状態での検討を行って欲しい。 

・ 新技術を開発する側にとっては、劣化の検証方法（促進劣化方法と評価基準）を構築して欲しい。 

・ 耐久性劣化要因一般を扱うのではなく、対象を雨水浸入に限定している点が評価でき、成果も期待で

きる。 

・ 研究成果として技術資料の整備までとしているが、早期に基準化できるレベルまで資料としてまとめ

られることを期待する。 

・ 協力団体から事例収集することは必要不可欠であり、国土技術政策総合研究所にしかできないと思わ

れるので努力されたい。また、その中で特に解析が必要なところを実験していくように計画していた

だきたい。 

 

 

平成２０年１０月２１日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三     
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17．「高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

本研究は、地震後に火災発生した場合、被害が大きくなることが予想される高層建築物の安全対策技術

向上を目標とするものであり、重要な課題であることから国土技術政策総合研究所において推進すべきと

評価する。研究に当たっては、既往研究を調べた上で、建物の高さ（構造設計条件）、規模（戸数等）、用

途等の条件の違いに留意し、これらの違いに応じた対策技術を明らかにすることが出来るよう取組みを進

められたい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・ 必要性は高い。但し、〈高層建築物〉を〈概念１０階建以上〉とする根拠は希薄である。特に共同住宅

については、高さ（階数）、規模（戸数）平面計画等から課題をていねいに設定し研究を進められたい。 

・ 一定の規模（住戸数など）、高さ（構造設計条件）を越えた場合に、地震×火災を考えるべき、という

ような基準を示すべきである。 

・ 出火原因については是非調べていただき、出火防止対策に向けての検討の足がかりも作って欲しい。 

・ 実施の意義のある研究である。誰に対してどのようなアウトプット（ガイドラインなどのプレゼンテ

ーション資料）を出すのかを予め決めておいた上で研究を進めていただきたい。 

・ 地震後の火災は、都市の消火、救護機能も低下している中で発生するため、外部からの消火等の活動

は行いにくい状況にあり、個々の施設の防火性能が重要である。地震国の我が国では早急に実施する

べき研究テーマであり、実施されたい。 

・ 地震発生時からの火災（出火）問題を扱っていただきたい。 

・ 火災の広がりを防ぐと言う意味において、中低層など一般の建築物も対象にしていただきたい。 

・ 雑居ビルなどは、非常に危険な面を含んでおり、是非とも本研究に付加して実施していただきたい。 

 

 

平成２０年１０月２１日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第二部会主査 村上 周三  
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18．「作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究 

～港湾施設（防波堤）の戦略的な維持管理手法の構築～」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 

本研究は、防波堤の既存ストックを最大限に有効活用するための維持・管理の在り方を検討するも

のであり、今後特に必要とされる課題であることから、国総研で重点的に実施すべきものと評価する。 

なお、研究の実施にあたっては、現地における防波堤の現状や被災事例等を十分踏まえた研究の遂

行及び施設の総コストや許容被災水準など維持・管理の基準となる考え方の検討に留意して進められ

たい。 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・インフラの新設ではなく、既存ストックの有効活用を目指している点が評価できる。 

・現地の被災事例をどう検討するか、どう評価するかが重要である。そのためには、被災の可能性が

高い箇所における現地計測データが極めて大切であるため、そのような現地データの取得について

最大限の努力をして頂きたい。 

・模型実験については、現地の状況をよく見ながら、それを反映することが重要である。 

・ポワソン型と非ポワソン型の災害リスクの違いを考慮したような管理水準の考え方について検討し

て頂きたい。 

・防波堤の維持管理水準の考え方として、経済的にコストを最小にするのか、それとも、ある水準を必

ず維持するのか考え方によって方法論も変わるため、その点に留意して研究を進めて頂きたい。 

・戦略的な維持管理を行うことでトータルのコストを減少させることが分かっていたとしても、そのため

の予算はなかなか認められないのが現状である。研究成果を活用するためには、戦略的な維持管理を実

施することへのインセンティブを与えるような制度の構築も考える必要があると思う。 

・防波堤だけでなく様々な港湾施設・海岸施設のストックが相当量あるが、それらを将来にわたって予防

的に対策していく必要があるというところに結びつける論理が重要である。 

・「安全・安心な社会の位置づけ」をテーマに持つ他の研究テーマとの連携等を考えながら研究して

頂きたい。 

 

平成２０年１０月２０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男 
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19．「持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究」の評価結果（事前評価） 

 

【総合評価】 

 

本研究は、海面廃棄物処理場を長期的・安定的な確保並びに埋立後の跡地を有効に利用するために

は非常に重要な研究であり、国総研で重点的に実施するべきものと評価する。 

なお、研究の実施に当たっては、埋め立てた廃棄物が与える跡地利用への費用負担などの経済評価

を行うとともに、３Ｒや廃棄物量の見通しといった廃棄物処分を取り巻く社会的環境・将来変化を視

野に入れ、環境省等の関係機関と情報交換を行いながら研究を進められたい。 

 

 

【研究を実施するに当たっての留意事項】 

なお、研究を実施するにあたっては、以下の点についても留意されたい。 

・地震被害が発生した場合の費用負担については、何か考えがあるのか。 

・廃棄物処理の技術向上による危険度低下を視野に入れて研究を進めてほしい。 

・処分場の計画段階から売却までを長期的に見据えた費用負担の在り方、制度設計を進めてほしい。 

・埋立地利用段階までを含めてトータルに検討している点が評価できる。 

・埋立地の土壌の問題が用途を制約するという側面が大きいので、この点で本研究が貢献することを

期待したい。 

・新しい技術とその実施の費用負担について検討されることを希望する。 

・技術研究に留まらず、制度面、港湾空間設計面を含めて進めるべきである。 

・埋立地の外側＝海域側の利用方法についても視野に入れてほしい。 

・最適な費用分担の前提として、人口減少・循環型社会及び埋立地周辺海域の自然確保等、社会の変

化や廃棄物発生動向を視野に入れて研究を進めて欲しい。 

・廃棄物内容物の時系列変化も配慮しながら検討を進められたい。 

・廃止後の土地利用の事例分析を併せて進められたい。 

・埋立可能地は限りがあるので、それをどう埋めて使うかを考えて欲しい。 

 

平成２０年１０月２０日 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会 

第三部会主査 三村 信男 
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第３章 評価の結果に対する対応方針 

 

 分科会の評価結果を受けて、国総研では以下のように対応する。 

 

（事後評価） 

 

１. 流域における物質循環の動態と水域環境への影響に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、提案したプラットフォームについて、伊勢湾再生推進会議等、国交

省を含む政策実践を担いうる多様な組織・有識者等との情報・意見交換をはかり、その実

務への反映につながる取り組みを行っていく。また、この取り組みとも連動しつつ、具体

的な政策提言や政策実践に関わる意志決定に資することに重点を置きつつ、現象のより一

層の解明、施策評価法、施策実行方策について、さらに検討を進める環境をつくって参り

たい。その際には、本研究では十分取り上げて来なかった土砂を含む他の重要な事象・評

価軸にも視野を広げて行きたい。 
その他ご指摘いただいた事項を十分念頭に置きつつ、今後の研究と政策実践の支援に向

けた取り組みを進めて参りたい。 
 

 

 

２．ヒューマンエラー抑制の観点からみた安全な道路・沿道のあり方に関する研究 

 

評価結果を踏まえ、実用化に向けた展開として、交通事故要因の分析手法については、

現場の事務所と連携しながら事故対策検討箇所に適用し、検討事例を蓄積して手法の確立

を図りたい。 
 また、対策の効果については、路面のカラー化だけでなく多種多様な交通安全対策の中

から優先的に検討すべきものを取り上げ、昼夜、天候等の諸条件を念頭に置きながら調査

を進めていきたい。 
 さらに、実走行実験の実施手順等をわかりやすく整理するなどにより、本成果の普及に

努めていきたい。 
 その他、ご指摘いただいた事項についても十分に念頭に置き、今後の研究を進めて参り

たい。 
 

 

３．受益者の効果に着目した社会資本水準の評価に関する研究 

 
 評価結果を踏まえ、ご指摘を受けた「社会資本整備水準の評価手法に関する研究（過疎

地域における持続性等の評価に関する研究）」の内、ソーシャルキャピタルについては、

報告書において、研究経緯と分析の前提並びに、地域に与える影響を明確にして参りた

い。 
 その他、「リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査」及び「ま

ちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究」の研究成果については、報

告書等を公表することにより社会へ還元して参りたい。 
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４．四次元 GIS データを活用した都市空間における動線解析技術の開発 

 

評価結果を踏まえ、個人情報保護の観点から動線データにおける個人情報の範囲を整理

する。また、運用ルールや民間での活用ニーズを整理し、動線データの民間提供におい

て、個人情報保護法に抵触しない範囲のデータの精度・範囲（項目や種別等）について調

査・検討を行い、データ提供のための条件を整理する。類似サービスの個人情報保護の整

理も行い、国際標準（プローブ情報の個人情報保護）との整合性も図る。 

 パーソントリップ以外のデータとの連係の企画については、交通センサスやプローブ、

OD 調査等のデータからの動線解析を実施し、目的、項目特性、取得手法、利用方法等に

関して相互の関連性を整理・把握した上でデータ連携の可能性を検討する。また、IC カ

ード等による取得データとのデータ連携の可能性も検討する。さらに今後は、動線解析プ

ラットフォームの象徴的なモデルケースを示し、防災、街づくり、モビリティマネジメン

トの計画・評価などへの利用について関係部局に提案し、可能性を探っていく。 

 

 

 

５. 歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再生・活用技術の開発 

 

評価結果を踏まえ、歴史的建造物の価値評価手法に関しては、今回の研究が保存・改修

需要が今後増加する中小の建築物を対象とした比較的簡易な評価の実施に向けた取り組み

を前提としていたことを念頭に置きつつも、普及への取り組みにあたっての評価手法の精

査、標準化について可能な限り検討していきたい。また、保存・改修技術の確立の一助に

なるような研究成果の普及方策についても検討していきたい。 
 その他、ご指摘いただいた各事項についても、十分に念頭に置いた上で、今後の研究を

進めて参りたい。 
 

 

 

６．人口減少社会に対応した郊外住宅地等の再生・再編手法の開発 

 

評価結果を踏まえ、郊外の概念とその再生の方向性について都市構造との関係の中で再

整理し、多様な再生手法のあり方について引き続き検討を進めて参りたい。また、モデル

スタディ住宅地における再生の費用便益推計に関してより精度を高め、住宅地再生計画提

案制度の促進方策に係る施策等に反映して参りたい。さらに、将来コストの推計手法の開

発成果を活かし、今後の都市構造のあり方についての戦略等に資する研究へと展開して参

りたい。 
 その他ご指摘いただいた事項についても、十分念頭に置いた上で今後の関連する研究を

進めて参りたい。 
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７. 住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、実効性の高い住宅省エネルギー技術の普及に向けた展開を行えるよ

う、住宅・設備システムをあわせた省エネルギー技術とその評価手法に関して引き続き検

討を進めて参りたい。また、断熱・設備改修の簡易化手法や、施工のばらつき等を考慮し

た実建築での省エネ診断手法に関して精査を行い、実用化に向けた検討を進めて参りた

い。 
 その他ご指摘いただいた事項についても、十分念頭に置いた上で今後の関連する研究

を進めて参りたい。 
 

 

 

８. ＡＩＳ情報を活用した海上交通による沿岸海域の効率的利用に関する研究 

 

評価結果を踏まえて本研究成果の活用を進めるとともに，ご指摘を頂いたように取得さ

れたデータの管理方法等への配慮，行政システム（航路の運行管理、許可システムな

ど）への組込みおよび連携方法に対する考慮をしたうえで研究の継続を進めて参りたい。 
 
 

 

（事前評価） 

 

９. ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 

 
ソーシャルキャピタルの定義については、海外を含む既往の研究等における事例や、既

往の取り組み事例における実態を踏まえて明確化した上で本研究を進めて参りたい。 
 地域防災力とソーシャルキャピタルの相互関係の分析の手順、及び地域防災力を継続的

に向上させていくための方策の選択の手法については、都市・中山間地等の地域性、少子

高齢化、外国人の増加、道路・河川等のインフラ整備の動向等の社会状況についての将来

像を踏まえて、取り組み事例のケーススタディを行い、検討を進めて参りたい。 
 また、ＰＤＣＡサイクルを用いて地域防災力を継続的に向上させていく方策も盛り込ん

だガイドラインの検討を進めて参りたい。 
 なお、本研究にあたっては、水害、土砂災害、地震災害を中心に検討を進めていくこと

とする。 
 その他ご指摘いただいた事項についても、十分に留意し、人的被害軽減のための施策展

開が早急に図られるよう、研究を進めて参りたい。 
 
 

 

10．侵食等を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 

 

検討対象区間を設定等については、基本的には土砂移動の激しい上流部分を想定してい

るが、流域の土砂収支等の広い視野で検討したい。 
５年後、１０年後の土砂移動の予測についても、検討対象区間に関する検討とともに総

合的に検討していきたい。 
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タイトルについては、ご指摘を踏まえて、「侵食等．．．」から「土砂移動．．．」に変更し

た。 
LP データの代替についても、レーザ測深器等の新技術を活用することを検討していき

たい。 

 

 

 

11．汽水域環境の保全・再生に関する研究 

 
研究の実施にあたっては、「流域における物質環境の動態と水域環境への影響に関する

研究」等、関連する研究・調査の成果を活用しつつ、国総研内は勿論のこと他の環境系研

究機関等との連携を図りながら、効果的に研究を進めて参りたい。 
また、治水・利水・環境のバランスのあり方や新たに導入すべき解析評価手法等を明ら

かにしつつ、人為的改変に対する汽水域環境への影響分析や保全・再生の手法等、国土交

通行政に有効に反映できるような成果となるよう取り組んで参りたい。 
その他、ご指摘いただいた事項についても十分に留意し、研究を進めて参りたい。 
 

 

 

12. 都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、地球温暖化問題に関する懇談会の政策手法分科会などにおける議論

を参考にしつつ、環境省、経産省（資源エネルギー庁）、電力・ガス会社との連携も視野

に入れて、効率よく研究を進めて参りたい。特に、多様な公益事業の連携に重点をおい

て、連携技術の事例評価と適用可能な最新技術メニューに関する数多くの適用条件／コス

ト／効果等の整理に努め、実効性のある技術・制度の構築に資する指針等が得られるよ

う、計画性をもって進めて参りたい。 
その他ご指摘頂いた事項については、ご指摘の趣旨を踏まえ、研究を進めて参りたい。 
 

 

 

13．品質の信頼性を考慮したライフサイクルコストの評価手法に関する研究 

 

評価結果を踏まえ、品質のばらつき等のデータ分析にあたってはリスクマネジメント分

野における確率分布推定などの関連する研究を参考とすることに、補修・補強等による性

能回復の信頼性の検討にあたっては修復・回復の容易さも評価することに、定期点検結果

や新技術の開発関連データの分析にあたっては品質の不確実性の要因を解明することにも

努め、既往研究との差を明確にするとともに、研究成果は、価格と品質が総合的に優れた

調達となる契約方法である総合評価方式等における提案技術の審査及び評価の実務に活用

できるよう具体的なとりまとめを目指して参りたい。 
その他ご指摘いただいた事項についても十分念頭に置いた上で、今後の研究を進めて参

りたい。 
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14．集約とネットワークの観点からみた地域連携の効果分析に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、生活機能の地域連携の効果について、対象となる基礎データを十分

に吟味して分析することを心がけ、その効果の評価にあたり、フェイルセーフの確保や機

能分担で失われる便益等についても、住民の意識を考慮したアンケートなどを実施するこ

とにより、効率性に偏った議論とならないよう、公平性の観点も考慮して参りたい。 
また、その他ご指摘いただいた事項については、十分に念頭に置き、研究の意義と方法

論の関係を整理して、研究を進めて参りたい。 
 

 

 

15．省 CO2 効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 

 
ヒートアイランド対策のＣＯ２削減効果の定量化は、効果的なヒートアイランド対策の

推進において重要な課題と考えており、評価結果をふまえ個別対策の総合化の指標、適切

な適用率の評価、個別対策の効果が出る時間、地域特性を考慮した有効な対策等、ご指摘

頂いた事項について重点的に検討していきたい。 
また、ご指摘のようにヒートアイランド対策が省ＣＯ２と相反する可能性については重

要な課題と認識しており、既往の知見をふまえ、地球温暖化対策における本研究の具体的

な位置づけについても留意しつつ研究を実施していきたい。 
 

 

 

16．小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 

 

評価結果を踏まえ､雨水浸入要因とその防止策について、外部環境条件を考慮するとと

もに事例データを取得して、調査研究を進めて参りたい。また保証に対しての評価手法に

ついても検討を進めて参りたい。さらに､材料単体のみならず接合部も含む状態での調査

や撒水試験等による検討を行うとともに、構成材料等の劣化状況についても検討して参り

たい。 
その他､ご指摘頂いた事項に付きましては､充分に念頭に置いた上で､研究を進めて参りた

い。 
 
 

 

17．高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 

評価結果を踏まえ、高層建築物を主要な対象としつつ、建物の高さ（構造設計条件）、

規模（戸数等）、用途等の条件の違いに留意し、これらの違いに応じた建築物の地震後の

火災安全対策技術を明らかにして参りたい。その際、地震後火災の出火原因についての分

析を行い、各出火原因と火災後の対応についても併せて検討したい。また、開発予定の各

種のガイドラインについては、予め利用者、内容を明確に設定した上で、内容を構成する

各要素について技術的情報が確実に集積され、実効性のあるガイドラインとなるように留

意して参りたい。 
その他ご指摘いただいた事項については、十分に念頭に置いた上で、研究を進めて参り

たい。 
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18．作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究 

～港湾施設（防波堤）の戦略的な維持管理手法の構築～ 

 

評価結果を踏まえ、現地における防波堤の現状や被災事例等を十分踏まえた研究の遂行

及び施設の総コストや許容被災水準など維持・管理の基準となる考え方の検討に留意して

研究を進めて参りたい。また、その他ご指摘いただいた事項については、十分に念頭に置

いた上で、研究を進めて参りたい。 
 

 

 

19. 持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 

 
評価結果を踏まえ、長期にわたる費用と便益を実証的・具体的に把握するとともに、公

共・民間を問わず、多様な主体の有する技術をレビューし、安全性向上方策、長期維持管

理コスト削減方策の検討を効率的に進めて参りたい。研究の遂行に当たっては港湾分野に

限らず、環境・廃棄物、政策評価等に関する研究機関との連携を図る、また、環境行政、

地方行政とも情報交換、連携を図り、関連する動向を考慮した実効性の高い成果を残せる

よう努めて参りたい． 
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資料１

技術政策課題に対するプロジェクト研究等一覧

研究課題名 研究期間
分科会

担当部会
備考

○安全・安心な社会の実現

地域被害推定と防災事業への活用に関する研究 H18～20 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

気候変動等に対応した河川・海岸管理に関する研究
　（地球温暖化による気候変動の影響に適応した国土保全方策検討）（追加予定）

H18～21
H20～21

第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

低頻度メガリスク型の沿岸域災害に対する多様な効用を持つ対策の評価に関する研究 H18～21 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

大規模災害時の交通ネットワーク機能の維持と産業界の事業継続計画との連携に関する研究 H19～21 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 Ｈ21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 侵食等を考慮した治水安全度評価手法に関する研究 Ｈ21～23 第一部会

○ 作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究 Ｈ21～24 第三部会

◎ ヒューマンエラー抑制の観点からみた安全な道路・沿道環境のあり方に関する研究 H17～19 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 四次元GISデータを活用した都市空間における動線解析技術の開発 H17～19 第一部会

高強度鋼等の革新的構造材料を用いた新構造建築物の性能評価手法の開発 H17～20 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

建築空間におけるユーザー生活行動の安全確保のための評価・対策技術に関する研究 H18～20 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

建築基準の性能規定化の一層の推進のための建築材料等の性能表示・認証システムに関する研究 H18～20 第二部会

建築物の構造安全性能検証法の適用の合理化に関する研究 H19～21 第二部会

科学的分析に基づく生活道路の交通安全対策に関する研究 H20～22 第一部会

○ 小規模建築物の雨水浸入要因とその防止策に関する研究 Ｈ21～23 第二部会

○ 高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発 Ｈ21～23 第二部会

○誰もが生き生きと暮らせる社会の実現

◎ 人口減少社会に対応した郊外住宅等の再生・再編手法の開発 H17～19 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

建物用途規制の性能基準に関する研究 H19～21 第二部会

人口減少期における都市・地域の将来像アセスメントの研究 H20～22 第二部会

多世代利用型超長期住宅及び宅地の形成・管理技術の開発 H20～22 その他

○ 省CO2効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究 Ｈ21～23 第二部会

（４） ユニバーサル社会の創造

○国際競争力を支える活力ある社会の実現

◎ AIS情報を活用した海上交通による沿岸海域の効率的利用に関する研究 H17～19 第三部会

東アジア経済連携時代の国際物流ネットワークとインフラ整備政策に関する研究 H17～20 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

国際交通基盤の統合的リスクマネジメントに関する研究 H18～21 第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

港湾の広域連携化による海上物流への影響把握と効果拡大方策に関する研究 H20～22 第三部会

エアラインの行動を考慮した空港マネジメント技術に関する研究 H20～23 第三部会

社会資本の管理技術の開発 H17～19 その他

下水道管渠の適正な管理手法に関する研究 H18～20 第一部会

○ 品質の信頼性を考慮したライフサイクルコストの評価手法に関する研究 Ｈ21～23 第一部会

○環境と調和した社会の実現

◎ 住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 H17～19 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

社会資本のライフサイクルをとおした環境影響評価技術の開発 H20～23 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

建築物の省エネルギー性能向上（業務用建築の省エネルギー性能に係る総合的評価手法及び設計
手法に関する研究）

H20～22 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

日本近海における海洋環境の保全に関する研究 H20～22 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

○ 持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究 Ｈ21～23 第三部会

○ 都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究 Ｈ21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再生・活用技術の開発 H17～19 第二部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

沿岸域における包括的環境計画・管理システムに関する研究
　（内湾域における里海・アピールポイント強化プロジェクト）（追加）

H17～21
H20～22

第三部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

◎ 流域における物質循環の動態と水域環境への影響に関する研究 H18～19 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

地域活動と協働する水循環健全化に関する研究 H18～20 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

低炭素・水素エネルギー活用社会に向けた都市システム技術の開発 Ｈ21～24 その他

○ 汽水域環境の保全・再生に関する研究 Ｈ21～23 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

（８） 美しく良好な環境の保全と創造

（６）
住宅・社会資本ストックの有効
活用

（７） 地球環境への負荷の軽減

（５） 人・物のモビリティの向上

○４本の柱と総合的な手法
（＊）技術政策課題

(１)
自然災害に対して安全・安心な
国土及び地域社会の構築

(2)
安全・安心に暮らせる日常の実

現

（３）
住環境・都市環境の改善と都市
構造の再構築

＜凡例＞　◎：事後評価対象課題　　○：事前評価対象課題　　●：中間評価対象課題
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研究課題名 研究期間
分科会

担当部会
備考

○４本の柱と総合的な手法
（＊）技術政策課題

○国づくりを支える総合的な手法の確立

（９） 総合的な国土マネジメント手法 国土保全のための総合的な土砂管理手法に関する研究 H19～22 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

地域構造の変化に対応した新たな国土マネジメント手法に関する研究 H20～22 第一部会

○ 集約とネットワークの観点からみた地域連携の効果分析に関する研究 Ｈ21～23 第一部会

◎ 受益者の効用に着目した社会資本整備水準の評価に関する研究 H17～19 第一部会 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

地域特性に応じた住宅施策の効果計測手法の開発 H20～22 第二部会

都市整備事業に対するベンチマーク手法適用方策に関する研究 H19～21 第二部会

（１１） 技術基準の高度化

（１２） 公共調達制度の適正化

災害時要援護者向け緊急情報発信マルチプラットフォームの開発 H18～20 第一部会

ITを活用した動線データの取得と電子的動線データの活用に関する研究 H20～22 第一部会

セカンドステージITSによるスマートなモビリティの形成に関する研究 H18～21 その他 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究

※プロジェクト研究について備考欄に記入。

※分科会担当部会欄の「その他」は、本省設置の外部委員会（技術研究開発評価委員会、スマートウエィ推進会議等）等で評価を受けることを示す。

（１３） 情報技術の活用

（１０） 政策及び事業評価の高度化

＜凡例＞　◎：事後評価対象課題　　○：事前評価対象課題　　●：中間評価対象課題
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　評価者　評価日 平成２０年○月○日＜評価の視点と項目＞

課題名研究期間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ ○○研究部長　　□□□□＜コメント＞　※上記評価の視点と項目、及びその他必要な項目について記述願います。

平成平成平成平成２０２０２０２０年度第年度第年度第年度第○○○○回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（（（（第第第第○○○○部会部会部会部会）　）　）　）　

コメントシートコメントシートコメントシートコメントシート（（（（事前評価用事前評価用事前評価用事前評価用））））

必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の項目について、自己点検結果をもとに事前評価を行う。○必要性：研究の背景を踏まえた研究の必要性○効率性：研究の実施方法、体制の妥当性○有効性：研究成果の見込みと成果の活用方針※プロジェクト研究については、プロジェクト研究としてふさわしいか（技術政策課題の解決に向けた目標設定、分野横断的な研究実施戦略）に留意する。

資料資料資料資料２２２２
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　評価者　評価日 平成２０年○月○日課題名研究期間ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ＜評価の視点と項目＞

＜評価の結果＞評価項目 　評価指標 　コメント1 適切であった2 概ね適切であった3 やや適切でなかった4 適切でなかった1 目標を十分達成できた2 概ね目標を達成できた3 あまり目標を達成できなかった4 目標を達成できなかった

　

平成平成平成平成20202020年度第年度第年度第年度第○○○○回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会回国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会（（（（第第第第○○○○部会部会部会部会）　）　）　）　

事後評価事後評価事後評価事後評価シートシートシートシート

○○研究部長　　□□□□必要性、効率性及び有効性の観点から、以下の項目について、自己点検結果をもとに事後評価を行う。○目標の達成度（成果目標に対して、どの程度成果が得られているか。）○研究成果と成果の活用方針○研究の実施方法、体制の妥当性○上記を踏まえた、本研究の妥当性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目標の妥当性等も含める）※プロジェクト研究については、プロジェクト研究としてふさわしいか（技術政策課題の解決に向けた目標設定、分野横断的な研究実施戦略）に留意する。

その他特筆すべき点（研究成果と成果の活用方針、科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目標の妥当性等）

　※評価に当たっては＜評価の結果＞の評価指標欄に○を付けていただき、その補足としてコメントを　　ご記入下さい。評価項目の評価の他に必要があれば「その他特筆すべき点」にご記入下さい。

研究の実施方法、体制等の妥当性
目標の達成度
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：流域流域流域流域におけるにおけるにおけるにおける物質循環物質循環物質循環物質循環のののの動態動態動態動態とととと水域環境水域環境水域環境水域環境へのへのへのへの影響影響影響影響にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：環境研究部長  岸田 弘之 技 術 政 策 課 題：（８）美しく良好な環境の保全と創造 関 係 研 究 部：環境研究部、河川研究部 研 究 期 間：平成１８年度 ～ 平成１９年度 総 研 究 費：約４４．６百万円 コ ア：－  大 枠 テ ー マ 名：水環境の保全   大 分 類：水循環   中 分 類：水循環   小 分 類：健全な水循環 
 

 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要    国土利用形態の変貌に伴い、流域における物質循環の動態が大きく変化してきている。一方、流域からの水と物質の影響を強く受ける閉鎖性水域や沿岸海域に関して、水環境の悪化や生態系の異変が指摘されている。その主要な原因の１つが、国土利用形態の変化に伴う流域水循環を媒体とした物質循環の動態変化にあり、またそれは有機汚濁物質や栄養塩のうちＮ、Ｐの過剰供給という従来の枠組みだけではとらえられないとの仮説が注目されている。海に囲まれ、多くの閉鎖性水域を持つ我が国にとって、河川水が流れ込む水域の環境保全は重要であり、国土利用形態の変化との関係の解明および健全な水域環境の回復が喫緊の課題である。 流域からの水物質流入の影響を強く受ける閉鎖性水域や沿岸海域に関し、生態系を含む水域環境の健全化に重要な役割を果たす物質を特定し、流域における河川水系を通じた物質動態の変化が水域生態系に与えてきた影響について検討する。これらを踏まえ、水域環境への影響という観点から行うべき流域での物質動態のモニタリング手法を提案する。本研究で扱う事象は、多数の要因が複雑に関係するものであるため、幅広い分野の研究者と連携し、専門的な知見を組み込みながら研究を実施するとともに、次に続く施策立案のための研究プラットフォームを提示する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料資料資料資料３３３３－－－－１１１１    

 外海外海外海外海からのからのからのからの    インパクトインパクトインパクトインパクト    流域流域流域流域・・・・河川河川河川河川からのからのからのからのインパクトインパクトインパクトインパクト    （（（（S30S30S30S30年代年代年代年代からのからのからのからの資料整理等資料整理等資料整理等資料整理等））））    沿岸域沿岸域沿岸域沿岸域におけるにおけるにおけるにおけるレスポンスレスポンスレスポンスレスポンス    （（（（S30S30S30S30年代年代年代年代からのからのからのからの資料整資料整資料整資料整理等理等理等理等））））        汽水域汽水域汽水域汽水域    栄養塩負荷量の変化 土砂動態の変化 水質の変化 生息場の変化 溶出等 水質の変化 流域の変化 河道の変化 流量の変化 
栄養塩類栄養塩類栄養塩類栄養塩類のののの動態動態動態動態マップマップマップマップ    ［流域全体］ ［河口域での経年変化］    レスポンスレスポンスレスポンスレスポンスのののの抽出抽出抽出抽出    ［生物・水質・生息場］    

生物生物生物生物・・・・生態系生態系生態系生態系のののの変化変化変化変化    ［［［［低次低次低次低次→→→→高次高次高次高次］］］］     低次：植プラ･海草･動物プラ等 高次：底生生物･魚類等  生物生物生物生物がががが必要必要必要必要なななな    栄養塩類等栄養塩類等栄養塩類等栄養塩類等    生物生物生物生物のののの生息場生息場生息場生息場条件条件条件条件    
    インパクトインパクトインパクトインパクト－－－－レスポンスレスポンスレスポンスレスポンスのののの解明解明解明解明    ［［［［森川海森川海森川海森川海のつながりのつながりのつながりのつながり］］］］    栄養塩管理栄養塩管理栄養塩管理栄養塩管理にににに関関関関するするするする新新新新たなたなたなたな施策施策施策施策（（（（管理指標等管理指標等管理指標等管理指標等））））    調査研究手法調査研究手法調査研究手法調査研究手法    

埋 立 
＜インパクト－レスポンスの概念＞ 

＜調査研究の主なアウトプット＞ 
H17年度の出水時調査→H18年度 研究の枠組み 
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本研究は、流域の水循環の健全化に向けた栄養塩類等の物質循環管理に向けて、森・川・海のつながりを勘案した広域的な視点からの検討を行う重要性、また、栄養塩のうち窒素・リンの過剰供給の抑制という枠組みだけでなく、栄養塩類等の物質が適切な量・バランスで循環する状況を保つことを目的とした、栄養塩類等の適切な管理という視点からの検討を行う重要性に鑑みて、実施すべき研究として大枠“水環境の保全”の小分類“健全な水環境”に位置づけられている。 
 

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    本研究は以下のサブテーマに分けて研究を実施し、各サブテーマの成果により、水域環境保全のための物質循環管理の施策立案を目的とする研究開発のプラットフォームを提示し、国総研を含む多分野の研究者が連携して統合的に研究を進める基盤をつくる。 （１）水域の生物生態系の視点に基づく着目すべき物質の抽出とその特性把握 （２）流域（陸域）の改変に伴う物質動態変化と水域への供給量・供給形態の変化に関する検討 （３）流域・河川のインパクトと水域生態系のレスポンスに関する分析 （４）モニタリング・調査手法の検討 （５）研究プラットフォームの検討  
３３３３．．．．自己点検自己点検自己点検自己点検結果結果結果結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    （１）水域の生物生態系の視点から着目すべき物質の抽出とその特性把握 流域、河川を含む陸域に関するデータが豊富であり、沿岸海域の環境劣化と課題が明確で、その過程に関するデータも充実している対象フィールドとして三河湾流域圏（三河湾とその流域）を選定した。既往の文献等から、湾域の環境劣化により直接的に影響を受ける生物種を選定し、その種が必要としている主要な栄養塩類とその形態、時期、量的バランスについて把握した。以上により目標は概ね達成できた。 （２）流域（陸域）の改変に伴う物質動態変化と水域への供給量・供給形態の変化に関する検討 上記（１）の検討を踏まえ選定した栄養塩[窒素、リン、シリカ]について、陸域から三河湾域への昭和 30 年代から現在に至る供給量の経年変化を推計した（シリカは２時点のみ、その他は５年毎）。また、豊川・矢作川から三河湾域へ供給される砂、シルト・粘土それぞれの昭和 30 年代から現在に至る変化特性を把握した。以上により目標は概ね達成できた。 （３）流域・河川のインパクトと水域生態系のレスポンスに関する分析 水質、干潟・藻場、水生生物の生息状況（漁獲高の情報を含む）、赤潮発生など、三河湾域の環境に関わる諸項目の経年変化状況と、上記（２）で把握した供給量変化を含む諸インパクトの作用状況を網羅的に把握し、両者の関係を時系列的に分析して、因果関係特定に役立つインパクト－レスポンス連関図を作成した。以上により目標は達成できた。 （４）モニタリング・調査手法の検討 上記（１）～（３）の検討結果および水質シミュレーションによる各年代の物質循環の定量的推定から、三河湾域の環境劣化過程を説明できる仮説を作成した。この仮説を前提にして、また三河湾域において貧酸素水塊が発生しにくい状況が良好な物質循形態であると捉え、この考えを主軸にして、三河湾の環境再生の基本的方向と目標像、”良好な物質循環”の定義に基づく施策評価軸を設定した。これらにしたがって、栄養塩類等の物質循環を管理する施策を検討する枠組みを提示した。 これらの設定・提示が現時点において科学的・技術的に概ね妥当であるとの立場から「施策効果把握のために行うべきモニタリング・調査」の内容を吟味し、また、その妥当性を引き続き検証する必要があるとの立場から「機構解明を目的として行うモニタリング・調査」の内容を吟味し、これら
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２つの観点を合わせて、モニタリング・調査の項目・手法等を具体的に提示した。 以上より目標は概ね達成できた。 （５）研究プラットフォームの検討   上記（４）で提示した調査・モニタリングの計画策定、その結果の分析・活用、提示された枠組みを踏まえた施策検討・評価について技術面で継続的に指導・助言するという観点から、研究プラットフォームを提案し、その体制の要件、情報蓄積と共有方法等を明示した。以上により目標は達成できた。 
    

○○○○成果成果成果成果    別紙様式のとおり  
○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

●研究の実施体制  複雑で多分野にわたる現象について包括的な施策検討の技術的土台を構築するという目標の困難さを考慮し、本研究の実施に当たっては、下図に示すように、幅広い分野の専門的知見を集約・統合でき、また対象フィールドに関する大量の既往データの活用や施策適用状況の把握を容易に行える体制をとった。 

研究戦略研究戦略研究戦略研究戦略WGWGWGWG    

国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所    環境研究部環境研究部環境研究部環境研究部    （（（（全体総括全体総括全体総括全体総括・・・・とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ））））    
京都大学環境質制御センター 田中宏明 教授 (独)港湾空港技術研究所 中村由行 沿岸海域領域長 愛知県水産試験場 鈴木輝明 場長 

国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室室長 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室室長 本省 河川局河川環境課 
中部地方整備局  企画部  河川部河川環境課・関連河川事務所 

(独)土木研究所 河川生態チーム  天野上席研究員 水質チーム  鈴木上席研究員 

伊勢湾再生推進会議 

科学技術振興調整費  重点課題解決型研究 伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発(H18～22) 名古屋大学 土木研究所 農村工学研究所 水産総合研究センター 国立環境研究所 等 
WG開催実績 第 1回:平成 18年 5月 第 2回:平成 18年 10月 第 3回:平成 19年 4月 第 4回:平成 19年 11月 第 5回:平成 19年 3月 ※その他コアメンバー会議を適宜開催 本研究の実施体制 
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 また、総合科学技術会議による第三期科学技術基本計画（2006～2010）の戦略重点科学技術「自然共生型流域圏・都市実現社会シナリオの設計」の下で進められている科学技術振興調整費 重点課題解決型研究「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」とも連携しつつ研究を進めた。さらに、第二期科学技術基本計画における自然共生型流域圏・都市再生技術研究イニシャティブの下で行われた研究の成果を活用し、効率化を図った（例；東京湾を主対象に行った「自然共生型流域圏・都市の再生」で構築されたシミュレーションモデルの利用など）。 
 

●研究の実施方法 本研究の各サブテーマについて、年度計画と研究費の配分は以下のとおりとした。 
                          年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 44.6 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分 

(1)水域の生物生態系の視点に基づく着目すべき物質の抽出とその特性把握         約 12.8 ［百万円］ 
(2)陸域（流域）の改変に伴う物質動態と水域への供給量・供給形態の変化に関する検討            約 12.0 ［百万円］ 
(3)流域・河川のインパクトと水域生態系のレスポンスに関する分析            約 2.2 ［百万円］ 
(4)モニタリング・調査手法の検討            約 16.3 ［百万円］ 
(5)研究プラットフォームの検討      約 1.3 ［百万円］ 
 

○ 上上上上記記記記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    本研究開発は以下の点で妥当なものであると判断する。 
 ・陸域から沿岸海域にわたる広域かつ多要素が複雑に関係する事象に対して、所内外の研究機関・チーム等と連携して、関係する各分野の知見を有機的に統合する体制を取ったこと。 ・各機関の協力をあおぎつつ、既往データの活用を最大限に図ったこと。 ・対象とするフィールドを管理する事務所～局～本省と緊密な連携を取りながら進め、また、伊勢湾再生推進会議や科学技術振興調整費・重点課題解決型研究「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」という本研究プロジェクトに関連の深い行政・研究それぞれの進行中プロジェクト等との情報交換を密にして、成果の活用先を明確にしながら研究を進めたこと。 ・単なる科学的な観点からのモニタリング・調査手法、研究プラットフォームの提案ではなく、管理目標のあり方と施策適用の考え方を踏まえた、包括目標達成のための政策遂行上の重要性に立脚した技術政策提案を行ったこと。 ・以上をもって、具体の流域圏を対象に、陸域から沿岸海域にわたる広域的な視点から、環境修復の目標設定と実現方策を検討する枠組みについて、本格的な提案ができたこと。 
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４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 （１） 成果活用の全体方針 ・ 三河湾流域圏でのモニタリング・調査手法に反映させる。 ・ 三河湾流域圏における広域の物質循環管理の施策検討に活用していく。 ・ 陸域と沿岸海域にまたがる物質循環管理に関する技術検討マニュアル案「栄養塩類等の適切な管理のための調査・対策手法～三河湾流域をモデルとして～（仮称）」に本成果を組み込み済みである。 （２） 実施あるいは予定されている成果活用の代表例 ・ 伊勢湾再生推進会議の下で今年度より新たに発足予定の伊勢湾再生に関わる技術検討を包括的に行う場（委員会等）のデザインに、提案された研究プラットフォームの内容が取り込まれている。             ・ 三河湾ブランドの確立、親水性の向上の実現に向けて、豊川河口において干潟・浅場造成事業の実証実験が計画されている。本研究の成果を用いて、モニタリングおよび結果の評価等を行っていく。      ・ H18より５年間の予定で実施中の科学技術振興調整費・重点課題解決型研究「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」の研究実施等に、本研究で作成した陸域～沿岸海域にわたる広域的な視点からの施策適用の目標設定と、評価手法の枠組みを活用していく。 ・ 本年 10月 17日～18日に開催される平成 20年度日本水産工学会秋季シンポジウム「内湾における環境修復の方向性と新手法」（後援：国土交通省中部地方整備局、愛知県、蒲郡市、愛知県漁業協同組合連合会）において、本研究プロジェクトの成果を論文とともに発表し、成果活用について幅広い議論を行う。 
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研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考流域、河川を含む陸域に関するデータが豊富であり、沿岸海域の環境劣化と課題が明確で、その過程に関するデータも充実している対象フィールドとして三河湾流域圏（三河湾とその流域）を選定した．既往の文献等から、当該湾域の環境劣化により直接的に影響を受ける生物種を選定し、その種が必要としている主要な栄養塩類とその形態、時期、量的バランスについて把握した。 ○

参考資料（P.1～P.3)・上記検討を踏まえ選定した栄養塩[窒素、リン、シリカ]について、陸域から三河湾域への昭和30年代から現在に至る供給量の経年変化を推計した（シリカは２時点のみ、その他は５年毎）。・豊川・矢作川から三河湾域へ供給される砂、シルト・粘土それぞれの昭和30年代から現在に至る変化特性を把握した。 ○

（P.4～P.11）
・水質、干潟・藻場、水生生物、赤潮発生など、三河湾域の環境に関わる諸項目の経年変化状況と、上記供給量変化を含む諸インパクトの作用状況を網羅的に把握し、両者の関係を時系列的に分析して、因果関係特定に役立つインパクト－レスポンス連関図を作成した。 ◎ （P.12～P.13）・（１）～（３）の検討結果および水質シミュレーションによる各年代の物質循環の定量的推定から、三河湾域の環境劣化過程を説明できる仮説を作成した。・上記の仮説を前提に、三河湾の環境再生の基本的方向と目標像、”良い物質循環”の定義に基づく施策評価軸を設定した。これらにしたがって、栄養塩類等の物質循環を管理する施策を検討する枠組みを提示した。・上記の設定・提示が現時点において概ね妥当であるとの立場から「施策効果把握のために行うべきモニタリング・調査」と、その妥当性を引き続き検証する必要があるとの立場から「機構解明を目的として行うモニタリング・調査」それぞれについて、項目・手法等を提示した。

○
(P.14～24)

（４）で提示したモニタリング・調査の計画策定、その結果の分析・活用、提示された枠組みを踏まえた施策検討・評価について技術面で指導・助言するという観点から、研究プラットフォームを提案し、その体制の要件、情報蓄積と共有方法等を明示した。 ○ (P.15～26)
■全体的な活用方針・三河湾流域圏でのモニタリング・調査手法に反映させる。・三河湾流域圏における広域の物質循環管理の施策検討に活用していく。・陸域と沿岸海域にまたがる物質循環管理に関する技術検討マニュアル（本省河川局河川環境課作成）に組み込む（マニュアル案には組み込み済み）。■具体の活用見込み・伊勢湾再生推進会議の下で今年度より新たに発足予定の再生に関わる技術検討を包括的に行う場のデザインに、提案された研究プラットフォームの内容が反映されている。・豊川河口の干潟再生に関するプロジェクトの技術検討に、提案されたモニタリング・調査手法の一部が反映されている。・H18より５年間の予定で実施中の科学技術振興調整費・重点課題解決型研究「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」の研究実施等に、本研究の成果が反映される。

研究課題名：流域における物質循環の動態と水域環境への影響に関する研究（プロジェクト研究）

（３）流域・河川のインパクトと水域生態系のレスポンスに関する分析
（２）流域（陸域）の改変に伴う物質動態変化と水域への供給量・供給形態の変化に関する検討
（４）モニタリング・調査手法の検討
（５）研究プラットフォームの検討

研究の成果目標（１）水域の生物生態系の視点に基づく着目すべき物質の抽出とその特性把握 三河湾の環境劣化の構図の理解促進、当該流域圏での包括的施策の必要性・妥当性の説明に活用していく。例；伊勢湾再生推進会議の活動。

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：ヒューマンエラーヒューマンエラーヒューマンエラーヒューマンエラー抑制抑制抑制抑制のののの観点観点観点観点からみたからみたからみたからみた安全安全安全安全なななな道路道路道路道路・・・・沿道環境沿道環境沿道環境沿道環境のののの

ありありありあり方方方方にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：道路空間高度化研究室長  金子 正洋 技 術 政 策 課 題：安全・安心な社会の実現 サ ブ テ ー マ：安全・安心に暮らせる日常の実現 関 係 研 究 部：道路研究部、都市研究部 研 究 期 間：平成１７年度 ～ 平成１９年度 総 研 究 費：約１３０百万円 コ ア：道路交通安全に関する政策の企画・立案業務 大 枠 テ ー マ 名：交通事故に対する安全・安心   大 分 類：交通事故の未然防止   中 分 類：道路・交通環境対策   小 分 類：交通安全施設等整備事業の実施 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
 交通事故件数、死傷者数はそれぞれ 94万 8千件、118万 1千人（H15）と、どちらも過

去最悪の水準であり、交通事故件数を削減することが喫緊の課題である。一方、交通事故

による死者数は近年減少傾向にあるが、平成 15年 1月 31日の内閣総理大臣施政方針演説

で「今後 10年間で交通事故死者数を半減させ、道路交通に関して世界で一番安全な国とす

ることを目指す」という決意が表明され、その達成のために、ハード面、ソフト面を問わ

ず、多面的な対策、施策の実施が必要である。 

 ここで、交通事故統計データによると、交通事故（死傷事故）全体の中で、発見の遅れ、

判断の誤り、操作の誤りといった運転者のヒューマンエラーに起因する事故が 9割以上を

占めており、全体の 7.8%については、道路環境要因とも相まって事故が発生していること

から、運転者の単純な不注意ばかりではなく、道路交通環境等の周辺的な状況に起因して

ヒューマンエラーに至るケースもある。このようなヒューマンエラーの発生メカニズム及

びヒューマンエラーと道路・沿道環境の関連を把握することが、ヒューマンエラーを導か

ないような環境を実現する手がかりとなり、最終的には交通事故の少ない社会を実現する

一助となる。 

 これまで、幹線道路を対象とした事故多発地点緊急対策事業約 3,200箇所においては、

全体で約３割の事故発生件数抑止効果が確認されている。その一方、個別の箇所では、対

策を実施したにもかかわらず効果が十分に得られなかった箇所が、まだ約２割存在してい

る。このような十分な効果が得られなかった箇所については、従来型の経験則に基づく対

策ではなく、科学的な分析に基づく対策が必要であると考えられる。ここでは、科学的な

分析に基づく対策を見出す手法として運転者のヒューマンエラーに着目し、ヒューマンエ

ラーと道路交通・沿道環境との関連を把握することとした。 

 また、大枠の小分類（交通安全施設等整備事業の実施）については、交通事故の危険性

が高い道路・箇所において交通安全対策が実施され、安全に道路空間が利用されるために

は、ヒューマンエラーを含む交通事故の発生経過を解明し、より適切な事故対策を実施し

ていくことが必要である。 

 以上のことから、本研究では、運転者のヒューマンエラーに着目し、ヒューマンエラー

と道路・沿道環境の関連について明らかにする手法を提案するとともに、ヒューマンエラ

ーの発生を抑制する対策案の効果を検証する手法を提案するものである。 

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

本研究は、①事故要因を把握する手法の提案、②ヒューマンエラーの発生を抑制する対

策案の効果を検証する手法の提案を目的として実施する。①では、交通事故の要因となり

うるヒューマンエラーを回避する観点から、望ましくない運転者の判断・挙動（注意力の

 
資料資料資料資料３３３３－－－－２２２２    
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低下、判断ミスなど）、及びその状態を導くような道路や沿道の状況（道路標識や、沿道利

用状況、店舗看板など）を把握する手法を提案する。②では、運転者がヒューマンエラー

を起こしにくい道路・沿道環境を実現するため、ドライビングシミュレーターを用いて対

策案の効果を検証する手法を提案する。 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    

以下に示すように、提案した手法の導入により個別の箇所においてヒューマンエラー

を抽出し関連する道路・沿道環境要因を把握するとともに、ドライビングシミュレータ

ーを用いて対策効果を検証するなど、概ね目標を達成できた。 

    

○○○○成果成果成果成果    

主要な成果は以下のとおりである。 

・交通事故統計データを用いてマクロ集計を実施し、本研究で対象とすべき事故類型

を把握した。 

・個別の箇所において運転者のヒューマンエラーを抽出するとともに、その発生に関

連する道路・沿道環境要因を把握する手法を提案した。 

・把握した事故要因に対し、効果的と考えられる対策を立案した。 

・ドライビングシミュレーターによる実験結果と実道走行実験結果の比較分析を行い、

ドライビングシミュレーターの現況再現性を確認した。 

・ドライビングシミュレーターにより、対策案の効果を検証する手法を提案した。 

 

    

○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

●研究の実施体制 

 研究の実施体制を図-1に示す。道路空間高度化研究室は、実走行実験による事故

要因分析手法の提案、都市施設研究室は、ドライビングシミュレーターを用いた運

転者の認知、判断、操作の再現性の検討、対策案の効果検証手法に関する検討を主

に実施し、収集したデータの提供や研究内容の調整を行いながら実施した。また、

ドライビングシミュレーター実験の実施にあたっては、慶應大学の大門准教授の助

言を受ける等、学識経験者との連携を図りながら研究を実施した。 

 

● 研究の実施方法 

    道路空間高度化研究室は、交通事故データによる交通事故発生状況の傾向整理、

走行実験の実施・分析、ヒューマンエラー発生に対する道路・沿道環境要因抽出、

対策案の検討等を、都市施設研究室は、ドライビングシミュレーターによるヒュー

マンエラーに係る認知、判断、操作の再現性、シミュレーション画像による効果検

証等を主に検討した。 
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図-1 研究の実施体制 

 

 

 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 130 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分 実走行実験による事故要因把握手法の提案    約 72 ［百万円］ ドライビングシミュレーターを用いた運転者の認知、判断、操作の再現性の検討    約 47 ［百万円］ 対策案の効果を検証する手法の提案    約 11 ［百万円］ 
    

    

    

提案した対策案の効果の検証 
実走行実験による事故要因分析手法の検討 交通事故データによる交通事故発生状況の傾向整理 ＤＳの性能、適用範囲等の調査 ＤＳを用いた再現性検討 

実走行実験実走行実験実走行実験実走行実験によるによるによるによる

事故要因分析手法事故要因分析手法事故要因分析手法事故要因分析手法のののの提案提案提案提案

ドライビングシミュレータードライビングシミュレータードライビングシミュレータードライビングシミュレーターをををを

用用用用いたいたいたいた対策案検証手法対策案検証手法対策案検証手法対策案検証手法のののの提案提案提案提案

慶應大学・大門研究室

都市施設研究室道路空間高度化研究室
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○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

 交通事故の更なる削減が求められている中で、ヒューマンエラーに着目して事故の

要因を的確に把握する手法の提案は、従来の経験的な事故要因分析では削減が困難な

事故の削減に資するものと考えられ、有益な成果であるといえる。 

また、ドライビングシミュレーターを用いた事故要因の再現においては、概ね再現

性を確認するとともに対策効果の検証手法を提案し、対策効果評価への活用が見出せ

た。 

    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 事故要因を把握する手法については、今後手法の確立へ向けた研究を実施する。具体的

には、現場の事故対策検討箇所に本手法を導入し、実走行実験による事故要因分析、対策

の立案を経て対策を実施した結果、実際に事故が減少するかどうかを検証する。 

 実施する対策の選定に当たっては、ドライビングシミュレーターを用いて事前に対策効

果を分析するなど、本研究で得られた知見を活用したい。 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］

研究課題名：ヒューマンエラー抑制の観点からみた安全な道路・沿道環境のあり方に関する研究 （プロジェクト研究）研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考実走行実験による事故要因把握手法の提案 ・個別の箇所における実走行実験の実施により、ヒュー　マンエラーとその原因となる道路・沿道環境要因を把　握する手法を提案した。 対策効果の挙がっていない個別の箇所において適用し、手法の確立を目指す。 ○ドライビングシミュレーターを用いた対策案検証手法の提案 ・ドライビングシミュレーターを用いて、運転者の認　知、判断、操作について実走行実験を概ね再現でき　ることが確認された。・ドライビングシミュレーターにより、対策案の効果を　検証する手法を提案した。 今後、個別の事故対策箇所において立案した対策案の効果検証手法として活用する。 ○

事故要因を把握し、的確な対策を提案する手法の開発
研究の成果目標

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：受益者受益者受益者受益者のののの効用効用効用効用にににに着目着目着目着目したしたしたした社会資本水準社会資本水準社会資本水準社会資本水準のののの評価評価評価評価にににに関関関関するするするする研究研究研究研究    

（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：総合技術政策研究センター国土マネジメント研究官 川崎秀明 技 術 政 策 課 題 ：総合的な国土マネジメント手法の向上 サ ブ テ ー マ ：国土マネジメント 関 係 研 究 部 ：総合技術政策研究センター、都市研究部 研 究 期 間：平成１７年度 ～ 平成１９年度 総 研 究 費：約１２１百万円 コ ア：・我が国の国土の利用、開発及び保全のあり方（国土マネジメント）に関する、総合的な検討【総合技術政策研究センター】            ・今後の都市交通・市街地整備施策、事業マネジメントに関する研究【都市研究部】 大 枠 テ ー マ 名 ：・総合的な国土マネジメント手法     (社会資本整備水準)            ・健全な生活環境の構築      (まちづくり事業評価指標)              大 分 類：事業マネジメント   
１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 本研究は、地域存立の基礎条件の整備や安全・安心等の社会資本の効果、複合的な事業のもたらす便益、効果（またその効果間の代替性や補完性や外的社会要因の影響）等については、従前の政策プログラム、事業の評価体系では客観的、定量的な取扱が困難とされてきた。これら、便益、効果の特性を踏まえ、客観的、定量的な評価手法を開発し、社会資本整備の効率化を図るものである。  
２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    総人口減少社会、高齢社会の進展等の社会状況の変化が急速に進展し、また、社会資本に求められる国民のニーズはより複雑化してきている。また、財政等の制約が厳しくなる中で、社会資本整備の基本理念を従前の「国土の均衡ある発展」から「選択と集中」に転換し、効率的な投資配分を行うべきとの議論が進展しており、転換点を迎えつつある。 効率的な投資配分のための手法として、アウトカム指標を用いた客観化が求められているが、現段階では、利用者の効用とアウトカム指標の関係が必ずしも明確ではないという課題がある。 また、効率性重視という議論の一方には、「生命・くらしの安全・安定等のこれまでの経済効率性の概念では評価が難しい効果を社会資本は生んでいる。」や、「地域社会の活力は経済指標では補足されていないものが多いのではないか。」等の反論もある。これら従前の経済効率性では把握しきれない価値尺度については、その定義は時とともに変化し、また、個々人の意識、選好と絡む等の事由から、客観化、定量化が困難な曖昧な概念であった。 本研究ではこれらの視点について、受益者（生活者・利用者）の視点から見た社会資本の複合的な効用についての客観的・定量的な評価手法を開発し、社会資本整備の効率化を図ることを目的とするものである。  （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究（過疎地域における持続性等の評価に関する研究） 人口減少・少子高齢社会が急速に進展する中、社会資本整備について中山間地域等過疎地域への投資は無駄である旨の批判が一部存在している。しかし、中山間地域等においては国土保全・管理の面からの人が住んでいることに関する効用が現在の経済指標では把握されていないと考えられるため、地域社会を放棄した場合の存廃のコスト比較を行う。また、中山間地域等の地域社会の持続可能性の要件として、経済的基礎条件の他、住民の地域に対する愛着心や、地域活動が盛んであ

 

資料資料資料資料３３３３－－－－３３３３    
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ること等が重要な要素ではないかと考えられる。それらの既存の経済指標で捉えられない、社会的な人間関係（ソーシャル・キャピタル）が大きく寄与していると考えられるため、指標の検討を実施する。  （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 生命・くらしの安全・安定等のこれまでの経済効率性の概念では評価が難しい効果を社会資本は発揮している。現行の評価技術の下では、安心という非常に大きな価値を有する便益を適正に評価する尺度がないため、安心をもたらす社会資本が過小評価される懸念がある。このため、効果の特性に着目した、より広範囲の便益の客観化、定量化といった評価技術を開発する。 （３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 複合的な事業やソフト事業が組み合わされる「交付金」事業に関しては、従来の個別事業に分解して評価する方法に替えて、総合的に評価することが求められており、複合的事業の投入と複合的成果の関係分析を定量的に評価する手法を開発することを本研究の目的とする。  
３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度     （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究 本事項立て研究について研究内容を見直し、人口の社会移動や少子高齢化を背景に特に中山間地域等における居住条件が悪化していることなどを踏まえ、地域社会の存続条件が限界状態にあるところを対象に、地域社会のリーダー（首長を含む）への聞き取り調査を行い、地元の現実の捉え方、課題への対応を把握し、地域社会の存続の有無による他への影響について整理した。また、集落の存廃による山林機能等の低下や行政コスト等の増減を検証した。その結果、集落の維持や再編等を実施した方が、放棄するよりも将来的なコストが小さくなる可能性があることがわかったことから、本研究の目標は達成したものと考える。さらに、鳥取県の集落地域や都道府県の地域データをもとに、地域の持続性についてソーシャルキャピタルによる指標化を試みた。ソーシャルキャピタルの構成要素や人口の変化等の因果関係の分析を試みており、今後は、地域活動や持続性との関係についてより包括的な分析が必要である。  （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 治水事業の便益項目のうち、その概念や貨幣価値換算手法が確立されていない、リスクプレミアム、精神的被害抑止効果及び流動性被害（水害後の復旧資金が調達できなかったことによる従前家屋や家財から享受していた満足度や快適性が低下する被害）抑止効果の３つに着目し、便益評価上の概念を明確にするとともに、水害被災地域でのアンケート調査を踏まえ、これら便益項目の便益算定手法の検討開発を行った。水害時のより広範囲な便益の定量化を行う本研究の目標は達成したものと考える。 （３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 「まちづくり総合支援金事業」（「まちづくり交付金事業」に先行する制度として、複数の事業を総合的に実施した事業）及び「まちづくり交付金事業」の完了地区を分析し、まちづくりの目標、指標、当該目標に関する数値指標の関係について整理することにより、評価手法の枠組みを構築し、事業効果を適切に把握することができる指標の抽出を行った。更に、評価手法の改良や、まちづくり交付金事業に特徴的なソフト事業の成果を適切に評価できる指標を加えることにより、「まちづくり交付金 評価の手引き」の一部として、「指標活用マニュアル」を策定したことから、本研究の目標を達成した。    
○○○○成果成果成果成果     （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究 
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消滅の危機に瀕している中山間地域についてモデル地域を選定し、今後の地域社会の推移とそれにともなう、課題の抽出を行い、併せて変化の状況に応じた損失や行政コスト等の増減等について検証を行った。地域の実情把握による現状分析を行い、地元の課題への対応状況などを把握するとともに、そこで、これらモデル地域において国土の保全機能の維持による効果や集落の維持するためのコストなど、集落の存廃における費用対効果を分析することにより、集落に対する施策についての評価、及び、国土保全機能の価値の計測を試みた。その結果、国土保全についての機能の算出根拠については今後も精緻な検討が必要なものの、集落の国土保全機能の価値を考慮した政策評価の可能性が示された。また、ソーシャル・キャピタル指標を簡易にアンケート等によらない手法により継続的に評価することを目的とした代理指標案を検討し、集落単位では、「ボランティア活動数」などの指標の有用性が示されたが、限られた集落の分析であったため、今後は、地域活動や持続性との関係についてより包括的な分析が必要である。  （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 治水事業による家計への効果全般について、浸水被害が被災家計の生活にどの様な変化を及ぼすかといった、被災の有無による終端効用の変化として捉え、整理を行った。すなわち、家計の被害全体を、一般資産被害、流動性被害、既存研究で述べられているリスクプレミアム（伝統的リスクプレミアム）及び精神的被害に整理した。 このうち、流動性被害については、被災家計が復旧資金の調達を十分に行えない可能性や復旧までに長期間を要する可能性を考慮した、被害額の算定モデルを作成した。 また、精神的被害額については、物的被害が保険や援助金等で補償されたとしても残る、思い出の品等の喪失による精神的苦痛、再度災害への不安や恐怖等の精神的被害の構造や被害額について、平成 16年の台風 23号による洪水で大規模な被害を受けた円山川の沿川地域におけるアンケート調査により把握した。 これらの新たに開発した便益算定手法を用いてケーススタディを実施し、治水経済調査マニュアル（案）によって算定される被害軽減額と、流動性被害及び精神的被害を考慮した被害軽減額の算定を行った。その結果、流動性被害及び精神的被害は、従来の被害軽減額の約 40%と、決して無視し得ない額であることが判明した。 以上の通り、流動性被害や精神的被害を便益評価の中に加える必要性を明らかにするとともに、これら便益項目の便益算定手法の開発を行った。 （３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 まちづくりという広範な分野、かつ、多様で多数の個別公共事業や他省庁施策にもまたがるソフト事業が組み合わされる事業を対象として、事業完了地区を分析することにより、事業評価の体系（目標・指標の設定方法、数値目標の設定方法と望ましい基準値の考え方、事後評価の方法、新たな費用対効果分析手法等）を構築した。 構築した事業評価の体系に基づき、総合的なまちづくり事業の数値指標に基づく定量的な評価の方法をとりまとめ、自治体におけるより良い運用や本省における個別の事業地区の評価や政策評価のための支援ツールとして、地方自治体がまちづくり交付金事業を評価する運用指針となる「まちづくり交付金 評価の手引き」の一部として「指標活用マニュアル」を策定した。既に本省設置の学識等からなる評価委員会にてオーソライズされており、近日中に本省より全国の地方自治体に向けて公表される予定である。     
○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

●研究の実施体制 それぞれの研究の進捗状況に応じ、適宜意見交換等を実施しながら研究を進めた。 
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まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの目標目標目標目標・・・・指標指標指標指標とととと事業効果事業効果事業効果事業効果のののの関係関係関係関係のののの定量化手法定量化手法定量化手法定量化手法のののの研究研究研究研究（都市施設研究室）

社会資本整備水準社会資本整備水準社会資本整備水準社会資本整備水準のののの評価手法評価手法評価手法評価手法にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（建設経済研究室）リスクプレミアムリスクプレミアムリスクプレミアムリスクプレミアムをををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした事業評事業評事業評事業評価手法価手法価手法価手法のののの高度化高度化高度化高度化にににに関関関関するするするする調査調査調査調査（建設マネジメント研究室）概念構成、調査手法、データ概念構成、調査手法、データ

プロジェクト研究代表者：国土マネジメント研究官所内各研究部、センター 情報交換、調整
河川局河川計画課

学識経験者

都市都市都市都市・・・・地域整備局地域整備局地域整備局地域整備局まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり交付金交付金交付金交付金評価手法検討委員会評価手法検討委員会評価手法検討委員会評価手法検討委員会
（必要に応じ）官房技術調査課、総合政策局本 省

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの目標目標目標目標・・・・指標指標指標指標とととと事業効果事業効果事業効果事業効果のののの関係関係関係関係のののの定量化手法定量化手法定量化手法定量化手法のののの研究研究研究研究（都市施設研究室）

社会資本整備水準社会資本整備水準社会資本整備水準社会資本整備水準のののの評価手法評価手法評価手法評価手法にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（建設経済研究室）リスクプレミアムリスクプレミアムリスクプレミアムリスクプレミアムをををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした事業評事業評事業評事業評価手法価手法価手法価手法のののの高度化高度化高度化高度化にににに関関関関するするするする調査調査調査調査（建設マネジメント研究室）概念構成、調査手法、データ概念構成、調査手法、データ概念構成、調査手法、データ概念構成、調査手法、データ

プロジェクト研究代表者：国土マネジメント研究官所内各研究部、センター 情報交換、調整
河川局河川計画課

学識経験者

都市都市都市都市・・・・地域整備局地域整備局地域整備局地域整備局まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり交付金交付金交付金交付金評価手法検討委員会評価手法検討委員会評価手法検討委員会評価手法検討委員会
（必要に応じ）官房技術調査課、総合政策局本 省

 

●研究の実施方法 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 121[百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分 試験研究費 (事項立予算) 社会資本整備水準の評価手法に関する研究 （過疎地域における持続性の評価に関する研究）     約 71 ［百万円］ 河川事業調査費 リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査     約 20 ［百万円］ まちづくり総合支援事業の評価に関する研究     約 10 ［百万円］ 都市開発事業調査費 まちづくり交付金事業の評価に関する研究及び評価指標活用マニュアルの策定     約 20 ［百万円］ 
    

○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    社会資本整備水準評価手法に関する研究（過疎地域における持続性の評価に関する研究）については、集落地域の国土保全機能の価値の分析を行っており、今後、集落地域での政策評価の可能性あるものと判断される。また、ソーシャル・キャピタル指標については、代理指標案としてしめされたが、地域の活性化や持続性との関係についてさらに検討する必要がある。 リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査では、従来より広範囲の便益を定量化する手法が新たに開発され、有益な成果が得られたと判断される。 まちづくり事業の評価に関しては、学識経験者、地方自治体、国土交通本省の関係者からなる研究会を設置して、検討を進めた成果をマニュアルとしてとりまとめた。 

ケーススタディー 
マニュアル策定 データ収集・分析 データ収集・分析 評価手法枠組み検討 

課題抽出整理（ヒアリング） 地域社会存廃コスト比較 ソーシャル・キャピタル指標化検討既往研究・調査レビュー 調査手法検討 ケーススタディー箇所抽出 調査実施調査結果解析、 比較分析 リスクプレミアムを考慮した 事業評価手法提案 
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以上より、本プロジェクト研究開発については妥当であると思われる。 
    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ     （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究 本研究の中で地域社会の状況の変化の調査を行う中で、昨今の縮小均衡経済への変化について、検討を進めて行くにあたっては、様々な地域社会を示すデータについて、時間的、空間的に収集蓄積し、様々な観点から分析を加えることがが、重要であると考えられる。  （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 本研究の成果を踏まえて、事業評価への適用検討に向け今回調査対象とした水害とは規模の異なる洪水により便益算定手法の検証が実施される予定である。 （３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 今後は、平成１６年度に創設された「まちづくり交付金事業」が平成２０年度に第１期の５箇年の期間を終え、平成２１年度から第２ラウンドを迎えることとなるので、事業制度自体に行政評価のＰＤＣＡサイクルを適用するため、国土交通省都市・地域整備局と連携し、国総研は主に事業効果の科学的分析の観点から、事業制度の効果や問題点の把握、制度改善に向けた検討を行うこととしている。 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 評価時点までの研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考・地域社会の実情把握による現状分析を行うため、地域社会のリーダー（首長を含む）へ聞き取り調査を行った。 ・過疎地域を抱える地域社会を地元がどのように現時を捉え、課題に対して、どのような対応をしているかの事例把握が確認できた。 ○・消滅の危機に瀕している中山間地域についてモデル地域を選定し、今後の地域社会の推移とそれにともなう、課題の抽出を行い、併せて変化の状況に応じた機能の損失や行政コスト等の増減等について検証を行った。 ・消滅の危機に瀕している地域について、放置するのではなく適切な措置を講じることが国土管理の視点からは重要であることが確認できた。 ○・ソーシャル・キャピタル指標をアンケート等によらない手法により継続的に評価することを目的とした指標案の検討を実施 ・モデル的な集落におけるソーシャルキャピタルの代理指標の適切性はあるが、限られた範囲内のものであり、地域の活動と持続性について、今後包括的な分析が必要。 △リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の提案 ・治水事業の便益項目のうち、一般資産被害、流動性被害、リスクプレミアム及び精神的被害の便益評価上の概念を明確にし、このうち、精神的被害及び流動性被害の算定手法を開発した。 ・本研究の成果を踏まえて、今回調査対象とした水害とは規模の異なる洪水により便益算定手法の検証が実施される予定。

○・複数の事業を総合的に実施した「まちづくり総合支援事業」に事業実施地区の分析により、まちづくりの目標、指標、当該目標に関する数値指標の関係について整理することにより、評価手法の枠組みを構築するとともに、事業効果を適切に把握することができる指標の抽出を行った。 ・地方自治体が参画した研究会において研究を実施するとともに、成果報告書は自治体に配布しており、自治体の「まちづくり交付金事業」の運営の参考図書として活用されている。
○・評価手法の改良や、まちづくり交付金事業に特徴的なソフト事業の成果を適切に評価できる指標を加えることにより、総合的なまちづくり事業の数値指標に基づく定量的な評価の方法をとりまとめ、地方自治体におけるより良い運用や本省における個別の事業地区の評価や政策評価のための支援ツールとして、「まちづくり交付金 評価の手引き」の一部として「指標運用マニュアル」を策定した。

・本省が策定する「まちづくり交付金　評価の手引き」（平成19年度版）の一部として「指標運用マニュアル」を策定した。既に本省設置の学識等からなる評価委員会にてオーソライズされており、近日中に本省より全国の地方自治体に向けて公表される予定である、 ○

まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 複数事業が組み合わされた総合的なまちづくり事業の評価指標・評価手法に関する研究

研究の成果目標研究課題名:受益者の効用に着目した社会資本水準の評価に関する研究(プロジェクト研究)社会資本整備水準の評価手法に関する研究 過疎地域における持続性の評価に関する検討

＜成果目標の中間達成度＞　◎：十分達成できている。　○：概ね達成できている。　△：あまり達成できない。　×：達成できていない。

－21－



研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：四次元四次元四次元四次元 GISGISGISGISデータデータデータデータをををを活用活用活用活用したしたしたした都市空間都市空間都市空間都市空間におけるにおけるにおけるにおける    

動線解析技術動線解析技術動線解析技術動線解析技術のののの開発開発開発開発     プロジェクトリーダー名：高度情報化研究センター 情報研究官 末吉滋 技 術 政 策 課 題：（１５）安心・安全で活力ある社会の構築のための ITの活用 サ ブ テ ー マ： 関 係 研 究 部：高度情報化研究センター 情報基盤研究室 研 究 期 間：平成１７年度 ～ 平成１９年度 総 研 究 費：約１０８百万円 コ ア：－ 大 枠 テ ー マ 名：人のモビリティの向上   大 分 類：社会経済動向やニーズの変化への対応   中 分 類：人の移動に関する分析手法及び政策評価   小 分 類：交通データ収集手法の高度化 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
近年の複雑化する都市空間において、人の集中によってもたらされる問題や効果を明ら

かにすることが求められている。例えば、災害時の適切な避難路の確保と安全な誘導が必

要である。また、マーケティング的な観点からは、人の集中によって、商業施設などの魅

力的な都市空間創出による経済活性化が期待されるため、安全かつ円滑な移動の確保が必

要となる。 

上記の要請に応えるためには、多数の群集を対象にし、X、Y、Z 方向の 3 次元データに

加え、時間データも同時に扱うことのできる四次元 GIS が必要となる。これまで、汎用的

なプラットフォームとなりうる四次元 GIS は存在せず、人の動きに関わるデータを有効利

用するには限界があった。 

そこで、本研究では、四次元 GIS をベースに、人の動きに関わる動線解析技術を開発す

ることを目的とし、オープンな動線解析プラットフォームの開発・実証を行う。 

大枠の中分類「人の移動に関する分析手法及び政策評価」については、これまで、プロ

ーブデータ等を活用した道路状況の把握、パーソントリップ調査のあり方と評価の活用等、

主に、データ収集や集計後の活用の視点からの検討がなされてきたが、本研究により、多

様な動線データを管理することが可能となり、視覚化を通して、各種評価手法への拡張に

も資する。 

    

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

近年、Web や GIS 技術等の進展で土木・建築・都市計画等の分野でも、官民問わずに積

極的なインターネットでの情報公開や、イントラネットでの施設管理情報の共有等が行わ

れている。特に複雑化が進んでいる都市空間においては、人の動きに対して、時間・空間

的な概念が年々重要になってきており、四次元 GIS をベースに、オープンな情報基盤の上

で、様々なデータを扱えるようプラットフォームを開発する。さらに、本プラットフォー

ム普及を見据え、データ共有のための必要最小限の仕様を提案し、APIの公開を行う。 

 

 

 

資料資料資料資料３３３３－－－－４４４４    
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３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    

本研究では、多人数の四次元データ（空間＋時間）を取り扱うため、人の動線解析技

術として、経路選択、マップマッチング、位置データの補正・補間等によるデータクレ

ンジング手法を開発し、API として実装した。この成果を踏まえ、四次元 GIS プラット

フォームとしての動線解析プラットフォームの基本的な考え方を取りまとめ、それに基

づき、アンケート調査や GPSデータ等から得られる人の位置データの登録機能、人の位

置データの補正・補間やメッシュタイプの集計データ表示といったデータ加工機能、登

録データを管理する蓄積機能、目的のデータを抽出するためのデータ検索・配信機能等

を検討し、動線解析プラットフォームを開発した。実際のパーソントリップデータへの

適用を通して、その有用性を確認した。また、今後の普及を鑑み、プラットフォームマ

ニュアルの作成、要請の高い視覚化に関する手順書の整備を行った。データ取得に関し

ても、適用分野に対するデータ取得手法を整理し、データ特性、概算コスト、効果等を

整理した実験計画書集を作成した。以上の成果より、概ね目標を達成したと言える。 

    

○○○○成果成果成果成果    

動線解析プラットフォームにより、従来困難であった人の動線データを視覚化し、活

用することが可能となった。各種機能はオープンなものであり汎用的に利用することが

可能であり、API の公開により普及が進められる。例えば、様々なソースから入手され

る人の位置データのクレンジングが可能となる。これにより、多様な人の動きに関する

データを集約することが可能となり、交通、都市計画、防災、マーケティング等の多彩

な分野への応用（時間帯別の人の集中度、道路整備による交通行動変化の把握・評価、

動態調査等の意義の説明力の向上等）へ貢献できる。また、各種機能のマニュアルや、

可視化手順書により、他分野での適用事例の増加や、各自治体で行っている交通行動調

査への適用等、今後の利活用のための環境も整備した。さらに、実験計画書集により、

今後のデータ収集において、効率的に計画を策定し、その有効性の事前評価ができ、多

様な用途への活用が期待される。 

    

○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

動線解析プラットフォームを開発するにあたり、産学官で連携した「都市空間におけ

る動線解析プラットフォーム研究会」を開催し、本プラットフォームの妥当性、応用可

能性の議論を行っている。 

 

●研究の実施体制 

「都市空間における動線解析プラットフォーム研究会」（柴崎委員長（東京大学））

において、動線解析プラットフォームの全体像や利活用方策の議論を行った。その内

容を踏まえた上で、「パーソントリップ視覚化検討タスクフォース」（関本主査（東京

大学））にて既存調査データを有効活用するための視覚化手法を検討し、「リアルタイ

ム広域流動調査検討タスクフォース」（羽藤主査（東京大学））にて、GPS付携帯電話

等を利用した人の移動データ収集手法に関する検討を行った。なお、全ての研究会、

タスクフォースにおいて、国総研は事務局も担当し、綿密に連携をとっている。 
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都市空間における動線解析プラットフォーム研究会委員長：柴崎教授（東京大学）委員専門分野：空間情報、都市計画、防災計画、交通計画、マーケティング、通信・ソフトウェア、地図の産官学関係者［動線解析プラットフォームの全体像・利活用方策等の議論］
パーソントリップデータ視覚化検討TF主査：関本特任講師（東京大学）［既存調査データを有効活用するための視覚化手法の検討］ リアルタイム広域流動調査検討TF主査：羽藤准教授（東京大学）

[ＧＰＳ等を利用した人の移動データ収集手法に関する検討]

国土技術政策総合研究所
 

 

●研究の実施方法 

動線解析技術の基礎手法を整理するとともに、四次元 GISのプラットフォーム（動

線解析プラットフォーム）の設計を行った。その結果を、「都市空間における動線解

析プラットフォーム研究会」で議論し、解析手法の高度化とプラットフォームの開発

を行った。ここでは、プラットフォームの基本的な考え方をまとめている。さらに、

同研究会を継続的に推進し、プラットフォームの改良、マニュアルの作成を行った。

あわせてパーソントリップ視覚化検討タスクフォース、リアルタイム広域流動調査検

討タスクフォースにおける議論を踏まえ、それぞれ、視覚化マニュアルの作成、応用

対象と計測手法の整理を行った。 

下記に、研究成果のまとめ、および年度計画と研究配分を示す。 

 

動線解析動線解析動線解析動線解析プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォームデータ検索・配信機能 ・視覚化手順書

「「「「都市空間都市空間都市空間都市空間におけるにおけるにおけるにおける動線解析動線解析動線解析動線解析プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム」」」」基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方データ加工機能・経路検索・座標変換・マップマッチング等人の時空間データ（データ蓄積機能）プラットフォームで定義した統一的なデータ構造・形式
データ登録機能GPS観測データ

パーソントリップ調査等のアンケートによる人の移動情報
 17:25 区画単位の人数データ △△駅7時35分□□駅7時02分 ××駅7時15分・起終点情報・出発／到着時刻ＡＰＩ処理データの取得登録登録登録登録データデータデータデータ形式形式形式形式 データデータデータデータ利用利用利用利用【【【【データデータデータデータ加工加工加工加工サービスサービスサービスサービス】】】】

・「人の移動調査」に係る調査手法・「リアルタイム広域流動調査」実施計画（仮想シナリオ）
【【【【データデータデータデータ配信配信配信配信サービスサービスサービスサービス】】】】

任意に視覚化
 

データの検索・範囲、時間帯・属性 等検索範囲の人の移動データ取得 ファイルで取得操作マニュアル
ＡＰＩ仕様書

 

研究成果のまとめ 
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年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 108 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分 1. 人の動線解析技術に関する研究    約 36 ［百万円］ 2. 四次元 GISのプラットフォームの開発    約 48 ［百万円］ 3. 効率的なデータ取得手法の検討    約 24 ［百万円］ 
    

○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

近年の動的情報へのニーズから、多様な主体が人の動きに関わるデータを保有するこ

とが考えられるが、それらのデータを、汎用的な基盤上で集約することにより、データ

の付加価値が与えられる。例えば、災害時等において、迅速かつ有効に対策をとること

が可能となること等が考えられる。本研究で開発したプラットフォームは、情報集約に

貢献することができ、その意義は大きいものである。 

また、個別の機能開発の成果（動線データの加工機能等）としても、利活用されるレ

ベルにあると認識しており、その機能を APIとして公開しているため、他のシステムに

おいても、単独で利用することができる。そのため、今後の動線解析の普及・発展の効

率化に寄与することが確実視される。当然のことながら、これらの機能に対しても、マ

ニュアル化しており、その導入は困難なものではない。 

    

    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

多数・多様な動線データについて、ITを活用した取得方法と、取得した動線データの

活用を検討することにより、インフラの計画・設計や防災対策など広範囲な用途への適

用の高度化が期待され、本研究で開発したプラットフォームの有用性が向上すると考え

られる。 

今後、データ取得方法に対して、動線データとして必要な項目と ITにより取得可能な

動線データ項目、ITによるデータ取得の特性・可能性を総合的に整理・検証することが

必要となる。また、技術面に加えて、IT導入に伴う調査上の制約、インフラ整備や機器

の設置・回収方法、運用を含むコスト、制度（個人情報保護、セキュリティ等）の検討

も重要であろう。さらに、データ利用に関して、ITを活用して取得した電子的動線デー

タが、従来のアンケート集計と比べ新たなデータを含むことや電子的情報であることか

ら、制度上の課題等を明確にし、データを必要とする国、地方公共団体等が利活用する

ための環境を整理し、個人の特定を避けるためのデータ項目の設定、データ交換用フォ

ーマット等の検討を行うことにより、災害対策、バリアフリー対応、地下街やペデスト

リアンデッキでの動態解析等に資することが期待される。 

動線解析技術の 基礎手法の検討 解析手法の拡張 プラットフォームの設計 プラットフォームの開発 プラットフォームの改良、マニュアル作成 既存調査の高度化検討 応用対象と計測 手法の整理 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考人の動線解析技術に関する研究 人の位置データの加工手法の開発 人の位置データの加工手法として、経路選択、マップマッチング、位置データ補正・補間等によるデータクレンジング手法を開発し、APIとして実装。 APIの公開により本手法の普及をはかり、様々なソースから入手される人の位置データのクレンジングへ適用。交通モード推定も含めた手法の拡張により、応用可能性の拡大。 ○人の位置データのデータ仕様を提案し、データ登録機能・加工機能・蓄積機能・検索配信機能から構成されるプラットフォームを開発。 多様な人の動きに関するデータを集約することが可能となり、交通、都市計画、防災、マーケティング等の多彩な分野への応用が可能。パーソントリップデータ等の既存調査データへの適用による有用性の検証。 今後の動態調査等の意義を説明するための有効例を提示。動線解析プラットフォームの基本的考え方、プラットフォームマニュアルを作成し、要請の高い視覚化に関して手順書を整備。 視覚化手順書に従った、他分野での適用事例の増加。各自治体で行っている交通行動調査への適用の拡大。効率的なデータ取得手法の検討 データ収集実験計画書の策定 適用分野に対するデータ取得手法を整理し、データ収集におけるデータ特性、概算コスト、効果を整理した実験計画書集を作成。 今後のデータ収集の際に、効率的に計画を策定し、その有効性の事前評価に活用可能。 ○

研究の成果目標研究課題名：四次元GISデータを活用した都市空間における動線解析技術の開発

動線解析プラットフォームの開発
◎

四次元GISのプラットフォームの開発

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：歴史的文化的価値歴史的文化的価値歴史的文化的価値歴史的文化的価値をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた高齢建造物高齢建造物高齢建造物高齢建造物のののの    

合理的合理的合理的合理的なななな再生再生再生再生・・・・活用技術活用技術活用技術活用技術のののの開発開発開発開発（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））    

 

プロジェクトリーダー名：総合技術政策研究センター 建設経済研究室 

(前)室長 木内望 

 

技 術 政 策 課 題：5)環境と調和した社会の実現 

(8)美しく良好な環境の保全と創造 

 

サ ブ テ ー マ：(3)住環境・都市環境の改善と都市構造の再構築 

 

関 係 研 究 部：総合技術政策研究センター、住宅研究部 

 

研 究 期 間：平成 17年度 ～ 平成 19年度 

 

総 研 究 費：約 66.6百万円 

 

コ ア：－  

 

大 枠 テ ー マ 名：景観の保全と創造 

大 分 類：地域の社会背景ごとの良好な景観保全・創出 

中 分 類：歴史的・文化的景観 

小 分 類：－ 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 

古くからの都市や町の旧市街地には、大正時代や昭和初期に建てられた官公庁施設

等の公共建築が存在することが多く、これらの建物は、地域景観の形成や豊かなまち

づくり、地域活性化の拠点となりうる価値を秘めている。国土の美しさおよび国民生

活の真の豊かさを向上する観点から、こうした建築物の保存・再生の必要性は高く、

官庁営繕をはじめとする国の事業においても取り組んでいるところである。 

しかしながらこれまでの取り組みの多くは、特定の大規模な建築物を対象にした、

個別プロジェクト単位での保存・再生手法の検討にとどまっており、今後の対象とな

る中小規模の建築物に際しては、共通的な技術開発課題を抽出・整理した上で、こう

した課題に対応する技術開発を一元的に実施し、適切な改修を支援する必要がある。 

本課題では、歴史的文化的価値を有する建築物について、その保全・再生・活用に

あたり必要となる社会的価値や安全性の評価、現行の基準に適合した安全性の確保、

劣化部材の修復等に関して共通の技術開発を行い、その価値に応じた適切な手段・費

用により歴史的建築物の活用を促し、それらを核とした地域づくりの推進に資する。 

 

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

築 50年以上の鉄筋コンクリート造の公共建築物を主対象に、歴史的・文化的価値の

保全と合理的なコストを整合させた改修を支援するため、下記の技術開発に取り組む。 

(1) 歴史的文化的建築物の再生・活用手法を検討する上で前提となる、それらの社会的

価値（便益・外部効果）を客観的に評価する手法の開発。 

(2) 歴史的・文化的価値を損なわない補強・修復構工法の技術メニューの作成と、価値に

応じた修復技術の選択手法の開発など、建築物の有する歴史的・文化的価値に対応し

た適切な再生・活用の実現を支援するための、プロセスの標準化に関する技術開発。 

(3) 公共工事において、現代においては一般的ではない地場材料や技能を調達する必要性

がある場合の、調達手法についての検討。 

資料資料資料資料３３３３－－－－５５５５    
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３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    

(1) 歴史的建築物の価値評価手法の開発については、規模・用途・立地の異なる３事

例を対象に、CVM＋AHP による保存手法・評価構造を踏まえた計測や、コンジ

ョイント分析による保存手法・改修後用途・周辺まちづくりの３要素にににに分解した

計測等を検討した。これにより、研究蓄積の少ない歴史的建築物を対象に、計測

結果等のデータを蓄積したことと、価値の定まり難い小・中規模の歴史的建築物

の保存を検討する際に、復元保存・部分保存等の各手法で保存される価値を CVM

＋AHPにより比較できることを示したこと、等から研究の目的は達成された。 

(2) 技術選択にあたっての標準プロセスの開発の内、補強・修復構工法の技術メニュ

ーの作成については、一般的な建築物の補強・修復技術及び新機能付加に係る改

修技術も含めて、歴史的建築物に適用する場合の適切性について具体の適用事例

の事後評価を行い、参照資料としての蓄積を図った。また、建築物の有する歴史

的・文化的価値に応じた修復技術の選択手法については、計画から施工に至る事

業の過程において、進捗の状況に応じて技術選択にあたっての手順や考慮すべき

事項等をまとめた。これらにより、価値の保全と合理的なコストが整合した修復

を行うための「標準プロセス」を明確化したことから、研究の目的は達成された。 

(3) 公共発注を前提とした確保困難な技能の調達手法の検討については、現行の制度

下で技術評価を行うことのできる技能調達手法に基づいて、調達実現性の確認を

行い、実用化する上での情報基盤の整備などの政策的課題を明確化した。今後は、

受注者側の視点からの実用に向けた課題について調査を行う必要がある。これに

より、研究の目的は概ね達せられた。 

以上により全体として、歴史的・文化的価値の保全と合理的なコストの整合した改修

を支援するという、本研究課題の研究目標を達成したと考える。 

    

○○○○成果成果成果成果のののの活用方針活用方針活用方針活用方針    

(1) 歴史的建築物の価値評価手法については、平成 19年度末に官庁営繕の一般的な事

業評価手法が見直され、B/C による金銭主体の評価から転換している。そこで、

新手法との関係を整理した後に、歴史的価値の保存の評価に CVM 等を適用する

場合の方法論について、現場職員向けの解説書を作成し普及につとめる予定。 

(2) 建築物の歴史的・文化的価値に応じた修復技術選択の「標準プロセス」と、そ

の過程で参照される技術情報については、現場職員による活用を想定した解説

書を作成することにより、その普及につとめる予定。 

(3) 確保困難な技能の調達手法については、これまでに行った発注者側の可能性検

討に加えて、受注者側の状況など実用に向けて必要となる事柄について、平成

20年度中に引き続き調査・検討を続ける予定。 

他に、アニュアルレポートへの紹介記事を掲載済で、学会大会及び国際シンポジウム

での論文発表予定、プロジェクト研究報告書発刊後に国総研出前講座へも登録予定。 

    

○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

●研究の実施体制 

官庁営繕部や、文化庁文化財部建造物課、独立行政法人建築研究所や大学の研究者
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などと適宜協力して進めた。特に

最終年度の検討にあたり、「歴史

的公共建築物の再生・活用に関す

る勉強会」を組織し、意見を取り

入れつつ進めた。 

また、ケーススタディの実施に

ついては、事業化された場合に実

施主体となる地方整備局営繕部

や地方自治体、管理主体である地

方気象台や地元大学研究者と随時意見交換を行いながら進めた。 

以上により、専門家による最新の研究成果の反映と、現場の実務的課題の考慮を図

りつつ研究を進められた。ケーススタディを通じて、地方整備局・自治体に対して知

見の提供を行いつつ進めることもでき、この実施体制は効果を上げたと考えられる。 

 

●研究の実施方法 

(1)(1)(1)(1)歴史的建築物歴史的建築物歴史的建築物歴史的建築物のののの価値評価手法価値評価手法価値評価手法価値評価手法のののの開発開発開発開発    

歴史的建造物の再生・活用、殊に価値の定まり難い小・中規模の公共建築の検

討に際しては、復元保存や部分保存等の改修手法がある中で、その価値との見合い

で、どの程度の費用をかけてどこまで修復するのかという問題がある。こうした環

境価値の計測手法としては、CVMやコンジョイントといった表明選好法（アンケ

ート）による手法が存在し、公共事業においても河川環境や公園整備などの便益を

事前に計測するのに用いられているが、歴史的建築物を対象とした事例はほとんど

ない。本研究では、こうした手法の歴史的建築物の価値評価への適用性を検討した。 

公共事業評価における CVM等手法の扱いや関連研究の状況等を踏まえた上で、

「横浜税関本関庁舎」「松山地方気象台」「梅津会館」という評価段階や規模の異な

る３つの公共建築物を対象として試評価を行った。改修後の用途がほぼ確定してい

る前２者については、CVM に AHP を組み合わせて保存手法と価値評価構造を踏

まえた計測の手順を検討し、実際の調査結果を検証することで、復元保存・部分保

存等の各改修手法で保存される価値を比較できることがわかった。改修後の用途が

未定で周辺のまちづくりとの関連も想定される後者については、保存手法・改修後

用途・周辺まちづくりを要素としたコンジョイント分析を行う場合の、実用化のた

めの課題を明らかにした。これらにより、研究蓄積の少ない歴史的建築物を対象に

価値のある研究データを蓄積できた。 

なお、「横浜税関本関庁舎」の評価については、関東地方整備局事業評価監視委

員会の平成 18年度第 2回委員会における「歴史的建造物を保存する場合の B/Cの

考え方を検討」すべきとの指摘への、同局の対応に対する技術協力を兼ねて行った。 

(2)(2)(2)(2)技術選択技術選択技術選択技術選択にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての標準標準標準標準プロセスプロセスプロセスプロセスのののの開発開発開発開発    

既存ストックの有効活用に対する認識の向上と技術開発の進展により、歴史的

建築物の修復や改修に際しても活用できる耐震改修・機能向上・意匠復元等の技術

や活用事例が多様化している。また古い建物の修復・改修に際しては、実施段階に

おいてその計画段階で想定できなかった事態が露見し、何らかの計画の修正を迫ら

れることが普通である。こうしたことから本研究では、既存技術・活用事例を評価

国総研国総研国総研国総研総政センター住宅研究部 検討会検討会検討会検討会

�国交省営繕部国交省営繕部国交省営繕部国交省営繕部
�文化庁建造物課文化庁建造物課文化庁建造物課文化庁建造物課
�大学研究者大学研究者大学研究者大学研究者
�独法独法独法独法 建築研究所建築研究所建築研究所建築研究所

ケースケースケースケース

スタディスタディスタディスタディ

�国交省地方整備局国交省地方整備局国交省地方整備局国交省地方整備局
�地方気象台地方気象台地方気象台地方気象台（（（（気象庁気象庁気象庁気象庁））））
�地方地方地方地方自治体自治体自治体自治体
�地元大学地元大学地元大学地元大学研究者研究者研究者研究者
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した上で利便性・価値の保全・費用等の観点からその技術や手法を採択する標準的

な選択プロセスについて、既存事例を検討して整理し、そこで参考にされる技術情

報のアーカイブ化と併せて手引書の形でまとめることとした。 

函館市「旧末広町分庁舎」改修工事を対象として、計画段階については基本計

画から基本設計策定に至る検討過程の各段階で扱った情報を事業報告書より抽出

し、事業実施段階については骨格となる事業フローと検討項目を工事打合せ記録簿

の協議内容から抽出して各進捗段階での技術選定の絞り込み過程を把握した。他事

例の修復工事記録等の検討も踏まえ、これを一般的な事業フローとして整理し、「標

準プロセス」と定義して、担当職員が活用することを目的として、各段階において

検討・決定が必要な事項と必要な情報資源等を、チェックシートとして整理した。 

技術情報のアーカイブ化については、以下の観点で情報収集を行い、それらの

情報を「標準プロセス」のどの段階で参照するかに対応して整理した。 

① 登録文化財級の歴史的 RC建造物の抽出整理とそれぞれの建造物に供される技

術、技法、意匠の共通要素 

② 建築物の残存耐力の評価手法と歴史的建築物への適用性を加味した補強技術 

③ 情報化、ユニバーサルデザインに対応した新機能付加の事例集の整理 

上記検討結果をもとに、計画段階として「梅津会館」、実施段階として「松山地

方気象台庁舎」をケーススタディ対象に、「標準プロセス」の妥当性を検証した。 

(3)(3)(3)(3)確保困難確保困難確保困難確保困難なななな技能技能技能技能のののの調達手法調達手法調達手法調達手法のののの検討検討検討検討    

歴史的建築物の保全・再生に供される、今日では一般的ではなくなった調達困

難な技能を調達する上の困難点として、技能保有者の希少性ばかりではなく、公共

調達手法の面での難しさが指摘される。修復方法等の検討委員会等により個別的な

要求水準を設定し、業者選定を含めて発注条件に反映させる等の取り組みがなされ

た事例はあるが、現在の技能水準を表示する技能士等の資格によって求めるべき技

能水準を公示することが容易ではなく、公平性の担保の面からも困難を伴う。本研

究では、補強・修復に用いる材料・技能の公共調達手法のあり方を検討した。 

各種工事記録から、歴史的建築物の典型的な修復部位について、修復保全のグ

レードと、当該工事で措置された職人に対する要求事項との関係から、発注仕様と

して記載すべき項目と内容を整理した。発注の手法の検討は、価格に加えて技術力

等を競争項目とした入札方式である「総合評価方式」の利用を想定して、当該方式

で求められる評価項目に、技能選定に係る公示方法の例を検討し、取りまとめた。 

具体的な例によって、調達の可能性があるかについては、「松山地方気象台庁舎」

の改修（案）を仕様として、各種工事の技能水準の設定と、参加要件を満たす業者

数等について調査を行い、本手法による調達の可能性を検証をした。 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 研究費配分 事例収集 CVM+AHP コンジョイント (1)歴史的建築物の価値評価手法の開発     計画段階 施工段階 ケーススタディ 歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再生・活用技術の開発（事項立て） (2)技術選択にあたっての標準プロセスの開発     約 63.1 
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発注者の視点 受注者の視点 歴史的建築物に供される確保困難な技能の調達手法の検討（基礎重点）   
  

約 3.5 研 究 費 31.1 19.9 14.1 1.5 約 66.6 

○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

平成 17年に施行された景観法では、市街地での良好な景観形成についての推進が盛

り込まれ、同時に都市再生モデル事業においても、歴史的価値を有するランドマーク

的な建築物の保存・改修に対する取り組みが各地で行われるようになった｡また，平成

20年には「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が成立し，地域に

おける歴史的風致の維持及び向上を図るため、主務大臣による基本方針の策定、市町

村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定制度の創設、当該認定に係る計画に基づ

く開発行為等についての関係法律の特例措置、都市計画における歴史的風致維持向上

地区計画の制度の創設等の措置を講ずるなどの規程が盛り込まれた．これにより、こ

れまで国宝や国の重要文化財に指定された建物の解体修理や修復などには国の補助が、

市町村の中に重点区域内にある未指定の建造物でも重要な役割を果たしているものに

ついては「歴史的風致形成建造物」として復原や修理、買収などを補助事業で行うこ

とができるようになった｡ 

こうした動きに対して、本研究課題の成果は、歴史的建造物の保存・改修に対する

地域社会の意識の醸成や合意形成といったソフト面での実現可能性のみならず、保

存・改修技術といったハード面での実現可能性の向上にも寄与するものであり、今後

の成果の普及により社会的意義を有すると考えられる｡ 

    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題    

ｲｲｲｲ))))    コンジョイントコンジョイントコンジョイントコンジョイント手法手法手法手法のののの実用化実用化実用化実用化にににに向向向向けたけたけたけた技術課題技術課題技術課題技術課題のののの検討検討検討検討    

歴史的建築物の価値評価手法の開発におけるコンジョイント手法の検討については、

本手法が様々な条件を設定できることから有力な手法の一つとして扱い、ケーススタ

ディにより実適用に向けた前提条件の整理を行った。しかしながら本手法は、統計処

理に当たって複雑な計算式を用いる必要があるなど、営繕事業や自治体の現場におい

て担当者がそのまま用いるには限界があり、本研究においても分析・処理・解釈にお

ける技術的課題の明確化を図るにとどまった。こうしたことから、研究成果を踏まえ

て引き続き簡便な手法の開発等の実用化に向けて検討が行われることが望まれる。 

ﾛﾛﾛﾛ))))    歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物のののの価値価値価値価値をををを生生生生かしたかしたかしたかした官庁営繕官庁営繕官庁営繕官庁営繕ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルのののの検討検討検討検討    

歴史的建築物の改修に関する官庁営繕事業については、財政制約の増大により停滞

がみられる状況にある。本課題を開発した価値評価手法もいわば潜在的な価値を計測

する手法であり、その大小もこうした状況に対しては必ずしも意味をもたない。そこ

で、例えば PFI 等の手法を組み合わせて民間資金を導入するなどにより、こうした価

値を顕在化して歴史的建築物の改修とまちの活性化を進める手法の開発が望まれる。 

ﾊﾊﾊﾊ))))    歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物のののの保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用をををを生生生生かしたかしたかしたかしたまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり・・・・中心市街地活性化中心市街地活性化中心市街地活性化中心市街地活性化    

近年、地方都市における集約型の都市構造の実現が、都市政策上の重要課題となっ

ている。そのため、その中心部において魅力と賑わいのある中心市街地の再整備が求

められており、歴史的建築物の活用が果たす役割が大きい。本課題では、基本的には

単体建築の保全・活用を対象として技術開発をおこなったが、こうした事業をまちづ

くりに積極的につなげる手法の検討が望まれる。 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究課題名：歴史的文化的価値を踏まえた高齢建造物の合理的な再生・活用技術の開発 （プロジェクト研究）研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考　CVM＋AHPにより保存手法・評価構造を踏まえて計測する手法については、２事例でケーススタディを行い、復元保存・部分保存等の各手法で保存される価値をこの方法により比較し、改修手法の検討の参考とできることを示した　コンジョイント分析により、保存手法・改修後用途・周辺まちづくりの３要素に分解して計測する手法については、１事例のケーススタディを試み、実適用に向けた前提条件の整理を行ったが、なお分析・処理・解釈における技術的課題が残った。　以上により、研究事例の少ない歴史的建築物の価値評価に関して、３つの事例を対象に、CVM+AHPとコンジョイントという２手法を試行し、研究データを蓄積した。

平成19年度末に官庁営繕の事業評価手法の見直しがあり、B/Cによる金銭を主体とした評価から転換している。そこで、この新手法との関係を整理した後に、歴史的建造物の価値評価にCVM等を適用する場合の方法論について、現場職員向けの解説書を作成し、その普及につとめる予定。 ◎
価値に応じた修復技術の選択手法 　計画から施工に至る事業の過程において、進捗の段階に応じて技術選択にあたっての手順や考慮すべき事項等をまとめた。 ○補強・修復構工法の技術メニューの作成 　一般的な建築物の補強・修復技術及び新機能付加に係る改修技術も含めて、歴史的建築物に適用する場合の適切性について具体の適用事例の事後評価を行い、参照資料としての蓄積を図った。 ○　現行の制度下で技術評価を行うことのできる技能調達手法に基づいて、調達実現性の確認を行い、実用化する上での情報基盤の整備などの政策的課題を明確化した。 これまでに行った発注者側の可能性検討に加えて、受注者側の状況など実用に向けて必要となる事柄について、平成20年度中に引き続き調査・検討の予定。 △

技術選択にあたっての標準プロセスの開発
歴史的建築物の価値評価手法の開発

確保困難な技能の調達手法の検討
建築物の歴史的・文化的価値に応じた修復技術選択の「標準プロセス」と、その過程で参照される技術情報については、現場職員による活用を想定した解説書を作成することにより、その普及につとめる予定。

研究の成果目標

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会にににに対応対応対応対応したしたしたした郊外住宅地等郊外住宅地等郊外住宅地等郊外住宅地等のののの再生再生再生再生・・・・再編再編再編再編手法手法手法手法のののの開発開発開発開発            

                        （（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：住宅研究部長  松本 浩 技 術 政 策 課 題：３）住環境・都市環境の改善と都市構造の再構築 サ ブ テ ー マ ： 関 係 研 究 部 ：住宅研究部、都市研究部 研 究 期 間：平成１７年度 ～ 平成１９年度 総 研 究 費：約９７百万円 コ ア：－  大 枠 テ ー マ 名 ：健全な生活環境の構築   大 分 類：暮らしやすいまちの環境づくり、暮らしやすい住まいの環境づくり   中 分 類：持続可能性、良好な居住環境形成   小 分 類：人口減少社会に対応した都市の再構築、住宅地の再生・再編 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要  わが国の都市の多くは、居住地等の外延的拡張（スプロール）により成長を続けてきたが、本格的な人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、開発から時間の経過した大都市の郊外住宅地や地方都市の戸建住宅地（以下、郊外住宅地等という。）においては、今後、世帯規模の縮小や空き地・空き家の増加が深刻化することが必至である。郊外住宅地等における大量の空き地・空き家の発生は、防犯性の低下や雑草の繁茂等による生活衛生環境の悪化のみならず、居住者の減少による商業施設の徹底や公共バスサービスの縮小、コミュニティの低下などによる地域の衰退につながり、地域住民にとっては、生活の質（QOL）の低下、行政にとっては、対策コスト（行政コスト）の増大等による財政事情の悪化が懸念される。こうした状況において、衰退が懸念される郊外住宅地等の計画的かつ合理的な再生・再編を誘導していくことは、人口減少社会における住宅・都市政策上の大きな課題になると考えられる。しかし、郊外住宅地等の再生手法や再生・再編の効果（費用便益）の評価手法については、制度的又は技術的手法が確立していない。  こうした認識に基づき、本研究では、郊外住宅地等の再生手法及び再生・再編の効果（費用便益）の評価手法等の開発を目的とし、次の研究を総合的に実施した。 【テーマ１】：都市（マクロ）レベルでの研究として、①都市全域における地区単位別の人口・世帯   の予測手法の開発、②人口・世帯の空間分布構造の変化に伴う将来行政コストの予測手法の開発 【テーマ２】：住宅地（ミクロ）レベルでの研究として、③郊外住宅地等の空き地・空き家の発生予  測手法の開発、④空き地・空き家を活用した郊外住宅地等の再生手法の開発、⑤再生の費用便益の  評価手法の開発      
２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的     上記【テーマ２】の研究を実施することにより、地域住民が住宅地の将来像や再生の効果を客観的に評価した上で、地域住民が主体となって再生を実施するための技術的支援ツールを提供する。また、【テーマ１】の研究を実施することにより、地方公共団体が将来行政コストの観点から郊外住宅地等の再生の効果を客観的に評価し、郊外住宅地等の再生を支援する公益性を構築する判断材料やその技術的支援ツールを提供する。  これらを通じて、地域住民の主体による住宅地の再生を誘導し、郊外住宅地等の衰退が放置されることにより発生する社会的コスト（行政コスト及び住民負担コスト）の軽減に資することを目的とする。 

 
資料資料資料資料３３３３－－－－６６６６    
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３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    大都市の郊外都市や地方都市の多くでは、居住地等の郊外への拡大が今なお続いているが、こうした都市構造において、今後本格的な人口・世帯減少社会を迎える中で、都市全域において必要となる将来行政コストの推計手法を開発した。これにより、人口分布（居住地）の低密度化の一方での郊外化の進展や人口の高齢化等の進展が将来行政コストに及ぼす影響について予測することが可能となった。 また、空き地・空き家の大量発生による衰退が懸念される郊外戸建住宅地について、地域住民の主体による再生の支援制度を提案するとともに、再生した場合の費用便益の推計手法を開発した。これにより、再生計画を立案し、再生が実現した場合の行政及び地域住民にとっての効果を客観的に評価することが可能となった。 いずれも前例のない研究課題であり、手法検討に試行錯誤を重ねたこと、分析に必要となるデータの入手が困難であったことなどから、モデルスタディは限られた都市や住宅地での実施に留まったが、理論的な方法論を確立できたことから、当初の目標は達成されたと考える。 さらに、郊外団地型マンションについて、建替えや多様な改修をミックスさせて再生する法制度を検討し、区分所有法の改正案や団地再生円滑化法案のスキーム提案を行った。 
    

○○○○成果成果成果成果    郊外戸建て住宅地の再生に向けて、地域住民が主体的に作成した再生計画を行政に提案し、その再生の効果（費用便益）を行政が客観的に評価し、地域住民の取組みを支援する仕組み「郊外住宅地再生計画提案制度」（下図参照）を提案した。また、こうした制度を運用するための技術的ツールとして、地方公共団体向けの「都市全域の将来行政コスト推計マニュアル」、地域住民及び地方公共団体向けの「郊外住宅地等の再生の費用便益評価マニュアル」の案を作成した。これらのマニュアル案は、今後さらに精査し、本年度内の公表を予定している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【郊外住宅地再生計画提案制度の枠組み】 

「都市全域の将来行政コスト推計マニュアル」の作成・公表 

「郊外住宅地等の再生の費用便益評価（地域住民編・行政編）マニュアル」の作成・公表 

１．都市全域の将来行政コストの推計 ○地区別の将来人口・世帯推計等に基づき将来行政コストの計測・評価を行い、今後の住宅地の立地方針等を決定  
計画作成の誘導等 ＜地域住民＞ ２．再生計画の作成 ○再生を支援する民間事業者や NPO等の協力を得て再生計画を作成 ○合意形成の一環として再生を実施しない場合の住宅地の将来像、再生による地域住民にとっての便益を提示 ３．再生の便益の計測・評価 ○地域住民から提案された再生計画が実現した場合の行政にとっての便益を計測し、再生計画を評価  ４．再生の実施 
再生計画の提案 

想定される便益を踏まえて再生を支援 （まちづくり交付金、地域住宅交付金の活用等） 

＜地方公共団体（行政）＞ 対象住宅地等の立地等を考慮して 

費用便益比を設定し、支援額を決定 
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また、郊外団地型マンションについて、建替えや減築を含む多様な改修をミックスさせて再生する法制度を検討し制度提案（区分所有法の改正案、団地再生円滑化法案の提案）した。本提案を踏まえ、制度化を視野に入れつつ検討を発展的に継続している（内閣府の規制改革会議の方針を受けての検討）。 なお、本研究開発の成果の概要については参考資料１、参考資料２を、成果の公表状況については参考資料３を、それぞれ参照されたい。 
 

○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

●研究の実施体制 研究の実施にあたっては、学識経験者、実務家等からなる検討ＷＧを設置して、郊外住宅地の実態調査や再生手法等について検討を進めるとともに、具体の地方公共団体や住宅地の自治会の協力を得てモデルスタディを実施し、理論的知見の実際のフィールドへの応用を図りながら手法開発を行った。理論的手法の検討と実際のフィールドへのその適用とを一体的に行うことにより、研究を効率的に進め、効果的な成果を得られたことから、研究開発の実施体制は妥当であったと評価している。 なお、研究全般にわたって、国土交通本省の関係局・課と意見・情報交換等の連携を図りながら、国総研内では、住宅研究部と都市研究部が緊密に連携して研究を実施した。 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研究の実施方法  研究の実施にあたって、まずは全国から様々な特徴を持った都市（仙台市、茨城県日立市、埼玉県鳩山町、千葉県木更津市、福井市、岐阜県多治見市・可児市、兵庫県三田市、奈良県榛原町（現宇陀市）、福岡県宗像市の 10市町）を抽出し、大学研究室の協力を得て、郊外住宅地等の実態調査及び空き地・空き家所有者の実態・意向調査を行い、郊外住宅地の抱えている課題の整理と対策についての基礎的検討を行った。  ついで、これらの都市の中から郊外化の進展の度合いと関連データの入手可能性の観点から、大都市の郊外都市として千葉県木更津市、地方都市として福井市を選定して、各担当部局から

国土技術政策総合研究所 
住宅研究部 

都市研究部 

【大学研究室等】 ・(社)都市住宅学会 ・東北大学 ・筑波大学 ・福井大学 ・名城大学 ・椙山女学園大学 ・奈良女子大学 ・武庫川女子大学 ・九州大学 【有識者】 ・大学研究者 ・学識経験者 ・実務家 【国土交通本省】 ・住宅局市街地建築課 ・住宅局住宅総合整備課 ・都市・地域整備局都市計画課 ・土地・水資源局土地政策課 
連携 

調査 協力 【地方公共団体】 ・千葉県木更津市 ・福井市 【自治会】 ＳＯ団地自治会 【地方公共団体】 ・仙台市 ・茨城県日立市 ・埼玉県鳩山町 ・岐阜県多治見市 ・岐阜県可児市 ・兵庫県三田市 ・奈良県榛原町 ・福岡県宗像市 調査 協力 

データ提供 意見交換 
調査検討ＷＧ モデルスタディ 

意見交換 
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各種データ提供の協力を得て、モデルタディを実施しながら、地区単位別の人口・世帯予測及び都市全域における将来行政コストの推計手法を開発した。 また、郊外住宅地等（戸建住宅地）の具体的な再生手法について、学識経験者、実務家等からなる調査検討ＷＧを設置して検討を行うとともに、木更津市の具体の住宅地を対象とし、ＷＧで検討した手法の応用に係るモデルスタディとして、地域住民や自治会の再生に係る意向を反映した再生計画を作成した。これを踏まえ、再生の費用・便益評価手法について理論的検討及び作成した再生計画に基づく費用便益評価のモデルスタディを実施した。  
年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約９７ ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分   都市域における地区単位別の人口・世帯の予測手法の開発        ① 人口・世帯の空間分布構造の変化に伴う都市全域での将来行政コストの推計手法の開発    

約４４ ［百万円］ 
 郊外住宅地等の空き地・空き家の発生予測手法の開発       郊外戸建て住宅地等の再生・再編手法の開発       郊外団地型マンションの再生手法の開発    
  

② 
再生の費用便益の評価手法の開発    

約５３ ［百万円］ 
    

○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    人口・世帯減少社会の本格的な到来が予想されている中で、開発から時間の経過した郊外住宅地等においては、初期に入居した居住者の高齢化が一斉に進行することなどに伴い、今後、世帯規模の縮小や空き地・空き家の大量発生による住宅地の衰退が全国的に深刻化することは必至である。人口・世帯減少社会における住まい・まちづくり政策の方向性を打ち出し、人口・世帯減少社会に

データ整備 行政コスト推計手法の開発・推計のモデルスタディ 行政コスト推計 マニュアル案の検討 
予測手法の開発 
予測手法の開発 郊外住宅地の実態調査、空地・空家所有者の実態意向調査 再生手法の検討 居住者の実態意向調査 モデルスタディ による再生計画作成マニュアル案の検討 再生手法の検討 減築工法の評価 再生の費用便益評価手法の開発、 マニュアル案の検討 
減築の事業性評価手法の検討 再生効果の整理 
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ふさわしい良好な居住環境の確保を図っていくことは国土交通省の使命であるが、対策が遅れれば遅れるほど問題の質と量がともに深刻化し、対策に係るコストが増大する。 こうした社会的要請を踏まえ、本研究は、人口減少下における都市全域の行政コストの推計手法、郊外住宅地等の再生手法及び再生の費用便益の評価手法に関する技術的な開発を行うことにより、衰退した郊外住宅地等が放置されることにより発生する社会的コスト及び将来の公的介入による衰退住宅地の除去コストの軽減を図ることを目的とするものであり、国土交通省の研究所が実施すべき、時宜を得た社会的・経済的意義のある研究であったと評価できる。また、原単位を収集又は開発し、これまで手法が確立していなかった将来行政コストの予測手法及び再生の費用便益の評価手法の方法論を確立できたことから、科学的・技術的意義も大きい研究であったと評価できる。 郊外住宅地等の再生にあたっては、地方公共団体の財政事情等に鑑みれば全ての住宅地を手厚い公的介入で再生を図ることは現時点においては実際的ではない。一方、昨今、住まい・まちづくり分野では、地域住民の参画や協働が特に重視されていることなどから、地域住民の主体による再生が可能な時期に、行政が一定の支援を行うことにより再生が実現し、かつそのために必要な社会的コストが行政が支援を行わないため発生する社会的コストよりも小さいのであれば、そのような行政支援は正当化されると考えられる。 こうした認識に基づき、本研究においては、「地域住民の主体的取組みによる再生が可能な時期に、それを行政が後押しすることにより郊外住宅地等の再生を誘導・促進すること」を基本スタンスとし、地域住民が住宅地の将来像や再生の効果を客観的に評価した上で再生を円滑に実施することができる技術的支援ツールの開発、及び、地方公共団体が将来行政コストの観点から郊外住宅地等の再生の効果を客観的に評価し、郊外住宅地等の再生を支援する公益性を構築するための判断基準や支援ツールの開発を目標としたものであり、実際的で妥当な開発目標であったと評価する。 また、国土交通本省の住宅・土地行政においては、新規開発住宅地を主な対象とし、地域住民によるエリアマネジメントの普及・推進を目的とした「エリアマネジメント推進マニュアル」の作成・公表（平成 20年 4月）や、空き家再生等推進事業の創設（平成 20年度）等の取組みが行われている。また、都市計画行政においても、線引き制度に係る都市計画法の改正等を視野に入れて、行政コスト分析への関心が高まりつつある。本研究はこれらの関連施策に係る取組みと緊密に連携して実施したものであり、政策支援研究としての点からも、妥当な研究開発であったと評価できる。 
    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    本研究成果を活用して、多様な再生計画に基づく費用便益の推計事例が蓄積され、郊外住宅地等の再生が実現されることを期待している。このため、国土交通本省及び地方公共団体等に対し、提案している「郊外住宅地再生計画提案制度」に係る情報提供を図るとともに、その技術的ツールである「都市全域の将来行政コスト推計マニュアル」及び「郊外住宅地等の再生の費用便益評価マニュアル」を精査し、できる限り速やかに公表する予定である。 また、郊外団地型マンションの再生について、本研究での制度提案を踏まえ、制度化に向けた情報発信及び発展的検討を継続していく予定である。 一方、本研究では、郊外化等による将来の行政コスト予測手法、個々の郊外住宅地等を再生した場合の費用便益の評価手法を開発することができたが、個々の住宅地の再生等を通じて、都市全体の構造（居住地立地）を再編していく手法開発については残された課題である。このため、平成 20年度から、事項立て研究「人口減少期における都市・地域の将来像アセスメントの研究」（H20～
H22）を開始し、拡散型の都市構造を集約型都市構造へと再生・再編するための施策評価手法を開発することとし、評価手法の柱の一つとして本研究の成果を発展させ、活用する予定である。 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用 様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考都市域における地区単位別の人口・世帯の予測手法の開発 平成7年、12年、17年の国勢調査データをもとに、町丁目を基本とする単位地区別の平成37年までの人口・世帯の推計手法を開発。木更津市、福井市をモデルとして手法を提示。 ◎市全域における将来の行政コスト（維持管理費用）の推計手法を開発。木更津市、福井市をモデルとして手法を提示。行政コストのうち、市街地の拡散に伴う移動及び輸送コスト増加を民間事業者が負担している項目については将来のコスト増加を予測するロジックモデルを構築。郊外戸建て住宅地の立地や住環境等の物的属性と空き地・空き家の発生状況の実態調査、空き地・空き家所有者の実態・意向調査を実施し、空き地・空家の発生要因を分析・整理。木更津市のCI団地を対象とし、人口・世帯の推計結果、空き地・空き家所有者及び現居住者の意向等から、平成37年の空き地・空き家の発生量を予測する手法を提示。郊外住宅地等の空き地・空き家を有効活用して活動をしているＮＰＯ団体や住宅地の再生に係る様々な取組みを行っているＮＰＯ団体・企業等の活動内容について調査・整理。空き地・空き家を有効活用した郊外戸建住宅地の再生メニューを検討し、手法を提案。（なお、空き地・空き家を種地にして住宅地の街区割りや用途を再編する制度手法については、現時点では実際的ではないとの判断から課題の整理のみの実施となった。）木更津市のCI団地を対象とし、空き地・空き家所有者及び現居住者の意向等を踏まえ、自治会と意見交換をしながら、実際の再生シナリオを設定するとともに、再生計画（再生メニューの組み合わせ）を作成。また、地域住民による「郊外住宅地再生計画提案制度」を提案。木更津市のCI団地を対象とし、再生計画に基づく再生が実現された場合の行政及び地域住民それぞれにとての帰着便益をロジックモデルを用いて整理。便益を計測する理論式を検討するともに、原単位を収集・調査により設定し、木更津市のCI団地の再生計画をモデルとして、再生の費用及び便益の推計方法及び費用便益の評価手法を開発し提示。郊外団地型マンションについて、建替えや減築を含む多様な改修をミックスさせて再生する法制度を検討し,制度スキームを提案（区分所有法の改正案及び団地再生円滑化法案）。 提案制度の立法化を視野に入れつつ、より実際的な検討を継続していく予定。減築の効果について空き住戸を抱えたまま管理する場合と比較しながら、その費用便益の評価手法を開発し提案。既存の解体工法について、居住者が下層部に住んだまま上階の減築への適用可能性の観点から評価し、施工上の留意点を整理。

研究課題名：人口減少社会に対応した郊外住宅地等の再生・再編手法の開発 （プロジェクト研究）研究の成果目標
【テーマ２】空き地・空き家の発生予測手法、空き地・空き家を有効活用した郊外住宅地等の再生手法及び再生の費用便益の評価手法の開発

人口・世帯の空間分布構造の変化に伴う将来行政コストの予測手法の開発

郊外団地型マンションの再生手法の開発
再生の費用便益の評価手法の開発
郊外戸建て住宅地等の再生・再編手法の開発
郊外住宅地等の空き地・空き家の発生予測手法の開発

区分所有者間の合意形成の支援ツールとして活用。

○「郊外住宅地再生計画提案制度」の普及を図る。同制度の運用を図るため、「郊外住宅地等の再生の費用便益評価マニュアル」を作成し、公表を予定。＜マニュアルの内容＞・戸建住宅地の再生メニューや再生計画作成のノウハウの解説・再生計画の作成方法、作成プロセスの解説・再生計画が実現した場合の地域住民及び行政それぞれにとっての便益の計測手法の解説

参考資料１

参考資料2
○

【テーマ１】都市全域における地区単位別の人口・世帯の予測手法及び人口・世帯の空間分布構造の変化に伴う将来行政コストの予測手法の開発 ○「郊外住宅地再生計画提案制度」の普及を図る。同制度の運用を図るため、「都市全域の将来行政コスト推計マニュアル」を作成し、公表を予定。＜マニュアルの内容＞・地区別の将来人口・世帯数の推計手法とその解説・市全域の将来行政コストの推計手法とその解説 ○

○

○
◎

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：住宅住宅住宅住宅のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー性能向上支援技術性能向上支援技術性能向上支援技術性能向上支援技術にににに関関関関するするするする研究研究研究研究    

（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：建築新技術研究官  澤地孝男 技 術 政 策 課 題：１．持続可能な社会を支える美しい国土の形成 サ ブ テ ー マ：（２）地球環境への負荷の軽減 関 係 研 究 部：建築研究部、住宅研究部 研 究 期 間：平成１７年度 ～ 平成１９年度 総 研 究 費：約１３９百万円 コ ア：－ 大 枠 テ ー マ 名：   大 分 類：建築物等における安全・安心の確保   中 分 類：建築物等の質・安全性の確保   小 分 類：リスク要因ごとの対策（環境負荷）  
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
  京都議定書(平成 17年 2月発効予定)に係わる我が国の温暖化効果ガス排出削減目標の達成に向け、政府は地球温暖化対策推進大綱の本年度末までに見直して対策強化を図ろうとしている。国土交通省においても、環境行動計画において、＜ストック重視の住宅・建築物市場のグリーン化総合戦略の推進＞及び＜市場を活用した環境にやさしい住宅・建築物の普及促進＞を目標として掲げている。 
  二酸化炭素排出量統計によれば、民生部門家庭分野のエネルギー消費に起因する排出量は高い増加率を示し、わが国全体の排出量に占める比率も約１3％と大きなものである。建築物におけるエネルギー消費に起因する二酸化炭素排出による地球温暖化（環境への負荷）は生活の安全安心の観点から看過できない問題であり、従来は新築に重きの置かれてきた省エネルギー対策を本研究では既存住宅に拡張して研究開発を行なった。 
  新築及び既築の住宅を対象とした実効性の高い省エネルギー技術（居住時の二酸化炭素排出量の 50%削減達成を数値目標とする）を明らかにし、それらの最適な活用方法、それらを組み合わせた住宅・設備システムについて体系的に知見を整理した。 
  住宅におけるエネルギー用途は、暖冷房、給湯、照明、調理、家電機器使用であるが、それらを全体的に削減可能な「躯体設計技術」及び「設備機械技術」を研究対象とした。 
 技術の実効性確保のためには、地域の＜気象・環境条件＞や＜建物工法＞の特徴、＜家族形態やライフスタイル＞、＜経済条件＞等の要因を勘案することが不可欠であり、それら要因と省エネルギー効果の相関に関する、より確実な知見を実証実験、調査、理論計算によって得、国・自治体等の施策と住宅建設実務の高度化効率化に役立つ技術情報を整備した。 

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

 

 

資料資料資料資料３３３３－－－－７７７７    
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 約 4700 万戸とも言われる既存住宅の省エネ化が住宅全体からの二酸化炭素排出量削減に不可欠なことから、既存住宅の改修による省エネルギー性能向上も含め、以下の 4項目を目標とした。 新規事項立て研究「既存住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究」に関連して： ① 既存住宅を対象とした躯体断熱及び設備改修技術の簡易化 ② 既存住宅を対象とした省エネルギー性能診断技術の開発 その他の研究に関連して： ③ 居住者のライフスタイルに応じた省エネルギー設備計画の最適化技術の開発 ④ 住宅・建築のための新たな省エネルギー要素技術の開発（例：自然通風換気計画技術） 
 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    ① 既存住宅を対象とした躯体断熱及び設備改修技術の簡易化 実用性が期待できる種々の断熱改修工法を抽出し、研究専用住宅を設けた上で試験的に適用し、手間・費用・簡便性等の観点から評価した。設備については、給湯設備、換気・暖冷房設備、照明設備、太陽光発電の適用と採用設備の仕様による省エネルギー効果について実証実験を行なって評価資料を蓄積した。これらは断熱改修優遇税制告示及び解説書に活用され、今後の省エネルギー基準告示、実務者向けガイドラインの作成において活用される予定である。よって、当初の目標は達成し得たと言える。 ② 既存住宅を対象とした省エネルギー性能診断技術の開発  簡易診断技術については、断熱改修の実施例が蓄積されるとともにさらなる改良のなされることが期待されるが、当面の提案は作成し得た。ほぼ当初の目標は達成できたと言える。 ③ 居住者のライフスタイルに応じた省エネルギー設備計画の最適化技術の開発  種々の生活条件や気象条件下における暖冷房設備、給湯設備の実使用条件化での省エネルギー性能評価手法を構築し得た。当初の目標は達成できた。 ④ 住宅・建築のための新たな省エネルギー要素技術の開発（例：自然通風換気計画技術）  自然通風による冷房エネルギー削減効果を定量化し得た点で当初の目標は達成し得たと言える。  
○○○○成果成果成果成果     研究は４つの大課題から構成されるが、第一の課題であるところの「既存住宅の建物外皮と設備システムを対象とした省エネ改修新技術の開発」においては、20～25 年前に建設された在来木造住宅を模した研究用住宅を製作し、そこにおいて実用性が期待できる種々の断熱改修工法を試験的に適用して、手間・費用・簡便性等の観点から評価した。加えて実際の住宅を対象に断熱改修を行なって同様の観点から評価を蓄積した。また、冬期夏期における改修前後の室内温湿度環境を比較し、断熱改修による効果の定量化を行なった。研究成果は平成 20年 4月から施行されている断熱改修のための税制優遇制度に係る告示及び解説書の作成を通じて同施策に反映された。また、設備については、給湯設備、換気・暖冷房設備、照明設備、太陽光発電の適用と採用設備の仕様による省エネルギー効果について実証実験を行なって評価資料を蓄積した。これについては、平成 21年 4月から施行が予定されている建売住宅事業者を対象とした設備と躯体を合わせた省エネルギー性能評価制度（トップランナー制度）において活用される予定である。 第二の課題である「既存住宅のための現況診断及び改修工事の検証確認技術の開発」においては、残存図面等資料や目視によって安価に躯体や開口部の現状を判断する方法を提案する一方で、比較的安価な測定機(20 万円程度)を用いた部位毎の断熱性の実測方法を開発した。また、改修工事
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に伴う標準的コストの算出及び光熱費削減効果の推定法作成、立地及び居住者属性等与条件を勘案した改修技術メニューの組合せ提案作成については、施工実験、熱負荷計算、実証実験の結果を組み合わせて推定法とガイドラインの骨子を作成し得た。 第三の課題である「居住者のライフスタイルに応じた省エネルギー設備計画の最適化技術の開発」については、暖冷房設備及び給湯設備の実使用時におけるエネルギー効率を対象に、居住者の行動を模した実験住宅における実証実験及び人工気候室内における詳細な挙動計測を行って、種々の生活条件や気象条件下における評価手法を構築し得た。 第四の課題である「住宅・建築のための新たな省エネルギー要素技術の開発（主として自然通風換気計画技術）」については、戸建住宅及び集合住宅に作用する風圧を推定するために風洞実験を実施してデータベースを構築するとともに、窓等の開口を通過する気流量に関する既存の予測方法の精度を検証した上で、通風効果を考慮した熱負荷計算を実施することによって自然通風による冷房エネルギー削減効果を定量化し得た。 
    

    

○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

 

●研究の実施体制  独立行政法人建築研究所との共同研究、大学等他の研究機関、民間企業との情報交換等協力、国土交通省原局への協力及び情報交換を行ないつつ研究を実施した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研究の実施方法 

  下表のような大課題・中課題・小課題を構成して、研究を進めた。研究費は、断熱改修調査用の研究住宅の整備及び各種実験、設備性能の実証のための実験、に対して重点的に使用した。 
 

 

 

 

 

 

国総研 建築研究部（統括、断熱改修、通風） 住宅研究部（換気、照明） 建研 （躯体、暖冷房、給湯設備に係る実証実験、） 大学・その他の研究機関 （シミュレーション） 民間企業【電力、ガス、メーカー】 （実務者の立場からの意見助言） 国土交通省住宅局住宅生産課 
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年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） １７年度 １８年度 １９年度 研究費配分 ①既存住宅の建物外皮と設備システムを対象とした省エネ改修新技術の開発  1.建物外皮の断熱改修及び通風性能改善に係わる低コスト化・簡易化技術の開発   (1) 木造住宅の断熱改修技術の開発   (2) 鉄筋コンクリート造住宅の断熱改修技術の開発   (3) 開口部（窓・ドア）の断熱改修技術の開発  2.設備システムに係るエネルギー効率向上のための改修新技術   (1) 給湯設備及び配管等の改修技術の開発   (2) 全般換気設備及び暖冷房設備に係る改修技術の開発   (3) 照明設備及び太陽電池等に係る改修技術の開発  
 
 ②既存住宅のための現況診断及び改修工事の検証確認技術の開発  1.現況診断に係る新技術の開発  (1) 目視又は居住者等ヒアリングによる簡易検査法の開発  (2) 各種計測による診断手法の開発  2.住宅省エネ改修技術体系に関する施主・実務者向け情報提供等支援システムの整備  (1) 改修工事に伴う標準的コストの算出及び光熱費削減効果の推定法作成  (2) 立地及び居住者属性等与条件を勘案した改修技術メニューの組合せ提案作成   ③居住者のライフスタイルに応じた省エネルギー設備計画の最適化技術の開発 1.人間のエネルギー消費行動に関する実証実験 2.主要住宅設備及び機器類の特性に関する実験  ④住宅・建築のための新たな省エネルギー要素技術の開発（主として自然通風換気計画技術） 1.風洞模型実験による風圧係数測定及びデータベースの開発 2.実大建物モデルを用いた風洞実験 3.流体数値計算を用いた通風メカニズムの解析  

       約３５ 約１０ 約５    約２ 約６  約６       約２  約６   約７  約７    約１７ 約２５    約５  約４ 約２   
 

○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性     既存住宅が 4700万戸に及ぶ状況では既存住宅の断熱改修の促進（簡易化実現と中立情報の充実）が重要であることは論を待たないことから社会・経済的意義があり、また関係する目標の設定は妥当であったと言える。断熱時における防露性能の確保に係る解析及び実験においては基礎的かつ先進的な
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取り組みを行なった。また、設備機器の実働性能については、従来は見られなかった独創的な手法（模擬居住による実使用条件の再現）と既存の評価方法の応用を重ね合わせて、新たな知見を得ることができた。設備機器に関して得られた知見は各方面で活用されることが期待できる。 
    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 断熱改修については、今回の研究を契機に、また優遇税制の創設を契機に促進されることが期待でき、その促進によってより確実な技術情報が得られることと期待される。そうした現場からの情報を収集分析することで、また今回の研究で整備した手法を使用した研究をさらに進めることで、より実用性が高く、経済性の面でも優れた断熱改修工法や材料に関する研究を継続することが必要である。 設備の省エネルギー性能の評価についても、より広範な種類の設備を対象とした実験評価の取り組みを継続して行なう必要がある。 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考 (1) 木造住宅の断熱改修技術の開発 木造の実験住宅、および既存住宅を対象に各種の断熱・気密改修を行い、その施工性、コスト、また改修による断熱・気密性能、温熱環境の変化について実験・調査を実施した。改修は床・外壁・天井・屋根を対象とした。その成果として、各種の改修工法に係る有利な点や不利な点などを整理した。 平成20年度から断熱改修のための優遇税制が設立され、戸建住宅の断熱改修工事費用の一部に相当する金額が所得税または固定資産税から減税されるようになった。その税制に係る告示の策定及び解説書の作成に本研究成果が活かされている。 ◎ (2) 鉄筋コンクリート造住宅の断熱改修技術の開発 既存の鉄筋コンクリート造住宅を対象として、構造躯体による熱橋部分に対する手当なども配慮しながら各種の断熱・気密改修を行い、その効果について実験・調査を実施した。 戸建住宅のための断熱改修に係る知見と合わせて、省エネルギー改修のための設計施工ガイドラインを平成20年度末までに完成させ、講習会等を通じて知識の実務者への普及を図る。 ◎ (3) 開口部（窓・ドア）の断熱改修技術の開発 上記の実験・調査の際に併せて、窓・ドアの改修も実施し、ガラスだけの交換からサッシ全体の交換、二重窓化などのメニューを行い、それぞれの効果を確認した。 省エネルギー改修のための設計施工ガイドラインを平成20年度末までに完成させ、講習会等を通じて知識の実務者への普及を図る。 ◎ (1) 給湯設備及び配管等の改修技術の開発 省エネルギー効果の期待される給湯関連設備（ヒートポンプ式電気給湯機、太陽熱給湯設備、燃料電池）について、その省エネルギー効果に関する実験的検証を行なった。 平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎ (2) 全般換気設備及び暖冷房設備に係る改修技術の開発 既存住宅への断熱改修の実施に併せて全般換気設備を導入についてフィールドでの施工実験を木造戸建て住宅およびRC造の集合住宅において行った。新たに導入する機器として、ダクト式の第３種換気設備を用い、施工に係る工数、時間、工事区分および課題等について整理を行った。 省エネルギー改修のための設計施工ガイドラインを平成20年度末までに完成させ、講習会等を通じて知識の実務者への普及を図る。 ◎

 (3) 照明設備及び太陽電池等に係る改修技術の開発 開口部や照明設備の改修による照明エネルギー効率向上を目的とし、人間の明るさの感じ方の考慮による更なる省エネ性と快適性の向上技術を検討した。新たな技術として、昼行灯（昼間に暗く感じ照明を無駄に点灯してしまう）ことを減らす手法が提案された。その他、より明るさが必要な高齢者にも対応可能な省エネ型の多灯分散照明手法が開発された。 平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎

研究の成果目標研究課題名：住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 （プロジェクト研究）

1.建物外皮の断熱改修及び通風性能改善に係わる低コスト化・簡易化技術の開発
2.設備システムに係るエネルギー効率向上のための改修新技術

①既存住宅の建物外皮と設備システムを対象とした省エネ改修新技術の開発

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。

－44－



【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考研究の成果目標研究課題名：住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 （プロジェクト研究）(1) 目視又は居住者等ヒアリングによる簡易検査法の開発 築年度、図面等、居住者からの聞き取り、現場での小屋裏、床下、壁面開口からの断熱材設置有無や種類の目視確認による情報を総合して、断熱仕様の現状を推定する方法を取りまとめた。 平成20年度から断熱改修のための優遇税制が設立され、戸建住宅の断熱改修工事費用の一部に相当する金額が所得税または固定資産税から減税されるようになった。その税制に係る告示の策定及び解説書の作成に本研究成果が活かされている。 ○

(2) 各種計測による診断手法の開発
既存住宅の断熱性能診断手法は、住宅全体を対象とした熱損失係数の同定法やISO9869による部位性能評価法が存在する。しかし、これらの中には機器が高額で、在宅中の測定が不可能な手法もあり、普及技術として低コスト且つ現場で適応可能な手法と測定機器の開発が必要とされている。そこで、20万円程度で購入が可能な、小型熱流計と温度センサーで構成される熱貫流率簡易測定システム開発の検討を行った。実験は熱性能既知の試験体を実験室及び屋外環境に設置し、温度及び熱流の測定結果から熱貫流率を同定し、測定システムとしての精度検証を試みた。結果として、真値の10～20%程度の誤差範囲で熱貫流率を求められる可能性のあることを確認した。

引き続き測定誤差を極力小さくする方法につき検討する。また、機器メーカー等との共同開発によって具体の測定システムの開発を行なって実用化する。 △
(1) 改修工事に伴う標準的コストの算出及び光熱費削減効果の推定法作成 各種の断熱改修工法を試行的に実施して、施工の難易度及び工事費に関する推定を行なった。また、断熱改修による住宅内各部の室温上昇の効果を実験的に把握した。 省エネルギー改修のための設計施工ガイドラインを平成20年度末までに完成させ、講習会等を通じて知識の実務者への普及を図る。 ○(2) 立地及び居住者属性等与条件を勘案した改修技術メニューの組合せ提案作成 温暖地から準寒冷地（北東北）までの地域における断熱改修を中心とした省エネルギー改修のメニューに関して、その骨子を作成した。 省エネルギー改修のための設計施工ガイドラインを平成20年度末までに完成させ、講習会等を通じて知識の実務者への普及を図る。 ○

1.現況診断に係る新技術の開発

2.住宅省エネ改修技術体系に関する施主・実務者向け情報提供等支援システムの整備

②既存住宅のための現況診断及び改修工事の検証確認技術の開発

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考研究の成果目標研究課題名：住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 （プロジェクト研究）(1) 通風行為による冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費抑制効果の定量化 通風による冷房エネルギー削減効果を検証するため、冷房のみを使用する住戸（冷房住戸）と通風と冷房とを使い分ける住戸（通風住戸）を想定した実験を行った。両者を比較した結果、通風による削減効果は34%～58%であった。 省エネルギー改修のための設計施工ガイドラインを平成20年度末までに完成させ、講習会等を通じて知識の実務者への普及を図る。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎(2) 家族人数が給湯設備のエネルギー効率に及ぼす影響の定量化 ガス給湯機、石油給湯機などの瞬間式給湯機については、1日の給湯使用量のうち、風呂の湯張りなど連続した湯使用の量がどの程度占めるのかということに、効率が依存することが分かった。一方、CO2ヒートポンプ給湯機のように、貯湯タンクを持つ給湯機については、1日の湯使用量に対して、あらかじめどの程度貯湯タンクに湯を沸かしておくかが大きく効率に影響を与えることが分かった。 平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎

(1) 暖冷房設備の特性の明確化・定量化
エアコンや温水床暖房などの暖冷房機器の効率を人工気候室において計測した。その際、外気温湿度や暖冷房負荷、運転設定など、機器の効率に影響を与えるパラメータを変化させ、定常状態においてこれらのパラメータが機器効率に与える影響について計測した。これらの機器特性を把握した上で、居住者の生活行為を機械的に模擬した実験住宅において、暖冷房のエネルギー消費や処理熱量などを計測し、居住者の生活行為や室内外の温湿度が機器特性に与える影響について把握した。

平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎
(2) 給湯設備の特性の明確化・定量化

給湯機については、ガス瞬間式給湯機、石油給湯機、太陽熱温水器、CO2ヒートポンプ給湯機、燃料電池を対象に、給湯使用量とスケジュールがこれらの機器効率に与える影響について測定した。給湯機効率は、給湯機に供給される給水温度や外気温湿度の影響を受けるため、これらの実験は１年間通して実施された。また、CO2ヒートポンプ給湯機や燃料電池、太陽熱温水器など貯湯部を持つ給湯機は、1日の湯使用量に加え、前日の使用量の影響や、あらかじめどの程度湯を沸かしておくかなどの予測制御が効率に大きく影響を与えるということが分かっていたため、それらの機器を評価するための６日～１ヶ月間の湯使用量パターンを作成して実験した。以上の実験を通して、暖冷房機器・給湯機器について、外気温度、暖冷房温度や給湯使用モードなどの機器設定などをパラメータとする、年間のエネルギー消費量を大まかに予測する方法を作成した。
平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎

③居住者のライフスタイルに応じた省エネルギー設備計画の最適化技術の開発

1.人間のエネルギー消費行動に関する実証実験

2.主要住宅設備及び機器類の特性に関する実験

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考研究の成果目標研究課題名：住宅の省エネルギー性能向上支援技術に関する研究 （プロジェクト研究）密集住宅地における風洞実験を行い、住宅地の密集度(グロス建蔽率)と風圧係数差の関係を風圧変動の影響を考慮して検討し、風向と開口配置、周辺建物との関係から期待できる風圧係数差のデータを整理した。 平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎建築研究所の通風実験棟を利用して、風圧を駆動力として生じる開口通過気流の性状の分析を行い、主流域断面積が外部風向と建物方位によって変化することで、開口部での圧力損失が変化するとの仮説を得た。 平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎CFDにより、実大建物モデル内外の気流場および流入気流が室内に侵入する状況を計算し、実大建物モデルの実験結果とあわせて、通風気流のメカニズムの分析を行った。 平成21年度から施行が予定されている一定規模以上の建売住宅事業者が建設する戸建住宅のための設備込み省エネルギー基準の策定に反映させる。また、準寒冷地及び蒸暑地域の省エネルギー戸建住宅のための設計ガイドラインの作成時において反映させる。 ◎

④住宅・建築のための新たな省エネルギー要素技術の開発（主として自然通風換気計画技術）
1.風洞模型実験による風圧係数測定及びデータベースの開発2.実大建物モデルを用いた風洞実験3.流体数値計算を用いた通風メカニズムの解析

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概概概概要要要要 
 東京湾に代表される沿岸海域は，海上交通の場として高密度に利用されている．しか

しながら，この高密度とされる利用実態の程度は明確ではなかった．このために，新た

なＩＴ技術であるＡＩＳ*（船舶自動識別装置）を活用することにより，これまで困難で

あった定常的・定量的分析を実施する．さらに，その成果を踏まえて高密度な利用実態

についての解析，また，泊地・航路等としての容量の定量化を実施したうえで，沿岸域

の効率的な利用化方策についての提案を行う． 

 注：ＡＩＳ（Automatic Identification System：船舶自動識別装置）  船舶の位置情報や針路，船速などの航行に関する情報，船名などの固有情報を船舶自身が定期的に発  信するとともに，他船から発信された情報を常時受信して表示するシステムである．  このシステムは，本来は船舶同士の衝突を防止するために船舶間での情報通信が基本であるが，船舶  が頻繁に航行する海域周辺の陸上に受信局（陸上局）を設置することで従来では大変に困難であった  航行実態把握や航行監視が可能になる．    

    

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

① ＡＩＳ受信局により海上交通の実態把握を可能とするシステムの構築 

② 泊地・航路等を事例とした海上交通利用としての容量の定量化 

③ 海上交通による沿岸海域の効率的利用化方策の提案 

 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

○○○○目標目標目標目標のののの達成度達成度達成度達成度    

  本研究における研究目的の達成度として，①海上交通を把握可能なシステムの構築 

 及び②海上交通利用としての容量の定量化については一定の成果を得ており，概ね達成 

 したと考えるが，③沿岸海域の効率的利用化方策の提案については，十分な成果が得ら 
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 れておらず，今後も引き続き検討を行うこととする． 

    

○○○○成果成果成果成果  

①海上交通の実態把握を可能とするシステムの構築 

 東京湾を対象に複数のＡＩＳ受信局から構成される海上交通観測ネットワークシステ 

ムを構築した．これにより，従来のレーダー方式では困難とされていた定常的・定量的 

な海上交通の観測が可能となった． 

②泊地・航路等を事例とした海上交通利用としての容量の定量化 

 平成１９年９月に台風が東京湾に来襲した際に観測されたデータに基づき，台風通過 

通過時点における東京湾内での避泊実態および台風通過後における湾口部での航行実態 

について分析し，泊地・航路等としての容量の定量化の検討を実施した． 

③沿岸海域の効率的利用化方策の提案 

 平成１９年度の観測データに基づく分析結果を踏まえ，沿岸域の効率的な利用方策に 

ついて検討し，今後の施策・港湾技術基準等への反映を目指す． 

    

○○○○本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの実施方法実施方法実施方法実施方法・・・・体制体制体制体制のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

（研究体制） 

 研究に際しては，国土交通省港湾局および地方整備局他と連携して実施した. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究の実施方法） 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 24 ［百万円］  区分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分  ①海上交通を把握可能なシステムの構築    約 12 ［百万円］ ②泊地・航路等を事例とした海上交通利用としての容量の定量化    約 10 ［百万円］ ③沿岸海域の効率的利用化方策の提案    約 2 ［百万円］ 

国土交通省港湾局国土技術政策総合研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所大学他 地方整備局、港湾管理者
連携・施策への反映連携・実用化 連携連携
国土交通省港湾局国土技術政策総合研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所大学他 地方整備局、港湾管理者
連携・施策への反映連携・実用化 連携連携
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○○○○上記上記上記上記をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、本研究開発本研究開発本研究開発本研究開発のののの妥当性妥当性妥当性妥当性    

    沿岸域の効率的な利用方策については十分な成果が得られていないものの，東京湾を

対象とした海上交通観測ネットワークシステムの構築および平成１９年９月に台風が東

京湾に来襲した際に観測されたデータに基づく泊地・航路としての容量の定量化の検討

を実施できたことから，適切な成果が得られたと考える． 

 また，本研究期間内において研究論文（国総研資料 No.420，431）の発表するとともに

特許を２件の取得した． 

    

    

４４４４．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

    本研究期間内では十分な成果を得ることが出来ていない沿岸域の効率的な利用方策に

ついて継続的に検討を行うことでし，今後の施策・港湾技術基準等への反映を目指す． 
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【【【【事後評価事後評価事後評価事後評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事後］研究成果 研究成果の活用及び活用方針（施策への反映・効果等） 成果目標の達成度 備考①ＡＩＳによる海上交通観測システムの開発 東京湾を対象に複数のＡＩＳ受信局から構成される海上交通観測ネットワークシステムを構築 従来のレーダー方式では困難とされていた定常的・定量的な海上交通の観測を可能とした ◎②東京湾を事例とした海上交通における容量の定量化 H19年9月に台風が東京湾に来襲した際の観測結果に基づき，湾内での避泊実態，湾口部での航行実態について定量的な分析を実施 通常時と異常時における観測結果の比較から，東京湾における泊地・航路の海上交通における容量についての検討を実施した ○③沿岸海域の効率的利用方策の提案 Ｈ19年度の観測データに基づく分析結果から検討を実施 沿岸域の効率的な利用方策について引き続き検討し，今後，施策・港湾基準等へ反映させる △

研究の成果目標AIS情報を活用した海上交通による沿岸海域の効率的利用に関する研究
研究課題名：AIS情報を活用した海上交通による沿岸海域の効率的利用に関する研究

＜成果目標の達成度＞　◎：十分達成できた。　○：概ね達成できた。　△：あまり達成できなかった。　×：達成できなかった。
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルのののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた地域防災力向上方策地域防災力向上方策地域防災力向上方策地域防災力向上方策にににに    

関関関関するするするする研究研究研究研究（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：危機管理技術研究センター長 西本晴男 技 術 政 策 課 題 ：（１）自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 関 係 研 究 部 ：危機管理技術研究センター 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約６２百万円 コ ア： －  大 枠 テ ー マ 名 ：自然災害に対する安全・安心   大 分 類：ソーシャルキャピタル   
１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要    

        近年の気候変動の影響による自然災害の発生頻度の増加や大規模化が懸念される一方、

投資余力の減少によるハード対策の限界、高齢化社会の進展及び地域の担い手の減少等を

ふまえると、自然災害による「犠牲者ゼロ」を目指すためには、ハード・ソフトを含めた

総合的な対策を実施していく必要がある。そのためには各地域の実状に応じた地域防災力

の向上が不可欠である。  

平成 20年 6月 14日に発生した岩手・宮城内陸地震においては、地元の建設業協会会員

らが河道閉塞（天然ダム）対策のための迂回路を自主的に計画・工事した事例のほか、通

信途絶状態の集落において地域住民による各戸への「声掛け」により地域住民等が安心し

てすみやかに一次避難できた事例や、地震前から独自に防災マップを作成していた自治会

が土砂崩れの危険のある箇所をチェックして大きな被害が無いことを確認した事例が報告

されている。最初の事例は地元企業の協力による地域貢献、後の２事例は地元住民相互の

助け合いであり、地域防災力におけるソーシャルキャピタルの重要性が再認識されたとこ

ろである。 

ソーシャルキャピタルは、「集団内部あるいは集団間での協調行動を活発にすることによ

って、社会の効率性を高めることができる、『ネットワーク』『社会的信頼』『社会参加』か

らなる地域社会の性質」であり、近年注目されているところである。このソーシャルキャ

ピタルには、中山間地や都市部等のそれぞれの地域に応じた特徴があり、効率的に地域防

災力を向上させるためには、ソーシャルキャピタルに応じた方策を実施していくことが重

要である。 

そこで、本研究では、以下のようなソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向

上方策の研究を行う。    

 

１）既存資料の収集整理 

・岩手・宮城内陸地震、中越沖地震、中越地震、東海豪雨等における災害発生前、災

害発生時等における災害への対応事例（避難路・緊急輸送路の確保、施設点検、避

難、水防活動など）の収集整理 

・国内外の地域防災力向上（住民参加型ハザードマップ、ソーシャルキャピタル醸成

事例等）の取り組み事例の収集整理 

２）地域防災力の向上要因・阻害要因の検討 
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・災害対応事例から、災害への備えや災害発生時の対応等における課題整理 

     例：道路の破損箇所が多く、通行可能な道路の把握に時間を要した。 

     防災情報が伝わらなかった。 

     住民による前兆現象の発見により早期避難ができた。          

・地域防災力の向上要因・阻害要因の分析  

３）地域防災力とソーシャルキャピタルの相互関係の分析 

・災害対応等の事例分析に基づき、地域防災力とソーシャルキャピタルの相互関係（メ

カニズム）の検討 

４）地域防災力を継続的に向上させていくための方策の検討 

・ソーシャルキャピタルの効用が円滑に発揮されるための行政の働きかけ（項目、内

容、効果）の検討 

  ・地域防災力の評価手法（評価指標、計測方法、計測項目）の検討 

・地域防災力を継続的に向上させていくためのＰＤＣＡサイクルの検討 

５）地域防災力向上のためのガイドラインの提案 

・地域防災力の向上のための活動 

・地域防災力の評価手法 

・ＰＤＣＡサイクルによる地域防災力の継続的向上の方策    

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

        地震、水害、土砂災害等の自然災害に対するハード・ソフトの総合的な対策を行って

いる国土交通省として、人的被害の軽減に資するための具体的な施策の早急な展開が必

要である。このため、本研究では、住民参加による施設や危険箇所の点検、住民参加型

ハザードマップの作成、地域組織と連携した災害緊急対応等の国土交通省の役割に応じ

た活動を通じて、地域におけるソーシャルキャピタル（社会関係資本）の特性に応じた

地域防災力向上方策を提案することにより、災害に対する備え、防災情報の認知力、避

難力の向上等による被害軽減に資することを目的とする。 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

本研究は、様々な自然災害による被害から国民の安全・安心を確保するものであり極

めて高い公益性がある。政府は平成 20年 4月に「自然災害の『犠牲者ゼロ』を目指すた

めの総合プラン」を策定したところであり、また、平成 20年岩手・宮城内陸地震で大き

な被害が発生したほか、東海地震等の大規模地震発生の切迫性も高まっているとともに、

気候変動による大雨の頻度増加・台風の大型化等に伴う災害の頻発・激甚化が懸念され

ていることから、人的被害を軽減するための具体的な施策を展開していく必要がある。 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

国土交通省は、地震、洪水、土砂災害等の対策の実施とそのための施設管理を行うこ

とにより防災基盤の整備を図るとともに、ハザードマップ、警戒情報等の防災情報の提

供や防災訓練の実施等を通じて、地方自治体の防災対策を支援し、住民等の防災意識を

高めてきているところである。このような取り組みにより蓄積された知見を踏まえ、そ

の取り組みを全国で幅広く展開し、地域防災力を向上させていくことは、国土交通省が

実施することが効率的である。  

また、災害の発生メカニズムや住民の避難行動に関する工学的知見に加え、ソーシャ
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ルキャピタルの活用を図る上で、心理学や社会学等との学際的に連携が可能な国土技術

政策総合研究所が行うことが効率的である。 

 

●研究の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研究の実施方法 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 63 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 研究費配分 ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルのののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた地域防災力向上方策地域防災力向上方策地域防災力向上方策地域防災力向上方策のののの検討検討検討検討    1)既存資料の収集整理 2)地域防災力の向上要因・阻害要因の検討 3)地域防災力とソーシャルキャピタルの相互関係の分析 4) 地域防災力を継続的に向上させていくための方策の検討 5)地域防災力向上のためのガイドラインの提案  

    
約 63 ［百万円］ 

    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

地域防災力を継続的に向上させるための地方整備局、都道府県及び市区町村の担当者

向けのガイドラインを作成する。ガイドラインに基づいて、地方整備局、都道府県及び

市区町村が、地域防災力の評価及び地域防災力を向上させるための活動を実施すること

により、地域防災力を PDCAサイクルで継続的に向上させ、人的被害の軽減に貢献するこ

とが期待される。 

住民等住民等住民等住民等とととと連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみ支援支援支援支援情報情報情報情報収集収集収集収集社会学心理学・・・・
つくばつくばつくばつくば大学大学大学大学 包括的包括的包括的包括的連携連携連携連携・・・・協力協力協力協力協定協定協定協定 自然災害自然災害自然災害自然災害、、、、防災防災防災防災のののの知識知識知識知識 既存事例既存事例既存事例既存事例社会学社会学社会学社会学・・・・心理学等心理学等心理学等心理学等のののの知見知見知見知見 国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所

連携連携連携連携本 省 地方整備局都道府県市 町 村支援支援支援支援
住住住住民民民民・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等等等等他大学他大学他大学他大学等等等等
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究
・地域防災力を向上させるための活動の検討・地域防災力の評価手法の検討・地域防災力を継続的に向上させていくためのPDCAサイクルの検討

・地域防災力を向上させる具体的活動（項目・内容・効果）を提案。　・地域防災力の評価手法（評価指標・計測方法・計測項目）を提案。　・PDCAサイクルによる地域防災力の継続的向上方策を提案。 地域防災力を継続的に向上させるためのガイドラインを作成し、ガイドラインに基づいて、地域防災力の評価、及び、地域防災力を向上させるための活動を実施することにより、地域防災力をPDCAサイクルで継続的に向上させ、人的被害の軽減に貢献することが期待される。
研究課題名：ソーシャルキャピタルの特性に応じた地域防災力向上方策に関する研究 （プロジェクト研究）研究の成果目標
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：侵食等侵食等侵食等侵食等をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした治水安全度評価手法治水安全度評価手法治水安全度評価手法治水安全度評価手法にににに関関関関するするするする研究研究研究研究     プロジェクトリーダー名：河川研究部河川研究室長 金澤裕勝 技 術 政 策 課 題：（１）自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 関 係 研 究 部：河川研究部 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約６０百万円 コ ア：－ 大 枠 テ ー マ 名：自然災害に対する安全・安心（洪水）   大 分 類：洪水に対する知識   中 分 類：洪水発生のメカニズム   小 分 類：洪水発生メカニズムの分析・モデル化、精度の高い被災想定 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要  洪水時の河川の流水や土砂の挙動は複雑であり、それらの影響により堤防の侵食や異
常堆積による予想外の水位上昇を引き起こし、堤内地に被害を及ぼすことがある。洪水

中の土砂の挙動を予測するためには、流水の３次元的挙動を考慮した解析モデルにより

解析することが必須であり、これらの解析モデルの利用のためには、立体的な河道断面

データを境界条件として用いることが必要である。本研究は、ＬＰ（レーザープロファ

イラ）データ等を活用した河道断面データ作成及び複雑な土砂移動の解析するモデルを

開発することにより、洪水時の侵食や土砂の堆積を正確に予測し、沿川の治水安全度評

価を高度化する手法を検討するものである。 

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

現行の河川の治水安全度評価は河川の水位のみにより評価されているが、実際には洪

水流よる侵食作用や土砂の堆積作用により堤防が決壊したり、予想外の水位上昇が引き

起こされたりする場合がある。また、建設投資が減少する中、効率的な河川整備・管理

が求められている。本研究は、洪水時の侵食や土砂の堆積を正確に予測して沿川の治水

安全度評価を高度化することにより、効率的な河川整備・管理を実現し、水災害に対す

る安全安心な社会の実現に資することを目的とする。 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

 現行の河川の治水安全度は河川の水位にみにより評価されているが、実際には洪水流

よる侵食作用や土砂の堆積作用により堤防が決壊したり、予想外の水位上昇が引き起こ

されたりする場合がある。特に近年、ダム等の治水施設の整備が進んだ結果、洪水継続

時間の長時間化等が進み、侵食作用や堆積作用の影響が大きくなり、これらの作用が堤

防の被災や沿川の治水安全度に及ぼす影響が顕在化してきている。また、建設投資が減

少する中、限られた予算と人員により河川整備・管理を行い、国民の生命や財産を水災

害から守ることが求められており、より効率的な河川整備・管理手法が必要となってき

ている。従来型の河川管理手法であった「壊れたら直す」から、より効率的な「壊れそ

うなところ、あらかじめ補強する」という予防的河川整備・管理手法に切り替え、限ら

れた予算を効率的に使うことがますます必要になっている。そのためには、侵食や堆積
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を考慮した治水安全評価の高度化が不可欠である。 

 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

●研究の実施体制 

本研究の実施にあたっては、国総研河川研究部河川研究室が技術的な検討を主体的

に進めるとともに、ＬＰデータ等の管理等については地方整備局や危機管理技術研究

センター水害研究室と連携して行う。行政への反映については国土交通省河川局と連

携を行う。本実施体制はすでに「ＬＰデータを用いた中小河川の治水安全度評価」（水

位評価）において運営されてきているものであり、高い効率性を有するものである。 

 

 

図－１ 実施体制 

 

 

●研究の実施方法 

 研究は、「ＬＰデータ等を活用した河道断面の作成手法の検討」及び「治水安全度評

価の検討」からなる。 

・ＬＰデータ等を活用した河道断面の作成手法の検討 

 航空レーダー測量により得られたＬＰデータ（地盤高標高データ）と音響測深器＋

ＧＰＳ等により得られた河道内の水面下データを合成して河道断面を作成する手法に

ついて検討する。具体的には下記項目を検討する。 

 ・草本類や木本類のフィルタリングに関する検討 

 ・水面下データ（測深器データ）の取得に関する検討 

 ・LPデータと測深器データの合成に関する検討 

 ・水理計算のための計算格子作成の検討 

・治水安全度評価の検討 

 河道断面データを境界条件として水理計算することにより、侵食及び土砂の堆積を

予測する手法を検討する。具体的には下記項目を検討する。 

  ・流水挙動の解析に関する検討 

  ・流水による侵食力及び土砂の堆積の予測に関する検討 

  ・堤防・護岸の耐侵食力評価に関する検討 

  ・治水安全度評価手法に関する検討 

国土交通省河川局 
国総研河川研究室 地方整備局 水害研究室 

連携 連携 
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年度計画と研究費配分 

 

    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

成果はすでに実用に供している「河道計画検討の手引き」や「河川堤防の構造検討の

手引き」等のマニュアルに反映させるとともに、簡易に治水安全度評価を行うことがで

きるソフトウェアを開発する。この評価手法を導入することにより、被災する前に必要

な治水安全度を確保するという「予防的河川整備」を行うことができ、事業費や財政事

情の厳しい地方整備局や地方自治体等の河川管理者が有効な河川整備・管理を実現でき

るようになる。 

 

実施年度 総研究費 約６０ ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分               
      LPデータ等を活用した河 道断面の作成手法の検討       約３０ ［百万円］                    

 治水安全度評価手法の検討       約３０ ［百万円］ 

フィルタリングの検討 水面下データの取得 データ合成 格子作成 
堤防・護岸の耐侵食力評価 治水安全度評価 流水の侵食・体制予測 流水挙動の解析 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考LPデータ等を活用した河道断面の作成手法の検討 ＬＰデータ（地表データ）と水面下の河道の地形データを合成して河道断面を作成する手法を確立する。 現状では非常にコストのかかるLPデータの処理を低コストに行うことができるようになる。これにより、水理・水文解析等へのLPデータの活用が促進される。治水安全度評価手法の検討 洪水流による侵食作用や土砂の堆積作用を考慮した治水安全度評価手法を確立する。 現行では水位のみの評価であった治水安全度を洪水流の侵食作用及び堆積作用を考慮して評価できるようになり、より効率的な予防的河川整備・管理が実現できるようなる。 すでに実用に供している「河道計画検討の手引き」や「河川堤防の構造検討の手引き」に研究成果を反映させることにより、地方整備局や地方自治体等の河川管理者への普及を図り、全国の河川の整備・管理の効率化に資する。

研究の成果目標研究課題名：侵食等を考慮した治水安全度評価手法に関する検討
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：汽水域環境汽水域環境汽水域環境汽水域環境のののの保全保全保全保全・・・・再生再生再生再生にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：環境研究部長 岸田弘之 技 術 政 策 課 題：（８）美しく良好な環境の保全と創造            （10）政策及び事業評価の高度化 関 係 研 究 部：環境研究部、河川研究部、沿岸海洋研究部 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約９０百万円 コ ア：－  大 枠 テ ー マ 名：豊かな生態系の保全と創出   大 分 類：生物多様性の保全・再生の技術・手法   中 分 類：希少種等の保全・再生技術、地域に固有の生物多様性の保全・再生技術、環境保全と調和した事業・管理の推進を支援する技術   小 分 類：生息地保全技術の開発、生息・生育適地の評価技術、自然再生技術の開発 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 淡水と海水が混じり合う汽水域では、河川と海の双方から潮位、波浪、洪水、土砂供給や汚濁付加などの外力を受けて、複雑な物理・化学的現象が生じている。さらに、このような特徴を持つ物理・化学的な環境の下で、これに適応した特徴的なハビタットが形成されている。このような多様な物理・化学的環境やハビタットが微妙なバランスのもとで形成されている。そのため、河道掘削等の河川改修や下水処理水の放流等人為的な改変を行おうとする場合には、様々な側面から影響を検討・把握する必要がある。しかしながら、汽水域を対象とした従来の研究は個別の現象や個別河川等について行われているものが多く、人為的なインパクトに対する様々な環境影響に必要な体系的な研究がなされていないのが現状である。さらに、長期的には地球温暖化に伴う海面上昇による河口域の治水安全度の低下や塩水遡上による利水への影響が懸念され、このような変化を視野に入れ、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理についての検討が必要である。 本研究は、このような複雑な物理・化学的環境の形成メカニズムについての整理・分析や物理・化学的環境と生物の生息・生育との関係の整理分析を全国的なデータをもとに行うとともに、汽水域の類型化を行い、汽水域におけるインパクトレスポンスについてまとめ、これらを踏まえて地球温暖化に伴う海面上昇等により考えられる汽水域環境への様々な影響について検討を行い、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理について提言を行うものである。 大枠での位置付けは別添のとおりであるが、本研究は人為的なインパクトに対する様々な環境影響を把握するために必要な体系的な研究が遅れている汽水域を中心に行うものである。 
    

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    汽水域における複雑な物理・化学環境と生物の生息・生育との関係を踏まえ、地球温暖化による諸影響を考慮し、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理について提言を行うことを目的とする。 
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３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    近年我が国においては、最大日降水量の増加や 100mm/hを越える地点数の増加等地球温暖化が一因と考えられる豪雨の激化により激甚な水災害が頻発しており、早急な治水安全度の向上が求められる。このため、汽水域における河道掘削の必要性が高まっているが、一方で、河道掘削が微妙なバランスのもとに上に成り立っている汽水域環境やその近傍の沿岸域環境に深刻な影響を及ぼす恐れがある。さらに、地球温暖化に伴う海面上昇等の諸影響により、汽水域を取り巻く環境に著しい影響が及ぶことも懸念されている。「第３次生物多様性国家戦略」（H19.11.27閣議決定）においても、環境の変化に対して脆弱で地球温暖化によって生物多様性に深刻な影響が生じることが避けることができないと考えられるエリアの一つとしてこの水域が挙げられている。また、親水やグランド施設等の河川利用のニーズも高まっている。そのため、適切な汽水域及び沿岸域の管理を行うためには、科学的知見を踏まえて体系的に調査を行い、それに基づき多様かつ広域的な観点から環境影響を把握・評価するとともに、河川整備計画等の諸計画の策定に反映していく必要がある。しかしながら、このような検討を行うために必要な科学的知見の蓄積が不十分であることが大きな支障となっている現状を鑑み、本研究を早急に行う必要がある。 生物の多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用等を目的としてそのために締結国がとる措置等について規定している「生物多様性条約」（締結国は現在 189 か国と欧州共同体）についての意志決定を行う締結国会議（COP）が２年に１回行われるが、COP10が平成 22年 10月に名古屋で開催される。平成 22 年は「生物多様性 2010 年目標」の目標年であり、COP10 では、その達成状況が注目されるとともに、それを踏まえて、次期生物多様性目標の枠組みを議論する重要な節目と言われている。COP10 の開催国である日本国としても、微妙なバランスの下に形成されている環境により多様な生物が育まれている汽水域について、COP10におけるポスト 2010年目標の議論に資する具体的な方向性を示すことが望ましいことから、本研究の平成 21 年度着手が必要である。 
 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

●研究の実施体制 

 

  

 

 

本研究の実施にあたっては、地方整備局が実施している水辺の国勢調査、縦横断測量成果、航空写真等や、環境省が実施している自然環境保全基礎調査等の既存調査を活用することが有効であることから、これらの機関と連携を図る。さらに太田川生態工学研究会や河川生態学術研究会
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岩木川グループ等個別河川の汽水域を対象として先進的に取り組んでいる研究会等や島根大学汽水域研究センター等の大学の研究成果の活用や相互の研究推進のための連携を行う。国土交通本省とも、社会資本整備審議会河川分科会気候変動に適応した治水対策検討小委員会等の成果の活用等、検討を有効に進めるための連携や各種施策への有効な反映のための情報交換等を行う。  地球温暖化による影響については、降雨量の変化や土砂生産・流出量の変化予測等国総研の他の研究成果の活用ができる。  
●研究の実施方法 ①データ収集・整理・データベース化 既存の知見を参考にして、汽水域及びその周辺におけるインパクトレスポンスを分析するにあたり必要な物理環境・化学環境・生物環境に関して収集すべきデータ項目を検討し、それぞれの項目について既存のデータを中心に全国的に収集・整理する。データは汽水域だけでなく、その上流域や河口付近の沿岸域についても収集・整理し、データベース化する。 ②生物多様性の観点からの汽水域の位置づけの整理 既存の知見を参考にしつつ、①で収集・整理したデータをもとに、汽水域とその上流域及び河口付近の沿岸域とを比較することにより、生物多様性の観点から汽水域の位置づけについて整理する。 ③汽水域の類型化 汽水域におけるインパクトレスポンスは、例えば干潟の成因により異なること等が想定される。そのため、①で収集・整理したデータのうち主に物理環境に関するデータを中心に汽水域の類型化を行う。 ④物理・化学・生物環境の形成要因及び相互関係分析 ①で収集・整理したデータをもとに、既存の個別河川を対象とした分析事例も参考にしつつ汽水域の物理・化学・生物環境の形成要因の分析を行うとともに、既存の個別河川を対象とした事例も参考にしつつ、汽水域の物理・化学環境と生物の生息・生育状況の重ね合わせによる相互関係の分析を行う。 ⑤汽水域におけるインパクトレスポンスの類型毎の作成   汽水域における人為的インパクトがあった河川を中心に④での分析結果を踏まえつつ、河道掘削、干潟造成、上流域からの流入土砂の変化等のインパクトに対するレスポンスを分析し、類型ごとにレスポンスを整理する。 ⑥地球温暖化による汽水域への諸影響の推定・整理   地球温暖化に伴って懸念される海面上昇、降水量の増加、土砂生産・流出量の変化等に関する他の研究成果を活用して、これらによる汽水域への諸影響を推定し、整理する。 ⑦治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理のあり方の提案   物理環境等の相違や地球温暖化による長期的な影響を踏まえ、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理を行うための枠組みや、既存の知見も活用した具体的な検討方法について提案する。 
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年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 X,XXX ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分  ＜データ収集・整理＞ ・データ収集・整理・データベース化 ・生物多様性の観点からの汽水域の位置づけの整理    約２０ ［百万円］  ＜汽水域の類型化＞    約１０ ［百万円］  ＜汽水域におけるインパクトレスポンスの作成＞ ・物理・化学・生物環境の形成要因及び相互関係分析 ・汽水域におけるインパクトレスポンスの類型毎の作成 
   約３０ ［百万円］  ＜治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理のあり方の提案＞ ・地球温暖化による汽水域への諸影響の推定・整理 ・治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理のあり方の提案 
   約３０ ［百万円］ 

    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    汽水域の様々な物理環境等の相違や、地球温暖化による長期的な諸影響を踏まえ、治水・利水・環境を総合的に勘案したより適切な汽水域の保全・再生・管理や河川整備基本方針・河川整備計画の策定を行うことができるようになる。これにより、汽水域の良好な環境の形成・生物多様性の保全につながり、持続可能な社会の形成に寄与できる。  
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考データ収集・整理・データベース化 本研究に必要なデータの収集・整理、データベース化生物多様性の観点からの汽水域の位置づけの整理 汽水域とその上流及び河口付近の沿岸域とを比較し、生物多様性の観点からの汽水域の位置づけの整理（２）汽水域の類型化 汽水域の類型化 主として物理環境に関するデータに基づき汽水域の類型化を行うことにより、類型ごとのインパクトレスポンスの整理が可能物理・化学・生物環境の形成要因及び相互関係分析 物理・化学・生物環境の形成要因及び相互関係の把握汽水域におけるインパクトレスポンスの類型毎の作成 河道掘削等のインパクトによる汽水域の物理・化学・生物環境へのレスポンスの類型ごとの把握地球温暖化による汽水域への諸影響の推定・整理 地球温暖化に伴って懸念される海面上昇、降水量の増加、土砂生産・流出の変化等による汽水域への影響の推定・整理治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理のあり方の提案 地球温暖化による影響といった長期的な観点も視野に入れ、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理を行うための枠組みや、既存の知見も活用した具体的な検討方法の提案

研究の成果目標（１）データ収集・整理
研究課題名：汽水域環境の保全・再生に関する研究 （プロジェクト研究）

汽水域における複雑な物理・化学環境と生物の生息・生育との関係を踏まえ、地球温暖化による諸影響を考慮し、治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理について提案
（３）汽水域におけるインパクトレスポンス作成（４）治水・利水・環境を総合的に勘案した汽水域の保全・再生・管理のあり方の提案

・生物多様性条約第１０回締結国会議（H22.10　in名古屋）での議論に資する、生物多様性の観点からの汽水域の位置づけに関する整理
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：都市都市都市都市におけるにおけるにおけるにおけるエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー需要需要需要需要・・・・供給者間供給者間供給者間供給者間のののの連携連携連携連携とととと温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス

排出量取引排出量取引排出量取引排出量取引にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（（（（プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト研究研究研究研究））））     プロジェクトリーダー名：下水道研究部長  藤木 修 技 術 政 策 課 題： 関 係 研 究 部：下水道研究部、都市研究部 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約１１０百万円 コ ア：－ 大 枠 テ ー マ 名：持続可能な社会の構築（省エネ・地球温暖化に対する緩和策）   大 分 類：都市整備における地球温暖化対策   中 分 類：都市構造における地球温暖化対策   小 分 類：環境負荷の小さな都市づくり 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
都市における温室効果ガス（以下、「GHG」という。）排出の削減をめざし、①都市の公益

事業に係るエネルギー連携技術、②街区レベルでのエネルギー構造改善技術について、そ

れらの事業性評価手法に関する研究を行うとともに、都市計画による規制・誘導施策と国

内排出量取引制度とのポリシーミックスのあり方について検討する。 

 

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

本研究は、研究成果として、(a) 連携技術の事例評価と適用可能な最新技術メニュー、

(b) 連携技術の事業性診断に関する指針、(c) 都市計画と排出量取引とのポリシーミック

スのあり方の３つの指針等を作成し、GHG 排出削減効果に関する連携プロジェクトの適正

な評価と促進、並びに都市計画と協調した国内排出量取引の制度設計の検討に資すること

を目的とする。 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

①ポスト京都議定書 

ポスト京都議定書のあり方をめぐっては、主要国首脳会議（洞爺湖サミット）において

主要８カ国が中長期的な GHG 削減のあり方について合意した。これを受けて、わが国とし

ても国益と国際貢献の両面から検討が求められている。 

②都市の公益事業に係るエネルギー連携 

GHG 排出源のなかでも、二酸化炭素排出量の約２割を占める業務その他部門からの排出

量は、基準年と比較して大幅に増大しており、今年 3 月に改定された「京都議定書目標達

成計画」(以下、「達成計画」という。) において、業務その他部門は、家庭部門とともに、

「効果的な対策を抜本的に強化する」こととされている。また、「エネルギーの需要・供給

に関連するそれぞれの主体は自らの役割を適切に認識し、自らが直接管理する範囲にとど

まらず、他のエネルギー需要・供給者と連携してエネルギー効率の更なる向上を目指す」

とされており、エネルギー需要・供給者間の垣根を越えた取組みが必要とされている。 

率先した取組が求められる地方公共団体の事務・事業から排出される GHG の大部分は公

 

資料資料資料資料３３３３－－－－１２１２１２１２    
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益事業から排出されているが、例えば下水汚泥を原料とするバイオ燃料を他の需要者に供

給するなど、都市の公益事業相互の連携、公益事業と民間主体との連携によって効率的に

GHGの排出を削減できる可能性が高いものと期待される。 

③街区レベルでのエネルギー構造の改善 

達成計画では、「街区・地区レベルにおける対策」として、「都市開発などの機会をとら

え、公民協働の取組により二酸化炭素排出量の大幅な削減が見込める先導的な対策をエリ

ア全体、複合建物で導入するなど、街区レベルや地区レベルでの面的な対策を導入するこ

とにより低炭素型都市の構築を推進する」という方針が打ち出された。都市の段階的な機

能更新等の機会を捉えて、関係するエネルギー需要・供給者間の連携を進め、街区レベル

でのエネルギー構造の改善を図ることは、大きな省 CO2効果を期待し得る。 

④国内排出量取引 

国内排出量取引について、達成計画では、「他の手法との比較やその効果、産業活動や国

民経済に与える影響、国際的な動向等の幅広い論点について、具体案の評価、導入の妥当

性も含め、総合的に検討していくべき課題である」とされている。主要国首脳会議（洞爺

湖サミット）に向けて福田首相が発表した地球温暖化対策（福田ビジョン）では、国内排

出量取引について「国内統合市場」を開設し、試験的に導入する考えが盛り込まれている。

また、東京都は、平成22年度から都内の大規模事務所を対象にGHG排出の削減を義務付け、

同時に排出量の取引制度も導入することとし、「都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例」の改正を行った。また、国際炭素取引協定（ICAP）への参加を表明している。 

国内排出量取引については、制度設計によっては、都市におけるエネルギー需要・供給

者間の連携を阻害するおそれもあることから、事前に十分な影響評価を行うとともに、エ

ネルギー連携に係る都市計画とのポリシーミックスについて検討する必要がある。 

 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

本研究は、平成 22年度から GHG排出削減の義務化と排出量取引をスタートさせる東京都

との相互協力のもとに実施する。平成 21年度から研究を開始することによって、東京都を

例として都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携に関するケーススタディを行うと

ともに、制度設計から制度導入後の影響評価まで、実際のデータに基づく一貫した調査研

究を効率的に実施することができる。 

本研究は、都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携に関する技術的方策とその効

果を明らかにするだけでなく、効果的な連携が促進されるよう、都市計画と協調した国内

排出量取引のあり方についても検討を行うものであり、国の行政・制度と密接な関連を有

することから、国総研において実施することが効率的である。 

 

 

 

 

 

 

 

年度計画と研究費配分 研究の実施体制イメージ図 
国土技術政策総合研究所  

東京都 

 
相互協力 下水道研究部 （下水処理研究室） 都市研究部 （都市施設研究室） 
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実施年度 総研究費 約 110 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分   連携技術の事業性に関する研究   
   約 80 ［百万円］  都市計画と排出量取引とのポリシーミックスに関する研究     約 30 ［百万円］ 

    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

研究成果として、以下の３つの指針等が得られる。 

(a) 連携技術の事例評価と適用可能な最新技術メニュー 

(b) 連携技術の事業性診断に関する指針 

(c) 都市計画と排出量取引とのポリシーミックスのあり方 

これらは、GHG排出削減効果に関する連携プロジェクトの適正な評価と促進、並びに都

市計画と協調した国内排出量取引の制度設計の検討に資するものである。 

 

ポリシーミックスの検討等 排出量取引の影響に関するケーススタディ 
事例・技術開発動向 指針等作成 連携事業のフィージビリティ評価 GHG排出削減効果の評価基準 

都市計画と排出量取引の複合的効果の評価 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考連携技術の事業性に関する研究 連携システム全体としての温室効果ガス排出削減効果の適正な評価と連携技術の普及 連携技術の事例評価と適用可能な最新技術メニューの作成連携技術の事業性診断に関する指針の作成 温室効果ガス排出削減効果に関する連携プロジェクトの適正な評価と促進都市計画と排出量取引とのポリシーミックスに関する研究 都市計画と国内排出量取引が連携プトジェクトに及ぼす複合的な影響の評価 都市計画と排出量取引とのポリシーミックスのあり方 都市計画と協調した国内排出量取引の制度設計の検討

研究課題名：都市におけるエネルギー需要・供給者間の連携と温室効果ガス排出量取引に関する研究（プロジェクト研究）研究の成果目標
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：品質品質品質品質のののの信頼性信頼性信頼性信頼性をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたしたライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストのののの評価手法評価手法評価手法評価手法    

にににに関関関関するするするする研究研究研究研究      プロジェクトリーダー名：道路研究部 道路構造物管理研究室長 玉越 隆史 技 術 政 策 課 題：住宅・社会資本ストックの有効活用 関 係 研 究 部：道路研究部 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約４５百万円 コ ア：道路構造物の設計・施工・維持管理に関する情報の収集と分析 に基づく技術基準類のあり方に関する政策提案  大 枠 テ ー マ 名：ストックマネジメント   大 分 類：ストックの計画的    維持管理で得られた知見の 維持管理        フィードバック   中 分 類：維持管理計画の策定   設計・施工への反映   小 分 類：維持管理計画の策定   設計・施工への反映 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
投資余力の減少下にあって、社会資本の新設整備にはライフサイクルコスト（LCC）最

小の取組が求められており、既設の膨大な道路構造物資産の管理では長寿命化等による

LCC最小化が喫緊の課題である。 

しかしながら、これら LCCの算出においては、品質の信頼性（期待される品質水準や

その確実性の程度をいう。）は考慮されておらず、これを評価する手法はないのが現実で

ある。 

本研究は、初期性能とその後の劣化の影響解明を既存の点検結果の分析等を通じて、

及び新技術の信頼性を開発者からの提供データの分析等を通じて実施することにより、

品質の信頼性を考慮した LCC評価手法の開発を行うものである。 

これにより、大枠「ストックマネジメント」に関しては、中分類「維持管理計画の策

定」において、これまでは反映できていなかった LCC を考慮した合理的管理手法が確立

されるとともに、中分類「設計・施工への反映」においては、これまではハード系の技

術開発が中心に行われていたものに本研究によりソフト系の視点の研究がなされること

で LCCを縮減できる構造の開発が期待されることとなる。 

 

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

設計・施工時の品質の信頼性を考慮できる LCC の評価手法を開発することにより、道

路構造物における設計、施工段階での新技術評価の信頼性向上を図ることを目的とする。 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

LCCは、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」（平成 12年

９月）において評価項目に位置付けられ、予備設計等における橋梁形式選定での評価指

標として使用されるとともに、当該方式の高度技術提案型等において耐久性の評価の一

部に利用されてきており、今後とも当該型の契約方式は継続して増加する見込みである。 

しかしながら、これら LCC の算出においては、品質の信頼性は考慮されておらず、こ
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Ｃ
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れを評価する手法はないのが現実であることから、技術提案を受ける契約方式において

長期的視点からの優劣の判断や耐久性確保に必要な付与条件の設定に苦慮しているとい

う実態があり、早急に、品質の信頼性を考慮したＬＣＣの評価手法を開発する必要があ

る。 

 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

本研究では、８地整等と連携して過去の橋梁定期点検結果を提供いただき、及び新技

術等の開発者と連携して開発技術のデータ等を提供いただき各種分析等を実施すること

から、国の研究機関において実施することが効率的である。 

 

●研究の実施体制 

  

   道路局、８地整等       国 総 研     

 ・過去の橋梁定期                    ・開発技術の品質データ  点検データの提供                   ・品質確認試験方法とその結果 
                                 等の提供 

●研究の実施方法 

①品質水準の確実性の評価 

道路橋の定期点検結果の分析を通じて、初期性能及び耐久性のばらつきの程度（同

一技術で初期性能の違いがその後の劣化速度に与える影響等）を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

○品質水準の確実性の評価  （初期性能や耐久性には必ず「ばらつき」があり、その程度はLCCに影響） 

新技術等の開発者 

(学、協会、企業等) 

連携 

○評価の視点 （判断の信頼性向上） 例：・ばらつきの程度 

連携 
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Ｌ
Ｃ
Ｃ

経過年

標準技術と新技術の比較 ＬＣＣの分布提案値 例：期待値

Ｌ
Ｃ
Ｃ

経過年

標準技術と新技術の比較 ＬＣＣの分布提案値 例：期待値

②期待される品質水準の評価 

開発技術の提供データ（開発技術の品質データ及び品質確認試験方法とその結果

等）分析、及びこれらと標準技術の信頼性との比較分析を実施し、開発技術のばら

つきの程度等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③LCC評価への信頼性の取込方法の検討、品質を考慮した LCC評価手法の提案 

LCC 評価への品質の信頼性及び将来の社会経済情勢や陳腐化の不確実性の取込方

法をシミュレーション等により検討し、最終年度には、品質を考慮した LCC 評価手

法を提案する。 

 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約４５ ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分 品質水準の確実性の評価    約１５ ［百万円］ 期待される品質水準の評価    約１５ ［百万円］ LCC評価への信頼性の取込方法の検討 品質を考慮した LCC評価手法の提案    約１５ ［百万円］ 
    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

研究成果は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号）第 12

条第２項に規定の提案技術の審査及び評価の実務に活用され、技術内容の適正な評価に

よる事業の信頼性向上が図られる。 

 

○期待される品質水準の評価  （品質や性能のばらつきの傾向によっては、LCC評価が不適正になる可能性） 
○新技術評価の視点  （判断の信頼性向上）  例：・提案値と期待値の乖離 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考品質水準の確実性の評価 初期品質のばらつきと劣化速度等の耐久性能との因果関係の把握期待される品質水準の評価 新技術のばらつきの程度等の実態の確認及びそれが期待される品質水準へ与える影響の把握ＬＣＣ評価への信頼性の取込方法の検討 ライフサイクルコスト評価へ、品質の信頼性及び将来の社会経済情勢や陳腐化の不確実性を取り込む複数案の比較優位性の把握品質を考慮したＬＣＣ評価手法の提案 実務で使用できる、品質の信頼性を考慮したライフサイクルコスト評価手法の提案

研究の成果目標研究課題名：品質の信頼性を考慮したライフサイクルコストの評価手法に関する研究

シミュレーション評価手法
研究成果を広く情報発信することにより、各地方整備局及び地方公共団体が行う技術の審査及び評価に活用され、技術内容の適正な評価による事業の信頼性向上に貢献データ分析
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：    

集約集約集約集約ととととネットワークネットワークネットワークネットワークのののの観点観点観点観点からみたからみたからみたからみた地域連携地域連携地域連携地域連携のののの効果分析効果分析効果分析効果分析にににに関関関関するするするする研究研究研究研究     プロジェクトリーダー名：総合技術政策研究センター建設経済研究室長 日野康彦 技 術 政 策 課 題 ：総合的な国土マネジメント手法 関 係 研 究 部 ：総合技術政策研究センター建設経済研究室 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約９０百万円 コ ア：我が国の国土の利用、開発及び保全のあり方（国土マネジメント）に関する、総合的な検討  大 枠 テ ー マ 名 ：   大 分 類：日本の将来像を示すための国土マネジメント   中 分 類：国土のあるべき目標像の提示   小 分 類：地域間の連携とネットワークの形成 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
我が国の総人口は 2004年の 1億 2,780万人をピークに減少局面に入り、今後本格的な人

口減少社会を迎える。人口規模が縮小する中での豊かさの維持、さらにはこれらを支えて

いく地方公共団体の財政状況の悪化など多方面にわたる課題が考えられる中、地方の病院

や学校などといった生活機能の維持が、より割高かつ困難になりつつある。このような情

勢の中、地域の自立と地域の活力の維持をするため、地方再生戦略（地域活性化統合本部

Ｈ１９．１１）が策定され地方の再生が政府として最重要課題の一つとして位置づけられ、

定住自立圏構想（総務省Ｈ２０．５）、「21世紀生活圏研究会」（国土交通省Ｈ２０．２

～）等において、地方と都市との共生や地域間の連携の必要性が議論されている。今後、

上記の状況を踏まえると生活を支える機能について、地域内の完結型のサービス提供は、

より困難になりつつあり、割高になる維持費を抑制し、ある一定のサービスレベルを確保

するためには、都市間や都市部と都市周辺部に確保すべき生活機能について、地域間にお

ける連携を行い、施設の集約と相互利用等を図る必要があり、それら相互の地域連携を可

能とするためのネットワークの重要性がますます高くなっている。 

しかしながら、今まで地域連携は連携内容が明確でなく、必ずしも効率的な連携が行わ

れていないことから、ネットワークや生活機能整備においても、フルセット整備によるバ

ラマキが起こりうる状態となっている。その理由としては、地域連携の効果が明確でなく、

連携内容（誰と、何を、どのように連携していくか）が明確でないことが挙げられる。 

そこで本研究では、集約とネットワークの観点から、人口減少社会において地域の自立

を行うために必要な地域連携の施策について、その評価を行うための効果分析手法を構築

し、連携を可能とする社会資本のあり方を検討する。 

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

行政サービスや都市機能施設の選択と集中を進める上での、集約とネットワークの観点

から地域連携を行った場合の効果や施策の評価手法を構築と連携を可能とする社会資本の

あり方を検討する。 
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３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

地方再生戦略（内閣府Ｈ１９．１１）、定住自立圏構想（総務省Ｈ２０．５）、「21 世紀

生活圏研究会」（国土交通省Ｈ２０．２～）において、地域連携の必要性が主張されている

ように、人口減少や厳しい財政状況の中、地域内の完結型サービス提供（フルセット）が

より割高かつ困難になりつつあり、都市間や都市部と周辺地域に確保すべき生活機能等の

「集約とネットワーク」が重要であり、そのため地域連携が必要となっている。 

研究では、集約とネットワークの観点からみた地域連携の施策の評価を行うための効果

分析手法を構築することで、地域連携の効果を明確にすることにより都市間の連携促進、

都市とその周辺の集落地域とのネットワーク維持・互助の連携促進に寄与する。 

これは、生活者の視点から、暮らしの向上が図られ、地域活性化を促進するとともに、

日本経済の視点から、効率的な資金の活用が図られることにつながる。 

 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

 

●研究の実施体制 

研究は、総合技術政策研究センター建設経済研究室で行う。具体の効果の分析に当

たっては、地方整備局、地方自治体と連携をとり、最新のデータを収集するとともに、

地域の実情にあった効果の分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研究の実施方法    （１）地域連携の実態把握に関する研究 

        ①各種連携構想における連携の実態の把握 国内外において取り組みが行われている地域間連携構想について、具体的な連携の実態を把握するとともに、連携による効果について調査を行う。  ②合併市町村における域内連携の実態の把握               平成の合併による、合併市町村について、いわゆる対等合併、吸収合併といった合併の類型ごとに、市町村内の機能分担の方針、取組等について把握し、行政コストの増減等の効果の把握、機能分担における課題を整理する。     ③連携による住民意識の把握               現在取り組まれている広域的な連携及び市町村合併による住民の満足度等の意識の変化等について把握し、住民の視点からみた場合における現状の連携における効果を把握する。 

本省 総合政策局・国土計画局 
総合技術政策研究センター 建設経済研究室 地方整備局 地方自治体 連携 連携 
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  （２）生活機能の機能分担からみた地域連携の可能性に関する研究         ④各種生活機能についての利用圏域の実態把握 国民の生活を支える各種の生活機能について、機能別、立地特性別に類型化し、現状における利用圏域の実態を把握し、広域化の可能性の検討を行う。利用圏域の実態把握に際しては、社会資本の整備状況との関連を把握し、ネットワーク化による広域化の可能性について検討を行う。  ⑤各種生活機能の利用実態、運営状況の把握及び将来予測               広域化が可能な機能を中心に、施設（機能）についての利用状況及び運営状況（維持管理、更新経費等）について、人口増減との関連により把握するとともに、人口推計に基づき将来予測を実施する。分析は、施設別（機能別）、立地特性別に行う。     ⑥生活機能の機能分担の可能性の検討 人口減少に伴う利用人口の減少に対応するための、広域的な施設の集約による経済効果を把握することにより、機能分担の可能性を検討する。検討に際しては、施設集約の内容、人的負担を含めた費用負担等について、一定のモデルを想定して試算を行うものとする。  （３）地域連携による住民意識の把握手法の開発  ⑦住民意識の把握手法の開発 連携に伴い利用可能施設の集約化による遠隔化の住民意識への影響について、把握する手法を検討し、施設の高度化等による満足度の向上と遠隔化等による満足度の低下を総合的に評価する手法を開発する。     ⑧連携の阻害要因の解消方策についての検討      機能の集約化に伴う移動制約者対策などの各種阻害要因についての解消方策について、出前サービスの実施や地域間交通手段の確保等、先行事例を参考としつつ検討を行う。  （４）地域連携の効果分析手法の開発  ⑨地域連携の評価手法の開発 連携による経済効果と住民意識を含め、総合的に評価することのできる効果分析手法を開発する。  ⑩地域連携の視点からみた社会資本のあり方の検討 現在の社会資本の整備状況・活用状況を踏まえ、地域連携を促進する視点からの社会資本のあり方について検討を行う。 
 

年度計画と研究費配分 

 実施年度 総研究費 約 30 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分 １．地域連携の実態把握に関する研究 ① 各種連携構想における連携の実態  の把握 ② 合併市町村における域内連携の実  態の把握 ③ 連携による住民意識の把握 
   約 15 ［百万円］ 
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２．生活機能の機能分担からみた地域連携の可能性に関する研究 ④ 各種生活機能についての利用圏域  の実態把握 ⑤ 各種生活機能の利用実態、運営状  況の把握及び将来予測 ⑥ 生活機能の機能分担の可能性の検  討 
   約 28 ［百万円］ 

３．地域連携による住民意識の把握手法の 開発 ⑦ 住民意識の把握手法の開発 ⑧ 連携の阻害要因の解消方策につい  ての検討 
   約 32 ［百万円］ ４．地域連携の効果分析手法の開発 ⑨ 地域連携の評価手法の開発 ⑩ 地域連携の視点からみた社会資本  のあり方の検討    約 15 ［百万円］ 

    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

本研究成果は、地域連携の効果を明確にすることによる都市間の連携促進、また都市

とその周辺の集落地域とのネットワーク維持・互助の連携促進に寄与する。具体的には、

広域地方計画や次期過疎法、次次期社会資本整備計画等の計画におけるネットワークの

整備や活用の優先順位に反映されるものである。 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］

期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考

地域連携

の実態把

握に関す

る研究

地域連携の実態把握

に関する研究

各種連携構想における連携の実態、合併市町村にお

ける域内連携の実態、連携による住民意識を把握す

る。

広域地方計画や次期過疎法、次次期社会資本整備計

画におけるネットワークの整備や活用の優先順位に反

映

地域連携

の可能性

に関する

研究

生活機能の機能分担

からみた地域連携の

可能性に

関する研究

各種生活機能についての利用圏域の実態、各種生

活機能の利用実態について把握するとともに、将

来予測を行う。

広域地方計画や次期過疎法、次次期社会資本整備

計画におけるネットワークの整備や活用の優先順

位に反映

住民意識

の把握手

法の開発

地域連携による住民

意識の把握手法の開

発

住民意識の把握手法の開発及び、地域連携の阻害

要因の解消について検討する。

広域地方計画や次期過疎法、次次期社会資本整備

計画におけるネットワークの整備や活用の優先順

位に反映

地域連携

の効果分

析手法開

発

地域連携の効果分析

手法開発

地域連携の評価手法の開発及び、地域連携の視点

からみた社会資本　　のあり方の検討を行う。

広域地方計画や次期過疎法、次次期社会資本整備

計画におけるネットワークの整備や活用の優先順

位に反映

研究の成果目標

研究課題名：集約とネットワークの観点からみた地域連携の効果分析に関する研究

－77－



研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：省省省省 CO2CO2CO2CO2 効果効果効果効果からみたからみたからみたからみたヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランドヒートアイランド対策評価対策評価対策評価対策評価にににに関関関関するするするする研究研究研究研究     研 究 代 表 者 名：都市研究部長 長崎 卓 技 術 政 策 課 題：○（３）住環境・都市環境の改善と都市構造の再構築 （７）地球環境への負荷の軽減 関 係 研 究 部：都市研究部 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約９０百万円 コ ア： ― 大 枠 テ ー マ 名：健全な生活環境の構築   大 分 類：暮らしやすい地域の環境づくり   中 分 類：保健性   小 分 類：市街地における熱環境の対策 大 枠 テ ー マ 名：持続可能な社会の構築   大 分 類：都市整備における地球温暖化対策   中 分 類：ヒートアイランド対策   小 分 類：ヒートアイランド対策 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の考え方とその評価手法を、ケーススタ

ディ等によって提示するとともに、地域の特性に応じた効果的な対策の考え方を整理し

て、都市計画運用指針等に反映できる知見を提供する。 

大枠「健全な生活環境の構築」の小分類「市街地における熱環境の対策」について、

これまで夏季の気温低減効果を求めて講じられてきた施策であるヒートアイランド対

策の、冬季など夏季以外における影響・効果を検討することにより、大枠「持続可能な

社会の構築」の中分類「都市整備における地球温暖化対策」に関する研究を推進するこ

とができる。 

    

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

地球温暖化対策として喫緊の課題であるＣＯ２削減対策の一環として、各種ヒートア

イランド対策が有する省ＣＯ２効果の考え方とその評価手法を提示するとともに、地域

の特性に応じた効果的な対策の考え方を整理して、都市計画運用指針や自治体等向けの

ヒートアイランド対策評価手法の手引き等に反映できる知見の提供を目的とする。 

 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

ヒートアイランド現象は、複数の自治体を超えた都市圏全域にわたる現象であり、

ヒートアイランド対策大綱（ヒートアイランド対策関係府省連絡会議）に示されてい

るとおり、その対策を国が中心となって積極的に検討・推進すべき課題となっている。 

一方、京都議定書等を背景に、都市再生本部により「地球温暖化・ヒートアイラン

ド対策モデル地域」が指定されるなど、ヒートアイランド対策は地球温暖化対策と連

携して効果的に実施されることが求められている。 

 

資料資料資料資料３３３３－－－－１５１５１５１５    
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しかしながら現在のところ、夏季の都市環境問題として注目されているヒートアイ

ランド現象と年間を通じた地球環境問題である地球温暖化現象は、それぞれ影響する

空間や時間スケールが異なり、省ＣＯ２効果からみて有効なヒートアイランド対策を

評価・検討する手法は確立されていないのが実情である。 

国総研は国土交通省総合技術開発プロジェクト（以下、総プロ）「都市空間の熱環境

評価・対策技術の開発」（平成１６～１８年度）において、都市全域の様々なヒートア

イランド対策効果を定量的にシミュレートできる技術を開発したところであり、ここ

で得られた知見等を有効に活用することにより、ヒートアイランド対策が有する省Ｃ

Ｏ２効果の定量化などにおいて、効率的な検討の実施が可能である。 

そこで、以上の社会的要請に早急に対応するために研究を開始するものである。 

 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

国総研は総プロ「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発」において、都市全域の

ヒートアイランド対策効果を評価するためのシミュレーション技術を開発したところ

であり、これまでの知見の蓄積に加えて、年間を通じたヒートアイランド対策効果の

定量化などにおいて、その成果を効率的に活用できる。 

 

●研究の実施体制 

総プロでヒートアイランド対策効果のシミュレーション技術を共同で開発

した独立行政法人建築研究所と共同研究を行うとともに、都市・地域整備局と

密接に連携して、施策の展開方法について検討する等により効果的な研究の推

進に努める（図１）。 

 

※今後調整予定の機関等を含む

国土交通本省都市・地域整備局等独立行政法人建築研究所土木研究所 国土交通省国土技術政策総合研究所
地方公共団体・大学等

共同研究意見交換データ提供
関連施策への反映ウェブサイトを活用した情報公開

一般の有識者・実務者・市民等・意見交換・データ提供・研究への助言等 ※今後調整予定の機関等を含む

国土交通本省都市・地域整備局等独立行政法人建築研究所土木研究所 国土交通省国土技術政策総合研究所
地方公共団体・大学等

共同研究意見交換データ提供
関連施策への反映ウェブサイトを活用した情報公開

一般の有識者・実務者・市民等・意見交換・データ提供・研究への助言等
 

図１ 研究の実施体制 

 

 

●研究の実施方法 

以下の４つの課題について実施する。年度計画と研究費配分は表１の通り。 

 

１．ヒートアイランド対策の年間を通じた熱環境に及ぼす影響に関する検討 

ヒートアイランド対策は通常、夏季における気温低減効果のみが注目され
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ており、夏季以外における影響・効果についてはほとんど検討されていない。

ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の定量化には、まずヒートアイ

ランド対策が年間を通じて熱環境にどのような影響・効果を及ぼすのかを明

らかにすることが必要不可欠である。 

そこで、総プロで開発したシミュレーション技術を駆使するとともに、既

往の知見も活用して、年間を通じた様々なヒートアイランド対策が熱環境に

及ぼす影響・効果を定量化する。なお、シミュレーションの入力データとし

て未整備である冬季における風の道や屋上緑化の効果といった未解明の現象

については、実測調査や実験等を行うことによってデータを整備してシミュ

レーションによる定量化を可能にする。 

 

２．ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の定量化に関する検討 

上記１でシミュレートした年間を通じた熱環境に対するヒートアイランド

対策が及ぼす影響・効果について、気温低減効果等によるエネルギー消費量

の変化や緑化によるＣＯ２固定量などの観点から、年間を通じた省ＣＯ２効

果を定量化する。 

 

３．東京都心部における対策効果のケーススタディ 

 上記２で検討した省 CO2 効果の定量化をふまえて、東京都都心部におい

て効果的に対策が講じられた場合、都市全体で熱環境や省ＣＯ２に期待でき

る効果をケーススタディによって定量化する。 

 

４．省ＣＯ２効果からみたヒートアイランド対策の評価手法の提案 

 上記１～３で検討した結果をふまえ、各種ヒートアイランド対策が有する

省ＣＯ２効果の考え方とその評価手法を提示するとともに、地域の特性に応

じた効果的な対策の考え方を整理して、都市計画運用指針や自治体等向けの

ヒートアイランド対策評価手法の手引き等に反映できる知見を提示する。 

 

 

表１ 年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 90 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分     ヒートアイランド対策の年間を通じた熱環境に及ぼす影響に関する検討       約 30 ［百万円］     ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の定量化に関する検討       約 25 ［百万円］    東京都心部における対策効果のケーススタディ       約 20 ［百万円］   省ＣＯ２効果からみたヒートアイランド対策の評価手法の提案       約 15 ［百万円］ 
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（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

本研究の成果として、ヒートアイランド対策の省ＣＯ２効果の定量化や、省ＣＯ２効

果からみたヒートアイランド対策評価手法を提案する。これらの成果は、都市計画運用

指針や地域特性に応じた効果的な対策メニュー、自治体等に向けた省 CO2 も考慮した

ヒートアイランド対策評価ツールの提供等に活用され、良好な都市環境の形成や地球温

暖化対策への寄与が期待できる。 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考ヒートアイランド対策の年間を通じた熱環境に及ぼす影響に関する検討 年間を通じた様々なヒートアイランド対策が熱環境に及ぼす影響・効果を定量化する。 ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の定量化に用いる。ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の定量化に関する検討 気温低減効果等によるエネルギー消費量の変化や緑化によるＣＯ２固定量などの観点から、年間を通じた省ＣＯ２効果を定量化する。 ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果をデータベース化して、ケーススタディや、都市計画運用指針、自治体等向けのヒートアイランド対策評価手法の手引き等に反映する。

研究の成果目標
各種ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の考え方とその評価手法の検討に必要な知見として活用する。

ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果に関する検討 東京都心部における対策効果のケーススタディ

研究課題名：省CO2効果からみたヒートアイランド対策評価に関する研究

上記の省CO2効果の定量化をふまえて、東京都都心部において効果的に対策が講じられた場合、都市全体で熱環境や省ＣＯ２に期待できる効果をケーススタディによって定量化する。省CO2効果からみたヒートアイランド対策の評価手法の提案 省ＣＯ２効果からみたヒートアイランド対策の評価手法の提案 都市計画運用指針や自治体等向けのヒートアイランド対策評価手法の手引き等に反映する。各種ヒートアイランド対策が有する省ＣＯ２効果の考え方とその評価手法を提示するとともに、地域の特性に応じた効果的な対策の考え方を整理する。

－82－



 
研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：小規模建築物小規模建築物小規模建築物小規模建築物のののの雨水浸入要因雨水浸入要因雨水浸入要因雨水浸入要因とそのとそのとそのとその防止策防止策防止策防止策にににに関関関関するするするする研究研究研究研究     プロジェクトリーダー名：建築研究部建築新技術研究官  向井昭義 技 術 政 策 課 題 ：(2)安全・安心に暮らせる日常の実現 関 係 研 究 部 ：建築研究部 研 究 期 間 ：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総 研 究 費 （ 予 定 ） ：約６５百万円 コ ア ：－ 大 枠 テ ー マ 名 ：建築物等における安全・安心 大 分 類 ：建築物等における安全・安心の確保 中 分 類 ：建築物等の質・安全性の確保、適切な事後対応 小 分 類 ：自然災害（風雨等）、経年劣化の対策、補償等  

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要     本研究は、小規模建築物（戸建住宅等）を対象として、主に劣化等による外装部位からの雨水浸入メカニズムや要因を明らかにするために、建設地域別に外装構法に関する調査、既存建築物の雨水浸入状況及び劣化状況に関する調査、各部位の防水性能の検討及び経時変化等を考慮した防水性能の検討を行うとともに、将来の技術基準化に向けてその防止策の検討を行うものである。  
２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    主に劣化等による雨水浸入メカニズムや要因を明らかにするとともに、将来の技術基準化に向けて雨水の浸入防止対策を示す。  
３３３３．．．．自己自己自己自己点検結果点検結果点検結果点検結果    （（（（必要性必要性必要性必要性））））    建築物内へ雨水が浸入すると､内装材が汚損されるだけではなく､下地材や構造材が腐朽・腐食するなどの被害が生じて建築物の耐震性が低下する可能性とともに､外装材が地震時に脱落して類焼する可能性や安全性確保に支障をきたすことがあり、雨水浸入防止は重要な事項である。 平成 12年に施行された「品質確保の促進等に関する法律」（住宅品確法）では､新築住宅の取得契約において､雨水の浸入を防止する部分（屋根、外壁、開口部）の瑕疵担保責任（修補請求権）を10年間義務付けられている。また、平成 21年 10月に完全施行される「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（住宅瑕疵担保履行法）では、瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置が義務付けられることになっており、業者にそのための保険への加入や保証金の供託が求められる。ここで、国土交通大臣は新築住宅の売主等の破産等により損害賠償の責任を負うべき主体が存在しなくなった場合の保証金の還付に関し､専門的・技術的な査定による額の確定を行うことが規定（住宅瑕疵担保履行法第６条第２項第三号）されている。この保証金の還付に係わる技術的支援を国総研が行うことになっており、国総研自ら技術資料を蓄積・更新する必要がある。  
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（（（（効率性効率性効率性効率性））））    独立行政法人建築研究所、学識経験者、関連団体等と連携して効率的に研究を推進させる。  ●●●●研究研究研究研究のののの実施体制実施体制実施体制実施体制    

研究実施体制のイメージ  ●研究研究研究研究のののの実施方法実施方法実施方法実施方法    １．外装工法に関する調査   各種サイディング､モルタル､防水紙等の生産割合の調査、乾式外壁（サイディング外壁等）、湿式外壁（ラスモルタル外壁）、通気構法の設計・施工状況の調査、実際に施工されている外壁とその周辺部位、ベランダ、軒先等の仕様を調査する。  ２．雨水浸入状況及び劣化状況に関する調査  実在建築物を対象として、雨水浸入部位の仕様、浸入経路、浸入要因等の調査、構成材料（シーリング材等）の劣化状況の調査、及びそれらから採取した試料の防水性、付着性能等の試験を行う。  ３．雨水浸入防止性能確認試験  開口部を有する外壁の性能試験、外壁と屋根の接触部位等の性能試験、バルコニー関連の性能試験を行う。  ４．経時変化等を考慮した防水性能の検討  中小地震等の変形履歴を有する外壁の防水性能試験、各種構成材料の防水性能と耐久性試験、外壁補修後の性能試験を行う。  ５．雨水浸入防止対策技術の評価  各部位の仕様に対する評価方法及び評価試験法等を提案する。 

国土技術政策総合研究所 
（独）建築研究所 学識経験者 材料生産者団体 施工者団体 住宅供給者団体 防水材料団体等 国土交通省住宅局 

データ提供等 連携 
調整 

助言等 
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年度計画年度計画年度計画年度計画とととと研究費配分研究費配分研究費配分研究費配分      実施年度 総研究費 約６５ ［百万円］  区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分 1外装構法に関する調査  ①生産・供給状況調査  ②施工状況の調査  ③外装の仕様に関する調査    約８ ［百万円］ 2 雨水浸入状況及び劣化状況に関する調査  ①雨水浸入状況の調査  ②構成材の劣化状況の調査    約１２ ［百万円］ 3 各部位の防水性能の検討  ①開口部を有する外壁の性能試験  ②外壁と屋根の接触部位等の性能試験  ③バルコニー関連の性能試験    約３０ ［百万円］ 4 経時変化等を考慮した防水性能の検討  ①変形履歴を有する外壁の性能試験  ②各種構成材料の防水性能と耐久性  ③外壁補修後の性能試験    約１２ ［百万円］ 5 雨水浸入防止対策技術の評価    約３ ［百万円］   （（（（有効性有効性有効性有効性））））    劣化等による雨水浸入のメカニズムや要因を分析して､防止対策や補修に係わる技術資料等を整備することにより､長期的な建築物の安全性確保が可能になるとともに､経済的な負担を軽減させることができる。また、平成 21年 10月に完全施行される住宅瑕疵担保履行法等の円滑な運用にも資することができる。 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】                                                                                    研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用                                                                                        様式様式様式様式 CCCC［［［［事前事前事前事前］］］］     
研究課題名研究課題名研究課題名研究課題名：：：：小規模建築物小規模建築物小規模建築物小規模建築物のののの雨水浸入要因雨水浸入要因雨水浸入要因雨水浸入要因とそのとそのとそのとその防止策防止策防止策防止策にににに関関関関するするするする研究研究研究研究    研究の成果目標 期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考 １．外装工法に関する調査 地域毎､建築物の各部位毎の外装材や防水材料等の生産・供給状況、施工状況､仕様等を調査・分析することにより､これまで明らかになっていなかった外装工法の全体像が把握される。 ２．雨水浸入状況及び劣化状況に関する調査 既存建築物の雨水浸入状況と構成材料の劣化状況に関する基礎的な資料が整備される。 ３．雨水浸入防止性能確認試験 １～２の知見をもとに製作した試験体を対象に撒水試験を実施し､雨水浸入のメカニズムや雨水浸入防止性能が明確となる。 ４．経時変化等を考慮した防水性能の検討 既存建築物が経験する常時微動や中小規模の地震等による外装材等のひび割れや損傷等と防水性能への影響を明確化し､補修方法も含めその対応策が示される。 ５．雨水浸入防止対策技術の評価 １～４の成果を基に各部位の仕様に対する評価方法及び評価試験法等が提案される。 

 ①雨水浸入防止対策技術や補修・改修に関する技術資料の提示・整備 ②雨水浸入及び劣化に関する将来の技術基準化に向けた技術資料の整備 ③本成果に基づく技術支援により､住宅瑕疵担保履行法の保証金還付の円滑な運用 ④雨水浸入による経済的な負担等の軽減 
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：高層建築物高層建築物高層建築物高層建築物のののの地震後地震後地震後地震後のののの火災安全対策技術火災安全対策技術火災安全対策技術火災安全対策技術のののの開発開発開発開発     プロジェクトリーダー名：建築研究部長  西山 功 技 術 政 策 課 題： 関 係 研 究 部：建築研究部、都市研究部 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約１８０百万円 コ ア：－  大 枠 テ ー マ 名：建築物等に対する安全・安心   大 分 類：建築物等における安全・安心の確保   中 分 類：建築物等の質・安全性の確保   小 分 類：リスク要因ごとの対策、経年劣化の対策 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
大都市には多数の高層建築物が存在し、これらが比較的大きな地震を受ける可能性が高

まっていることが種々の研究で明らかにされている。過去の地震被害に関する調査から、

高層建築物において一般的な耐火建築物においては地震直後に火災発生確率が上がること

が明らかになっており、主要構造又は非構造で構成される防火区画の性能維持、火災感知

警報設備・スプリンクラー設備等の防火設備の機能維持は地震直後の火災安全性に重要で

ある。しかしながらこれらの防災設備を含めた二次部材の地震時挙動に関する技術的な情

報は乏しく、このことが地震直後の火災安全に対する戦略を単に概念的な領域にとどめ、

実効性のある火災安全確保戦術の確立を困難にしている。したがって、これらの技術情報

を系統的に蓄積し、地震後の火災安全性を確立することが急務となっている。 

本研究では、中地震以上の地震に対して、火災安全に関連する耐火構造・防火設備等の

挙動に関する技術的な情報を実験・解析により蓄積し、地震後の火災安全性に関する明確

な技術基準がない高層建築物（概ね 10階を超える建築物）が中地震（概ね震度５強を超え

る地震）以上の地震作用を受けた後、地震直後に在館者の継続使用を可能とするために必

要な火災安全等の対策技術を開発する。更に、新築建築物を対象として、これらの技術を

前提とした設計基準、及び、地震直後の緊急点検・避難指針を作成する。また、これらの

開発技術が組み入れられていない可能性のある既存建築物を対象として、その保有する地

震後火災安全性能に応じた、地震直後の継続使用または避難のための判断基準を明示した

地震直後の緊急点検・避難指針を作成する。 

大枠の中分類「建築物等の質・安全性の確保」については、構造的な耐震性能と火災時

の安全性とは別建てで検討されてきており、地震直後の火災発生を想定した必要な防火技

術等に関して検討されていない。地震と火災という複合的なリスクを視点とする研究をす

すめることによって、建築物の安全・安心に向けた多様なリスクに対する総合的な研究の

推進にも資することが期待される。 

    

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

本研究は、近い将来に予測されている比較的大きな地震に対して、中地震後も地震以前

の火災安全性能が維持できる技術基準を確立すること、さらに中地震を超える地震に対し

て地震直後にもつ当該建築物の火災安全性を明確にし、館外避難を含めた地震直後の行動

計画策定等に資すること、及びこの概念を住宅品確法に反映すること等を通して安全・安
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心に寄与しようとするものである。また、開発予定の技術・基準・指針等を活用すること

により、大地震時に激甚被害地域周辺において多数存在する、中程度の損傷を受けた高層

建築物の継続利用可能性を高め、当該建築物利用者の生活質の向上を達成し、併せて被災

地域全体の地震後復旧の円滑化等に資することを目的とする。 

 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    

大都市域での大地震発生が切迫していると予測されており、地震発生時の被害を軽減

し、被災者の生活質を高め、災害復興を円滑化することを、広く国民が要請しており、

そのためにはこれらの地域で多数建設される高層建築物の地震後火災安全性を確保する

ために、大地震発生前に本研究の成果を得て、政策・施策に反映することが必要である。 

研究目標を達成するためには、関連ハードウェアの技術開発とともに、それらを前提

とした火災安全戦略（ソフトウェア）の開発、建築実務への反映が求められ、建築基準

を策定している国自らがこれらのハード・ソフトの開発の中心に立って積極的に行動す

ることにより、民間による関連製品等の開発行為をも促進し、建設関連産業の活性化・

行動化を進める必要がある。 

 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

●研究の実施体制 

研究の実施は、国土交通省住宅局と国総研との綿密な調整を前提とする。また、本研究

の目標とする成果に関連が深い組織である、総務省消防庁「消防用設備等の耐震性確保に

関する検討委員会（仮称）」、（独）建築研究所、大学等、ゼネコン、耐火被覆材・スプリン

クラー・防火設備等のメーカー、等とは、検討の内容に応じて、以下の実施体制図のよう

に連携して、効率的な研究を実施する予定である。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研究の実施方法 

以下の年次計画・研究費配分に従って、地震時における防火区画・防火設備等、部材の

官 
産 

国土交通省住宅局 
国総研国総研国総研国総研    

綿密な調整 (独)建研  

ゼネコン各社 メーカー ・耐火被覆材 ・スプリンクラー ・防火設備、他 
学 大学等 学・協会 ・日本建築学会 ・日本火災学会 ・空調学会、他 

総務省消防庁「消防用設備等の耐震性確保に関する検討委員会（仮称）」 情報の共有 実験等の共同実施 
・技術開発アイデアの提供 ・実験の共同実施 ・地震被害調査結果等の提供 ・最新の学術研究成果の提供 ・委員会等への参画 
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耐火被覆等について、これらの地震時の性能維持に関する調査を実施し、これと有機的な

連携を保ちながら火災安全確保のための戦略を開発する。 

 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 180 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分 防火区画・防火設備等の地震後性能維持に関する調査    約 100 ［百万円］ 地震時に損傷しにくい耐火被覆方法等の調査    約 55 ［百万円］ 地震直後の火災安全確保戦略の開発    約 25 ［百万円］ 
    

（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

様式 C に掲げる通り、研究成果は、ハード、ソフト両面の設計ガイドライン、火災安全

戦略ガイドラインとして提示されるとともに、一部は建築基準等に反映され、施設所有者、

在館者・居住者の地震後の火災安全性確保に有効に活用される。 

地震損傷時の区画性能確保技術の開発防火設備の地震時挙動調査 防火設備改善技術開発設計ガイドライン作成 耐火被覆の地震時損傷状況調査被覆損傷した部材の耐火性能調査 設計ガイドライン作成 フレームワーク検討 部材耐火・防火区画・設備等の設計目標検討火災安全確保ガイドライン作成 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考地震時の防火区画、防火設備等の地震入力と応答・損傷状況に関する情報を集積し、地震後性能維持のための技術を開発し、設計ガイドラインを提示する。 一部は建築基準法、住宅品確法の基準に反映する。また、ガイドラインを設計者、施工者等への普及させる。地震時の耐火被覆等の挙動に関する情報を集積し、耐火部材の地震後性能維持のための技術を開発し、設計ガイドラインを提示する。 一部は建築基準法、住宅品確法の基準に反映する。また、ガイドラインを設計者、施工者等への普及させる。個々の建築物の持つ地震後火災安全性能に適合した、地震後避難等の火災安全戦略を確立し、ガイドラインとして提示する。 地震に対する事前対策に取り入れることを、施設管理者、利用者等へ普及させる。

研究課題名：高層建築物の地震後の火災安全対策技術の開発

地震時に損傷しにくい耐火被覆方法等の開発地震直後の火災安全確保戦略の開発
研究の成果目標防火区画・防火設備等の地震後性能維持手法の開発
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：作用作用作用作用・・・・性能性能性能性能のののの経時変化経時変化経時変化経時変化をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした    

社会資本施設社会資本施設社会資本施設社会資本施設のののの管理水準管理水準管理水準管理水準のののの在在在在りりりり方方方方にににに関関関関するするするする研究研究研究研究        ～～～～港湾施設港湾施設港湾施設港湾施設（（（（防波堤防波堤防波堤防波堤））））のののの戦略的戦略的戦略的戦略的なななな維持管理手法維持管理手法維持管理手法維持管理手法のののの構築構築構築構築をををを例例例例としてとしてとしてとして～～～～     プロジェクトリーダー名：港湾研究部主任研究官  宮田正史 技 術 政 策 課 題：（１）自然災害に対して安全・安心な国土及び地域社会の構築 関 係 研 究 部：－  研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２４年度 総研究費（予定）：約６８百万円 コ ア：－  大 枠 テ ー マ 名：自然災害に対する安全・安心（津波・高潮・高波）   大 分 類：抵抗力・復興力   中 分 類：公共施設の管理･整備   小 分 類：災害の影響を部分的に止める 
 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 
 既存の社会資本施設をいかにして効率的に維持管理し，かつ大規模被災を未然に防止

する施設性能を確実に確保しておくということが，近年特に重要となっている． 

 例えば，近年においても，既設の防波堤が大きな被災を受けることがある（以下，防

波堤を対象として記載）．防波堤が転倒等に至った場合，その復旧工費・期間は著しく

増加し，かつ背後港湾・地域への社会的影響は甚大なものとなる．被災発生の理由とし

ては各種考えられるが，主要因としては，①設計条件等の変化（作用の変化）及び②既

存の施設性能の低下（性能の変化），が挙げられる．①については，波浪特性の変化（長

周期うねりの発生など異常波浪）などが想定される．②については，長年の厳しい波浪

作用によって防波堤の断面形状が経年変化し（海底地盤の洗掘や消波ブロックの沈下

等），防波堤の耐波安定性が低下していることなどが想定される． 

一方，防波堤の特徴は，防波堤に軽微な変状が発生した場合であっても，防波堤に求

められる機能，すなわち背後港湾を静穏に保つ機能は概ね確保されていることにある

（一見すると全く問題がないように見える）．しかしながら，上述したとおり「防波堤の

軽微な変状」は，毎年のように来襲する波浪作用により，経年的に確実に進行しており，

それを放置し続けた場合，耐波安定性は徐々に低下するため，放置を続ければ続けるほど

大規模被災のリスクが高まると考えられる．この性能低下の経年変化の度合いは，海象条

件の違いにより大きく異なるため，全国一律にある閾値を越えると補修・補強が必要と判

断できるような単純なものではないことが，防波堤における継続的・戦略的な維持管理を

困難にしてきたといえる．しかしながら，当該分野の研究レベルの向上により，性能劣化

やその影響を定量的に評価できる素地が整いつつある． 

 そこで，本研究では，既存の社会資本施設として港湾施設（防波堤）を対象とし，作

用する外力と施設性能の経時変化（劣化の累積），及び大規模被災発生に繋がる異常時の発

生外力の影響を考慮した「既存防波堤の管理水準の在り方（継続的かつ戦略的な維持管理）」

を確立するため，以下の検討を行う． 

 ○防波堤の損傷程度を考慮できる簡易性能照査手法の構築 

○防波堤の損傷程度を考慮した復旧工費モデルの構築 

○既存施設の維持管理における適切な管理水準の在り方に関する検討 

これらの検討結果より，既設防波堤の点検結果等で得られる防波堤の変状（劣化の累積）

資料資料資料資料３３３３－－－－１８１８１８１８    
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やその進行程度，及び当該施設の大規模被災を未然に防止する耐波性能に配慮した上で，

どの施設を優先として，いつ，どのような補修・補強をすべきかについて，補修・補強

費と被災時の復旧費の観点から合理的であると考えられる維持管理の方針を立てるこ

とができる手法の構築を目指す．  

 

２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    

本研究は，既設防波堤の継続的かつ戦略的な維持管理を可能にすることを目的とする． 

    

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性）））） 

既存の防波堤については，長年の厳しい波浪作用により建設時点の断面形状が徐々に変

化（変状）している。その一方で，異常波浪など当初想定していない波力作用等のため，

大規模被災の発生も懸念される．既存ストックを最大限に有効活用するという観点から，

現状の防波堤における変状の点検結果を利用して防波堤の耐波性能を再評価し，大規模被

災を未然に防止する維持管理の在り方を可能とする手法を構築することは，国民の安全確

保や港湾の国際競争力の維持，我が国の社会資本ストックの有効活用に直結するため，国

が先導的に実施すべきものである． 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

●研究の実施体制 

本研究は，港湾施設の技術基準・設計法等の構築全般を担当している国総研港湾研究部

が主体となり，港湾施設全般の維持管理に関する技術政策の立案等を担う国土交通省港湾

局，第一線防波堤等の整備や点検等を実施している全国の地方整備局等，防波堤の耐波性

能等に関する基礎的研究を実施している港湾空港技術研究所及び同所内に設置されている

港湾施設の維持管理に関して専門的に研究を行っている LCM 研究センターと連携して実施

する．我が国の防波堤の維持管理に直接関係する各機関が連携して研究を進めることから，

効率的に研究を進めることができる。また，国総研が主体となることにより，研究成果が

維持管理の新たな技術基準に反映されるなど効率的である． 

  

 

 

     

 

 

 

      

 

               

 

 

 

 

【【【【国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    港湾局港湾局港湾局港湾局】】】】    

【【【【国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    各地方整備局等各地方整備局等各地方整備局等各地方整備局等】】】】    

・・・・港湾空港技術調査事務所等港湾空港技術調査事務所等港湾空港技術調査事務所等港湾空港技術調査事務所等 

【【【【港湾空港技術研究所港湾空港技術研究所港湾空港技術研究所港湾空港技術研究所】】】】    

・・・・海洋海洋海洋海洋・・・・水工部等水工部等水工部等水工部等    

・・・・LCMLCMLCMLCM研究研究研究研究センターセンターセンターセンター 

【【【【国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所国土技術政策総合研究所】】】】    

・・・・港湾研究部等港湾研究部等港湾研究部等港湾研究部等 

ＷＧＷＧＷＧＷＧ等等等等によるによるによるによる

連携連携連携連携    
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●研究の実施方法 

 具体的な研究項目は，以下に示すとおりであり，平成 21年度～平成 24年度の 4カ年で

の実施を予定する． 

 

Ａ．防波堤の損傷程度（変形メカニズム）を考慮できる簡易性能照査手法の構築 

 ①既往レビュー 

・防波堤の被災事例の実態把握・整理 

・防波堤の施設変状の実態把握・整理 

  ・既往の模型実験・数値解析等のレビュー 

②模型実験及び数値解析 

・模型実験（水理模型実験及び遠心載荷実験を想定） 

・数値解析（FEM，DEM） 

 ③簡易性能照査手法の構築 

・防波堤の損傷程度（変形量）を考慮できる簡易性能照査手法の構築 

（簡単な構成モデルを想定．別途，転倒の発生有無についても簡易照査手法を構築） 

 

Ｂ．防波堤の損傷程度を考慮した復旧工費モデルの構築 

 ①復旧工費のモデル化 

・防波堤の損傷程度に対応した復旧工費のモデル化 

 

Ｃ．既存施設の維持管理における適切な管理水準の在り方に関する検討 

 ①シナリオ検討 

・作用・性能の変化シナリオと維持管理シナリオの検討 

 ②管理水準の在り方の検討 

・既存施設の維持管理における適切な管理水準の在り方の検討（事例検討含む） 

 ③「防波堤の維持管理方針検討のためのガイドライン（案）」の取り纏め 

 

年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 68 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 研究費配分 
A.防波堤の損傷程度（変形メカニズム）を考慮できる簡易性能照査手法の構築 ①既往レビュー     約 41 ［百万円］ 
B.防波堤の損傷程度を考慮した復旧工費モデルの構築     約 10 ［百万円］ 
C.既存施設の維持管理における適切な管理水準の在り方に関する検討     約 17 ［百万円］ 

②模型実験及び数値解析 ③簡易性能照査手法の構築 ①復旧工費のモデル化 ①シナリオ検討 ②管理水準の在り方の検討 ③ガイドライン案 
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（（（（有効性有効性有効性有効性））））    

本研究成果を利用することにより，全国の各港湾管理者等において，既設防波堤の維持

管理業務で得られる点検結果等に基づき，大規模被災を未然に防止する耐波性能に配慮

した上で，補修・補強費用と被災時の復旧費用の観点から合理的であると考えられる維

持管理に取り組むことができるようになる．その結果，既存ストック（社会資本施設）

の最大限の有効活用を図ることができるようになり，国全体の適切な維持管理の観点に

おいて，本研究成果の有効性は高い． 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考既往レビュー 防波堤の既往被災事例や現状における変状事例についての取り纏め。 全国の防波堤の維持管理点検業務等において，重点的に点検すべき対象・項目等が提供されることになり，現場における維持管理業務の高度化に貢献。簡易性能照査手法の構築 防波堤の損傷程度（変形メカニズム）を考慮できる簡易性能照査手法の構築。 性能規定化された港湾の技術基準に対応した新たな性能照査手法が提供されることになり（設計の自由度が拡大），結果的に施設整備のコスト縮減に寄与する可能性。防波堤の被災パターン・被災程度に対応した復旧工法・工費等の取り纏め。

「防波堤の維持管理方針検討のためのガイドライン（案）」の取り纏め。

研究課題名： 作用・性能の経時変化を考慮した社会資本施設の管理水準の在り方に関する研究

本研究成果を利用することにより，全国の各港湾管理者等において，既設防波堤の維持管理業務で得られる点検結果等に基づき，大規模被災を未然に防止する耐波性能に配慮した上で，補修・補強費と被災時の復旧費の観点から合理的であると考えられる維持管理に取り組むことができるようになる．その結果，既存ストック（社会資本施設）の最大限の有効活用を図ることに貢献。

研究の成果目標Ａ．防波堤の損傷程度を考慮できる簡易性能照査手法の構築 被災パターンと被災程度に対応した標準的な復旧工法・工費等が提供されることになり，上記に示すような防波堤の変形量を予測できる性能照査手法と組合せることにより，被災時のコスト評価が可能となる。また，大規模災害発生時の迅速な対応に寄与。B．防波堤の損傷程度を考慮した復旧工費モデルの構築
C．既存施設の維持管理における適切な管理水準の在り方に関する検討
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研究概要書研究概要書研究概要書研究概要書：：：：持続可能持続可能持続可能持続可能なななな臨海部臨海部臨海部臨海部におけるにおけるにおけるにおける廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物埋立埋立埋立埋立処分処分処分処分にににに関関関関するするするする研究研究研究研究     研 究 代 表 者 氏 名：沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室長 小田勝也 技 術 政 策 課 題：(7)地球環境への負荷の軽減 関 係 研 究 部： 研 究 期 間：平成２１年度 ～ 平成２３年度 総研究費（予定）：約４５百万円 コ ア： － 大 枠 テ ー マ 名：持続可能な社会の構築（リサイクル）   大 分 類：静脈物流システムの構築－循環資源の適正かつ効率的な取扱を推 進する静脈物流システムの構築－   中 分 類：廃棄物海面処分場の建設・管理技術の研究   小 分 類：跡地の高度利用に資する技術開発 
 

 

１１１１．．．．研究研究研究研究のののの概要概要概要概要 我が国の廃棄物最終処分は，大都市を中心として海面処分場に大きく依存している．廃棄物海面処分は，海面処分場である廃棄物埋立護岸において埋立処分を行い，埋立処分終了後の跡地は臨海部における土地として有効利用することを目的としている．しかし，海面処分場の跡地は，環境保全のための基準・規制の導入(下表参照)により，建設・維持管理費用が増大するとともに跡地売却が困難になり，港湾管理者，海面処分場の設置運営主体の財政を圧迫する要因になっている．これにより，港湾管理者等が積極的に海面処分場を整備するインセンティブが失われ，廃棄物最終処分を海面処分場に依存している自治体等の廃棄物処理に大きな影響を与えることが懸念される． こうした背景から，海面処分場における廃棄物埋立処分と適切な跡地利用とを両立させるために，建設・維持管理・跡地利用段階の長期にわたるコストを低減するための技術ならびに長期コストを発生者等が適正に負担する制度について研究する． これまでに大枠「持続可能な社会の構築（リサイクル）」の中分類「廃棄物海面処分場の建設・管理技術」においては，信頼性の高い護岸構造・遮水工の開発，効率的な維持管理手法の開発などが進められてきた．本研究は，これらの研究成果を，跡地利用の効率化，沿岸域における持続可能な廃棄物処分の実現という観点から体系化することになり，既往研究成果の実用化・利用促進にも資する．   表 海面処分場(廃棄物埋立護岸)の計画設計・運営・維持管理等に関する制度・施策 年月 制 度 ・ 施 策 名 概      要 H10. 6 最終処分場に係る技術上の基準を定める省令改正(総理府・厚生省令） 最終処分場の構造(遮水性能等)，維持管理，廃止に係る基準の導入． H12.11 管理型廃棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル(運輸省港湾局監修)発行 海面処分場における遮水性能等廃棄物処理法構造基準の運用を規定． H17. 4 施 行 廃棄物最終処分場跡地形質変更に係る制度の導入（廃棄物処理法・同政省令改正，ガイドライン制定） 土地の形質変更により生活環境保全上の支障が生じるおそれがある廃棄物最終処分場跡地内における形質変更の施行方法の基準，都道府県知事への届け出制の導入． H17年～ 海面処分場における閉鎖・廃止基準の適用に関する検討(環境省・国環研・国総研・港空研等) 海面処分場の特性に応じた閉鎖・廃止基準の適用方法について調査・審議． H19. 4 施 行 廃棄物埋立護岸に対する「港湾の施設の技術上の基準」の適用(港湾法施行令改正，省令・告示改正，解説の発行) 廃棄物埋立護岸を「港湾の施設の技術上の基準(国交省令)」の対象施設と位置付け，同基準に基づく設計・維持管理を義務化． H20年 予 定 管理型廃棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル（改訂版）発行 H12年の発行以降の新しい制度，設計手法に関する研究成果，産官学の技術開発成果等を導入し，改訂．  
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２２２２．．．．研究研究研究研究のののの目的目的目的目的    本研究では，海面処分場で受け入れる廃棄物，材料の性状に応じた廃棄物埋立護岸の遮水性能等の設定・埋立工法等の提案，関連する新技術の導入を考慮した護岸建設段階から廃止後の土地利用に至るトータルコストのモデル化と比較，これを踏まえた最適な費用分担のあり方に関する検討を行う．本研究の目的は以下のとおりである． 
 

３３３３．．．．自己点検結果自己点検結果自己点検結果自己点検結果    

（（（（必要性必要性必要性必要性））））    我が国の廃棄物処理処分の基本は３R（Reduce, Reuse, Recycle）である．しかし，最終処分場に埋立処分される量をゼロにすることはできない．一方，内陸処分場を新規に確保することは困難となっており，海面処分場（廃棄物埋立護岸）を今後とも計画的に安定して確保していくことが国民生活を支える上で重要な課題となっている． 廃棄物処分場跡地利用に係る規制の適用を受ける海面処分場が数年の内にあることが想定されている．また，東京港，衣浦港で新規の大型施設に着工するほか大阪湾広域臨海環境整備センターにおいても尼崎沖・泉大津沖・大阪沖・神戸沖に次ぐ，次期処分場の検討が進められている．こうした動向に対応し，国土交通省等が跡地利用を促進する方策を企画・立案する基礎となる本研究を平成 21 年度から開始し，早期に成果を得る必要がある．また，並行して環境省では，海面処分場への廃止基準の適用について検討を進めており，その動きと連動して本研究を実施する必要がある．  
 

（（（（効率性効率性効率性効率性））））    

●研究の実施体制 本研究の実施に当たっては，国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室が主体となって実施する．本研究課題が関連する領域は，港湾の自然条件に適応した施設の計画設計，有害物質等のリスク管理，土地利用に関わる経済的な評価等多岐にわたる．このため，港湾空港技術研究所，国立環境研究所，大学等と連携する． また，国土交通省港湾局と連携・調整を図り，実効性の高い施策提案を目指す．さらに，本課題は，港湾・臨海部計画に係る行政に加え廃棄物対策に係る行政とも密接に関連しており，跡地の有効活用は実際には地方行政に委ねられている．このため，必要に応じ，環境省，地方行政(港湾管理者・環境部局等)との連携・調整も行いつつ実施する． 

（（（（１１１１））））建設建設建設建設・・・・埋立埋立埋立埋立・・・・土地利用土地利用土地利用土地利用のののの段階段階段階段階にわたるにわたるにわたるにわたる長期長期長期長期コストコストコストコストをををを低減低減低減低減できるできるできるできる技術技術技術技術    →→→→長期的長期的長期的長期的にもにもにもにも経済的経済的経済的経済的でででで安全安全安全安全なななな次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸のののの技術提案技術提案技術提案技術提案    （（（（２２２２））））長期長期長期長期コストコストコストコストをををを発生者等発生者等発生者等発生者等がががが適正適正適正適正にににに負担負担負担負担するするするする制度制度制度制度((((関係者関係者関係者関係者がががが合意合意合意合意できるできるできるできるスキームスキームスキームスキーム))))    →→→→港湾空間港湾空間港湾空間港湾空間のののの利用利用利用利用とととと両立両立両立両立したしたしたした臨海部臨海部臨海部臨海部におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物埋立処分埋立処分埋立処分埋立処分のののの提案提案提案提案    

国土交通省港湾局国土交通省港湾局国土交通省港湾局国土交通省港湾局        （（（（・・・・環境省環境省環境省環境省））））    
港湾空港技術研究所港湾空港技術研究所港湾空港技術研究所港湾空港技術研究所    国国国国                総総総総                研研研研    港湾管理者港湾管理者港湾管理者港湾管理者・・・・    地方自治体環境部門地方自治体環境部門地方自治体環境部門地方自治体環境部門    等等等等    大大大大        学学学学    ・・・・        学学学学    会会会会    ・・・・民民民民    間間間間    連携 連携・ 調整 連携 政策提言 

国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所    
連携・ 調整 
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関係機関との連携・調整に当たっては，「大枠」を活用した研究マネジメントを行う．研究内容・計画の検討・重点化，研究内容等の検討に併せた大枠の見直しを行う等，研究実施過程における PDCAサイクルの実践を図る． 
 
●研究の実施方法 （１）埋立材料（廃棄物）の特性・性状に応じた護岸性能・埋立工法の検討    受け入れる廃棄物，埋立材料の種類，特性・性状（溶融固化等中間処理を含む．）に応じて必要となる護岸性能（遮水性，保有水等貯留・処理能力等）及び廃棄物の性状等に応じた埋立工法・地盤改良工法を既存研究，数値解析等により取りまとめる． （２）建設，埋立造成，跡地利用，長期維持管理等に関するコストのモデル化 受け入れ材料，埋立・造成工法，廃棄物地盤の特性と地盤改良工法等の実態把握を全国の主要な海面処分場を対象として実施し，これに基づいて，護岸建設から廃棄物による埋立・用地造成費用，跡地利用に係る地盤改良，廃棄物撤去等の費用，長期維持管理費用等に関するモデルを開発する． （３）最適な費用分担のあり方の検討    建設段階から，廃棄物処理（埋立）を経て跡地利用に至る各段階で発生する費用，廃棄物処理及び土地利用に伴い発生する便益及びその帰着先を整理する，関連する部門間における費用負担を感度分析等により分析し，最適な費用分担のあり方を取りまとめる．  （４）施策提案の検討・とりまとめ 今後とも海面処分場（廃棄物埋立護岸）を円滑に確保する上で必要な制度，技術に関する提案をシンポジウムの等の開催による意見聴取なども行いつつ，とりまとめる． ①建設・埋立・土地利用の段階にわたる長期コストを低減できる技術の検討を行い，長期的にも経済的で安全な次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸のののの技術提案技術提案技術提案技術提案を行う． ・廃棄物等の性状に応じた廃棄物埋立護岸の要求性能 ・廃棄物性状・臨海部の特性・跡地利用形態等を考慮した埋立工法・地盤改良工法 等  ②長期コストの主体間の費用負担など制度的な枠組等，関係者が合意できるスキームの検討を行い，港湾空間の利用と両立した臨海部臨海部臨海部臨海部ににににおけるおけるおけるおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな廃棄物埋立処分廃棄物埋立処分廃棄物埋立処分廃棄物埋立処分の提案を行う． 

 年度計画と研究費配分 実施年度 総研究費 約 45 ［百万円］ 区分 （目標、サブテーマ、分野等） Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 研究費配分 埋立材料（廃棄物）の特性・性状に応じた護岸性能・埋立工法の検討    約 18 ［百万円］ 建設，埋立造成，跡地利用，長期維持管理等に関するコストのモデル化    約 12 ［百万円］ 最適な費用分担のあり方の検討    約 10 ［百万円］ 施策提案の検討・とりまとめ    約 5 ［百万円］ 

受け入れ材料，埋立・造成工法等の 実態把握 護岸性能及び埋立工法・地盤改良工法の検討・とりまとめ 建設，埋立造成，跡地利用，長期維持管理等コスト構造分析 モデル化 対象処分場の想定 最適な費用分担のあり方の検討 シンポジウム開催 施策提案とりまとめ 
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（（（（有効性有効性有効性有効性））））    本研究で提案する「次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸次世代型廃棄物埋立護岸のののの技術技術技術技術」」」」及び「「「「臨海部臨海部臨海部臨海部におけるにおけるにおけるにおける持続可能持続可能持続可能持続可能なななな廃棄物埋立廃棄物埋立廃棄物埋立廃棄物埋立処分処分処分処分」」」」は，今後とも海面処分場（廃棄物埋立護岸）を円滑に確保する上で必要な技術．制度に関する提案を行うもので，適正なコスト負担スキームの確立及び海面処分場の確保・跡地利用の促進に寄与するものである．    これらの研究成果は，個別施設の計画・設計等の参考として，港湾行政，環境行政におけるガイドライン，基準等の基礎として活用される．また，シンポジウム，Webサイト等を通じて幅広く情報発信し，民間等による技術開発の方向を示すものとしても活用が期待される． 
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【【【【事前評価事前評価事前評価事前評価】】】】 研究成果及研究成果及研究成果及研究成果及びびびび活用活用活用活用
様式C［事前］期待される研究成果 研究成果の活用方針（施策への反映・効果等） 備考受け入れる廃棄物等の種類，特性・性状に応じた護岸性能及び埋立工法・地盤改良工法の整理 廃棄物埋立護岸（海面処分場）の計画・設計・維持管理等に関するガイドライン等に導入され，個々の施設計画等に反映される．民間等による新規技術開発の方向性を示す指針として活用される護岸建設から廃棄物による埋立・用地造成費用，跡地利用等各フェイズにおける費用に関するモデルを開発 国及び地方における廃棄物埋立護岸の整備・維持管理・跡地利用等に係るスキームの企画・立案に活用される．建設段階から，廃棄物処理（埋立）を経て跡地利用に至る各段階で発生する費用，便益及びその帰着先を整理最適な費用分担のあり方を提案 上記と同様国及び地方におけるスキームの企画・立案，また，排出者，跡地利用者などステークホルダーとの合意形成のツールとして活用される．今後とも海面処分場（廃棄物埋立護岸）を円滑に確保する上で必要な制度，技術に関する提案をとりまとめ 港湾行政，環境行政においてガイドライン，基準等の基礎として活用される．

建設，埋立造成，跡地利用，長期維持管理等に関するコストのモデル化最適な費用分担のあり方の検討施策提案の検討・とりまとめ

研究の成果目標研究課題名：持続可能な臨海部における廃棄物埋立処分に関する研究

埋立材料（廃棄物）の特性・性状に応じた護岸性能・埋立工法の検討
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